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令和５年度 重点事業
重点事業は、総合計画を戦略的かつ着実に推進するため、限られ

た行財政資源の中で復興・再生と地方創生を推進し、復興の進度の
違いによって顕在化・複雑化する課題への具体的な対応など、新た
な復興のステージの対応やふくしま創生総合戦略に基づく人口減少
対策として、総合計画に掲げる特に重要な行政課題を８つの「重点
プロジェクト」として展開し、重点的に取り組んでいく具体の事業
として位置づけます。
保健福祉部においては、このうち６つのプロジェクトの推進に向

けて、115の事業を実施します。
本冊子では、保健福祉部の115の重点事業を、部門別計画である

「福島県保健医療福祉復興ビジョン」の主要施策ごとに整理して紹
介しています。

重点プロジェクト番号
保健福祉部においては、太字のプロジェクト内の下線の項目について推進します。

１ 避難地域等復興加速化プロジェクト
① 安心して暮らせるまちの復興・再生
② 産業・なりわいの復興・再生 ③ 魅力あふれる地域の創造

２ 人・きずなづくりプロジェクト
① 日本一安心して子どもを生み、育てやすい環境づくり
② 復興を担う心豊かなたくましい人づくり
③ 産業振興を担う人づくり ④ ふくしまをつなぐ、きずなづくり

３ 安心・安全な暮らしプロジェクト
① 安全・安心に暮らせる生活環境の整備
② 帰還に向けた取組・支援、避難者支援の推進
③ 環境回復に向けた取組 ④ 心身の健康を守る取組
⑤ 復興を加速するまちづくり ⑥ 防災・災害対策の推進

４ 産業推進・なりわい再生プロジェクト
① 中小企業等の振興 ② 新たな産業の創出・国際競争力の強化
③ 農林水産業の振興 ④ 観光産業の振興

５ 輝く人づくりプロジェクト
① 一人ひとりの希望をかなえる
② 健やかな暮らしを支える
③ 地域を担う創造性豊かな人を育てる

６ 豊かなまちづくりプロジェクト
① 安全で安心な暮らしをつくる
② ゆとりと潤いのある暮らしをつくる
③ 環境にやさしい暮らしをつくる

７ しごとづくりプロジェクト
① 活力ある地域産業を支え、育てる
② 魅力ある農林水産業を展開する
③ 若者の定着・還流につなげる

８ 魅力発信・交流促進プロジェクト
① 地域の多様な魅力を発信する
② ふくしまへ新しい人の流れをつくる

【福島県保健医療福祉復興ビジョン主要施策】

１全国に誇れる健康長寿の県づくり
２質の高い地域医療提供体制の確保
３安心して子どもを生み育てられる環境づくり
４いきいき暮らせる地域共生社会の推進
５誰もが安全で安心できる生活の確保



１　全国に誇れる健康長寿県の実現
No. 重点

番号 事　　業　　名 区分 担当部局
担当課 事　業　概　要 事業費

(単位：千円) 頁

1 5-②-2 健康長寿ふくしま推進事業 一部
新規 健康づくり推進課

　健康長寿県の実現に向け、健康づくりに取り組む県民へのインセンティブの付与や各市町村・医
療保険者等が持つ医療等データの分析と見える化を行いながら、健康づくりの普及啓発と健康
経営の推進や地域・職域における効果的な保健事業の実施に向けた支援を実施する。

270,934 1

2 5-②-3 ふくしまメタボ改善チャレンジ事業 新規 健康づくり推進課
　メタボ・肥満該当者の割合改善を重点的に図ることを目的として、市町村やスーパー・事業所
等と連携を図りながら、働き盛り・子育て世代の県民をターゲットに健康行動の実践を促す参加・
体験型のチャレンジ事業を実施する。

99,654 2

3 5-②-11 健康長寿ふくしま推進体制等強
化事業 継続 健康づくり推進課

　第二次健康ふくしま２１計画の基本目標である「健康寿命の延伸」と「健康格差の縮小」に向
けた施策を強く推進するため、知事をトップとした関係団体代表者で構成する健康長寿ふくしま
会議推進体制の下、食・運動・社会参加を柱とした健康づくり事業推進のための体制強化を図
る。

7,689 3

4 3-②-8 被災者健康サポート事業 継続 健康づくり推進課
　東日本大震災・原子力災害の影響により、復興公営住宅等で生活している被災者の健康保
持及び健康不安の解消のため、継続的な健康支援活動を行うとともに、長期化する住民の広
域避難等に対応した保健事業の提供体制の構築を支援する。

172,308 4

5 3-④-15 県民健康調査事業 継続 県民健康調査課 　県民の健康状態を把握し、疾病の予防、早期発見、早期治療につなげ、もって、将来にわたる
県民健康の維持、増進を図ることを目的に県民健康調査等を実施。 3,640,876 5

6 3-④-16 県民健康調査支援事業 継続 県民健康調査課
　住民自らが放射線量を確認することを通し、自身の健康管理につなげることを目的として、線量
計を整備する市町村に対して補助するとともに、甲状腺検査の県内実施医療機関数を増やすた
め、検査を担う医療機関に対して甲状腺検査機器を購入する際の費用を補助する。

130,747 5

7 3-④-14 たばこの健康影響対策事業 一部
新規 健康づくり推進課

　がんや循環器疾患など様々な生活習慣病のリスク因子となるたばこについて、県民の健康寿命
の延伸に寄与することを目的に、幅広い世代へ普及啓発活動を始めとした喫煙対策と受動喫煙
対策を推進する。

2,800 6

8 5-②-9 子どものむし歯緊急対策事業 継続 健康づくり推進課
　震災後、メタボ該当率をはじめ、子どもの肥満やむし歯の増加など健康への悪影響が顕在化し
ているため、安全で高い効果が得られるフッ化物洗口事業を実施することで、口腔衛生の切り口
から子どもたちの健康を促し、県民の健康回復を図る。

6,913 7

9 5-②-5 がん対策推進事業 一部
新規 健康づくり推進課 　がんの予防と早期発見のため、がんに対する知識の普及やがん検診の受診率及び精度管理の

向上を目指し、県民相互の検診受診活動や質の高いがん検診実施体制整備を実施する。 19,289 8



No. 重点
番号 事　　業　　名 区分 担当部局

担当課 事　業　概　要 事業費
(単位：千円) 頁

10 5-①-18 がん患者支援事業 一部
新規 地域医療課

　がん患者一人ひとりの希望をかなえるため、補整具購入者や妊孕性温存治療を行う者への支
援、在宅サービス利用料の一部助成を実施する市町村に対し補助を行うとともに、がん・生殖医
療ネットワーク体制を構築し、がんに関する正しい知識の普及・啓発を行う。

25,207 9

11 5-②-10 ふくしま”食の基本”推進事業 継続 健康づくり推進課
　生活習慣病の発症・重症化予防のため、バランスの良い食事（主食・主菜・副菜）に減塩を
加えた「主食・主菜・副菜」+「減塩」をふくしま”食の基本”とし、普及啓発、食環境の整備、人材
育成を行うことにより、県民の食行動や栄養摂取状況の改善を図る。

19,091 10

12 5-②-14 老人クラブ活動等社会活動促進
事業 継続 健康づくり推進課

　高齢者が健康で豊かな生活を送ることができるよう、市町村が行う老人クラブへの支援に対して
補助を行う。また、被災地に帰還した高齢者が仲間や地域とつながりを持つきっかけを作るととも
に、リーダーとして活躍できる人材を育成し、高齢者の生きがいづくりと社会参加の促進を図る。

47,219 11

13 5-②-13 健康長寿に向けた介護予防推進
事業 継続 健康づくり推進課

（公財）福島県老人クラブ連合会が行うニュースポーツ交流大会の開催を支援し、高齢者の健
康づくりを促進する。さらに、高齢者に必要とされている食の知識や技術を身に付ける機会を提供
する。

4,694 12

14 5-②-5 地域包括ケアシステム構築支援
事業 継続 健康づくり推進課

　高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けるための地域包括ケアシステムの構築を推進するため、
地域の特性に応じた市町村への取組支援や在宅医療と介護の連携推進を目的とした取組を実
施する。

138,268 13

15 5-②-12 自立支援型地域ケア会議普及
展開事業 継続 健康づくり推進課 　市町村における高齢者の自立支援・重度化防止の取組を促進するため、自立支援型地域ケ

ア会議の定着支援と介護予防の普及展開事業を実施するとともに、専門職の派遣調整を行う。 7,309 14

16 5-②-16 国保健康づくり推進事業 一部
新規 国民健康保険課

　国保被保険者の健康の保持増進を促し、健康長寿の延伸と医療費適正化を図るため、保健
指導等人材育成事業を実施するとともに、糖尿病治療中断者受診勧奨事業やＩＣＴを活用
した保健指導など、医療関係者と連携した糖尿病等重症化予防の取組等を推進し、市町村国
保における健康づくり事業を支援する。

118,282 15

17 6-①-5 福島県認知症施策推進事業 継続 高齢福祉課 　認知症の人やその家族が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、福島県認知症施
策推進計画に基づく各種施策を実施する。 19,175 16

18 6-①-6 福島県認知症サポーターパワー
アップ事業 継続 高齢福祉課

　認知症の人やその家族を地域の中で支える体制づくりのために、認知症サポーターの活躍が必
要である。認知症サポーターの活動と認知症の人とその家族の困りごとをつなげる仕組みが「チー
ムオレンジ」である。全市町村でのチームオレンジの整備に向け、検討会や各種研修を実施する。

839 17



２　質の高い地域医療提供体制の確保
No. 重点

番号 事　　業　　名 区分 担当部局
担当課 事　業　概　要 事業費

(単位：千円) 頁

1 3-④-23 医療従事者修学資金貸与事業 継続 医療人材対策室
　看護職及び理学療法士、作業療法士、診療放射線技師、歯科衛生士、臨床検査技師の
確保と定着促進を図るため、養成施設の在学者で卒業後に県内の施設で業務に従事しようとす
る者に対し、修学資金を貸与する。

311,466 18

2 3-④-18 医師確保修学資金貸与事業 継続 医療人材対策室
　福島県立医科大学等に在学する県内外の医学部生であって、県が指定する公的医療機関
等での勤務に従事しようとする者に対し、修学に必要な資金を貸与することにより県内への定着を
図る。

748,581 19

3 3-④-19 地域医療支援センター運営事業 継続 医療人材対策室
　医師確保に必要な病院の支援、医師のキャリア形成支援等を一体的に行い、県内の医師確
保や地域偏在を解消するため、福島県立医科大学内に「福島県地域医療支援センター」を設
置・運営する。

106,783 20

4 3-④-20 ふくしま医療人材確保事業 継続 医療人材対策室 　東日本大震災で離職した医療従事者の流出防止を図り、県内の医療提供体制の回復及び
復興に繋げるため、事業を実施する医療機関等に対し、必要な経費を補助する。 1,501,567 21

5 3-④-24 ”医療の仕事”魅力発信事業 継続 医療人材対策室 　県内出身の将来世代の医療人材を安定的かつ着実に増加させるため、小学生から高校生を
対象に医療職種の魅力を伝える機会を創出する。 7,300 22

6 5-②-17 地域医療介護総合確保事業
（医療従事者の確保・養成） 継続 地域医療課 　医療従事者の負担軽減や復職の支援に取り組むとともに、職務環境の改善を図るなど、医療

従事者の確保・養成を推進する。 110,762 23

7 3-④-28 看護職員離職防止・復職支援
事業 継続 医療人材対策室

　看護職員の離職防止や復職を支援するとともに、看護職員の定着に向けた職場の環境づくり
等を支援することにより、県内医療機関等の看護職員の安定的確保を図るほか、非常時におけ
る応援看護師を確保するため、潜在看護師等への再就業支援等を強化する。

59,062 24

8 3-④-27 病院内保育所運営費補助事業 継続 医療人材対策室 　病院職員の離職防止及び未就業看護職員等の再就業の促進を図るため、医療機関が行う
院内保育事業に要する運営費の一部を補助する。 100,347 25

9 7-①-27 看護師等養成所運営費補助事
業 継続 医療人材対策室 　看護職員を養成・確保するため、保健師助産師看護師法に基づく指定を受けた看護師等養

成所の運営に要する経費の一部を補助する。 264,843 26



No. 重点
番号 事　　業　　名 区分 担当部局

担当課 事　業　概　要 事業費
(単位：千円) 頁

10 3-④-26 ナースセンター事業 継続 医療人材対策室 　医療機関等の看護職員の確保及び在宅医療の推進を図るため、看護職の資格をもった未就
業者の就業促進及び看護師の潜在化防止を図る。 39,856 27

11 7-①-26 看護教員・実習指導者養成講
習会 継続 医療人材対策室 　県内の看護師等養成所の実習施設において指導に携わる実習指導者を対象として、必要な

知識や技術を修得させるための講習会を開催する。 7,666 28

12 7-①-28 看護教育体制強化支援事業 一部
新規 医療人材対策室

　高度化する医療に対応できる臨床実践能力の高い看護職を養成するため、実習教員の配置
や研究活動に係る費用を支援するとともに、各看護師等養成所の創意工夫ある学びを支援する
ことで、看護基礎教育の充実を図る。

27,872 29

13 3-④-21 復興を担う看護職人材育成支援
事業 継続 医療人材対策室 　復興を担う看護職の人材育成を支援するため、進学・就職活動及びキャリアアップを支援する。

また、浜通りの医療機関が看護職員確保に取り組む際の経費を補助する。 260,910 30

14 5-②-15 地域医療介護総合確保事業
（病床の機能分化・連携） 継続 地域医療課   地域の不足する医療機能を確保するため、医療機関における病床機能の転換等に必要な施

設・設備を整備するなど、医療機関相互の役割分担・連携を推進する。 918,225 31

15 5-②-16 地域医療介護総合確保事業
（在宅医療の推進） 継続 地域医療課

　在宅医療に関する取り組みや必要な設備整備を支援するとともに、病院、医科・歯科診療
所、訪問看護ステーション、介護施設等の連携を促進するなど、在宅医療体制の構築を推進す
る。

341,318 32

16 3-④-22 在宅ケア推進事業 継続 医療人材対策室
　がん看護や訪問看護に従事する看護師を対象とした実践的な研修を実施するとともに、特定
行為研修を修了した看護師を育成するための研修実施体制の維持･強化、制度周知、受講経
費の補助による受講推進を図る。

47,684 33

17 3-①-4 地域医療情報ネットワーク拡充支
援事業

一部
新規 地域医療課

　病院・診療所・薬局・介護施設などの間の医療福祉情報の連携を拡充するため、①地域医療
情報ネットワーク（キビタンネット）の県民・医療機関等へ向けた普及推進の取組を支援するとと
もに、②地域医療貢献のためにキビタンネットにて診療情報の提供を行う医療機関に対する支援
を行う。

168,100 34

18 1-①-８ 避難地域等医療復興事業 継続 地域医療課 　避難地域の住民帰還と医療再生を加速させるため、福島県避難地域等医療復興計画で取
り組んできた事業を引き続き実施し、医療提供体制の再構築を推進する。 2,066,523 35



No. 重点
番号 事　　業　　名 区分 担当部局

担当課 事　業　概　要 事業費
(単位：千円) 頁

19 1-①-7 双葉地域二次医療提供体制確
保事業 継続 地域医療課 　帰還住民・原発作業員等の健康を守るため、県立医科大学と連携して、双葉地域の二次救

急医療提供体制を確保する。 1,553,487 35

20 3-④-2 専門医養成支援事業 継続 医療人材対策室
　福島県立医科大学が設置した「総合診療医センター」が行う総合診療医の養成にかかる経費
や、専門研修基幹施設及び専門研修連携施設の新設に当たって必要な備品購入費等を補助
する。

27,147 36

21 3-④-17 ふくしま国際医療科学センター運
営事業 継続 医療人材対策室

　福島県立医科大学の「先端臨床研究センター」が行う、最先端の画像診断装置を用いた各種
疾患の早期診断や、放射性薬剤の研究開発等の取組を支援することにより、県民の健康の保
持・増進を図る。

449,467 37

22 3-①-2 感染症検査体制等強化事業 新規 薬務課
　新型コロナウイルス感染拡大時の衛生研究所におけるゲノム解析検査体制を強化するため、新
型コロナウイルス検査に係る次世代シークエンサー等機器の追加整備並びに更新を行い、新たな
変異株や新興感染症にも迅速・万全な検査体制を整備する。

63,657 38

23 3-④-1 感染症専門人材養成等事業 一部
新規 医療人材対策室

　新興感染症を含む、様々な感染症リスクに迅速かつ的確に対応するため、感染管理認定看護
師の資格取得に要する経費等の補助を医療機関等に行うとともに、県内での養成課程の開講
に向けた取組を進めるなど、専門的な知識や技術を有する看護人材の養成・確保を図る。

50,919 39

24 3-①-26 献血推進事業 継続 薬務課
　人間尊重と相互扶助の精神を基本理念とした献血意識の普及啓発を図るため、将来の献血
の担い手である県内の中学生を対象に「ジュニア献血ポスターコンクール」を実施し、献血推進ポ
スターを募集する。

856 40



３　安心して子どもを生み育てられる環境づくり
No. 重点

番号 事　　業　　名 区分 担当部局
担当課 事　業　概　要 事業費

(単位：千円) 頁

1 5-①-5 結婚・子育て応援事業 一部
新規 こども・青少年政策課

　結婚を望む人が結婚し、安心して子どもを産み育てられる環境を築くため、ふくしま結婚・子育て
応援センターを中心に、結婚・妊娠・出産・子育てのライフステージに応じた各種事業を実施す
る。また、国の地域少子化対策重点推進交付金を活用し、市町村が独自に実施する少子化対
策を支援する。

357,999 41

2 2-①-3 福島県周産期医療システム整備
事業 継続 地域医療課 　妊娠、出産から新生児に至る高度で専門的な医療を効果的に提供する総合的な周産期医

療体制を整備し、安心して子どもを生み育てることができる環境づくりを図る。 178,315 42

3 3-④-25 ふくしま子ども・女性医療支援セン
ター運営事業 継続 医療人材対策室

　質の高い周産期医療を担う医師等を養成するとともに、県民が安心して子どもを生み育てること
ができる環境を整備するため、福島県立医科大学に設置している、ふくしま子ども・女性医療支
援センターの運営に要する経費を支援する。

163,814 43

4 2-①-2 初期救急医療体制整備事業 継続 地域医療課 　小児初期救急センターの運営に必要な職員諸手当を補助することにより、地域の小児救急体
制を確保し、子育て世代の家族の安心安全の確保を図る。 3,852 44

5 5-①-6 不妊症・不育症支援ネットワーク
事業 継続 子育て支援課

　福島県立医科大学が設置する「生殖医療センター」における不妊治療体制の充実を図るととも
に、同センター内に「不妊専門相談センター」を設置し、不妊や不育症で悩む夫婦等の相談に専
門医等が対応できる体制を整備し、安心して子どもを生み、育てられる環境づくりを推進する。

92,933 45

6 5-①-19 不妊治療支援事業 一部
新規 子育て支援課 　令和4年4月から治療の一部が保険適用となった特定不妊治療について、保険適用外となる

治療及び不妊検査に要する費用の一部を助成する。 188,295 46

7 5-①-20 妊産婦等支援事業 継続 子育て支援課
　女性特有の健康に関する相談に対応する専用電話（女性のミカタサポートコール）を設置し、
不妊や不育症、妊娠、出産、思春期、更年期などの様々な相談に対応するとともに、支援が必
要な妊産婦について、医療機関と市町村等関係機関との連絡体制の整備を図る。

1,452 47

8 5-①-23 市町村妊娠出産包括支援推進
事業

一部
新規 子育て支援課

　市町村が「子ども家庭センター」を設置し、妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない体制を整
備できるよう、連絡調整会議や研修・アドバイザー派遣等を実施する。また、伴走型相談支援及
び経済的支援を実施する市町村に対する支援を行う。

1,328,935 48

9 5-①-21 産前・産後支援事業 継続 子育て支援課
　安心して子どもを産み育てる環境を整備するため、妊婦や乳幼児を持つ保護者を対象に、子
育てや健康、母乳等に関して、保健師や助産師による相談体制を充実させ、不安解消に努め
る。また、市町村の保健師や医療従事者に対して研修を実施し、相談対応の充実を図る。

29,529 49



No. 重点
番号 事　　業　　名 区分 担当部局

担当課 事　業　概　要 事業費
(単位：千円) 頁

10 5-①-22 家庭訪問型子育て支援事業 継続 子育て支援課 　家庭訪問型の子育て支援を実施する団体の設立に向けた支援を行うため、ホームスタートに携
わる支援者を育成し、県内において子育てできる環境を整備する。 501 50

11 5-①-29 教育・保育施設整備事業（安
心こども基金） 継続 子育て支援課 　幼児期の教育･保育環境を整備するため、民間の認定こども園の整備を行う市町村に対して

支援する。【認定こども園の保育所機能部分】 744,794 51

12 5-①-32 認定こども園施設整備事業 継続 子育て支援課 　幼児期の教育･保育環境を整備するため、認定こども園の整備を行う市町村に対して支援す
る。【認定こども園の幼稚園機能部分】 14,651 52

13 5-①-33 保育対策総合支援事業 継続 子育て支援課

　地域の実情に応じた保育需要に対応するため、市町村が実施する保育人材の確保等に必要
な経費の一部を補助する。
　また、保育所等において医療的ケア児を受け入れる市町村に対し、看護師配置等の費用の一
部を補助する。

162,093 53

14 5-①-35 保育人材確保対策事業 継続 子育て支援課 　潜在保育士の再就職支援や保育所の潜在保育士活用支援等を行う「保育士・保育所支援
センター」を設置し、保育人材の確保を図る。 8,604 54

15 5-①-36 保育人材総合対策事業 一部
新規 子育て支援課 　県内の保育施設等における保育士の安定的な確保・定着を図るため、指定保育士養成施設

や保育関係団体、雇用関係機関と連携し、保育人材の総合的な対策を行う。 10,365 55

16 5-①-31 認可外保育施設運営支援事業 継続 子育て支援課 　認可外保育施設の保育環境や職員の質の向上を図るため、経費の補助や研修を行う。 4,340 56

17 5-①-30 保育所等安全対策推進事業 継続 子育て支援課 　保育所や認定こども園、認可外保育施設等における安全対策を推進するため、巡回指導や
研修を行うなど、事故の未然防止を図る。 8,887 57

18 5-①-34 保育の質の向上支援事業 一部
新規 子育て支援課

　保育所、認定こども園、地域型保育事業、放課後児童クラブ等の地域子ども・子育て支援事
業に従事する職員の資質向上、人材確保及び業務効率化並びに幼児教育・保育の質の向上
を図るため、各種研修等を実施する。

42,345 58



No. 重点
番号 事　　業　　名 区分 担当部局

担当課 事　業　概　要 事業費
(単位：千円) 頁

19 5-①-37 病児保育促進事業 一部
新規 子育て支援課 　県内の病児保育事業の実施促進を図るため、病児保育施設の広域利用及び施設整備を行

う市町村を支援する。 28,203 59

20 5-①-47 放課後児童クラブ施設整備事業 継続 子育て支援課 　児童受入の環境整備を進めるため、市町村等が行う放課後児童クラブの整備に係る費用の一
部を補助する。 56,671 60

21 5-①-32 ふくしま保育料支援事業 継続 子育て支援課 　保育所等に入所する第3子以降の3歳未満児にかかる保育料について、市町村が減免する額
の一部を支援する。 88,158 61

22 5-①-44 子どもの居場所づくり支援事業 一部
新規 こども・青少年政策課

　子どもの居場所の新規開設費用などを補助するとともに、子どもの居場所が継続的に活動する
ことができるよう活動基盤の強化を支援する。また、子どもの居場所が設置されていない空白地域
の解消及び充足率の向上を目的とした市町村担当者向けの研修会を開催する。

11,780 62

23 5-①-49 こども家庭センター設置促進事業 一部
新規 子育て支援課 　母子保健及び児童福祉の相談機関のより一層の連携強化を図るため、こども家庭センターの

整備費及び統括支援員の配置等に関する運営費の一部を補助する。 121,805 63

24 5-①-42 地域の子育て支援事業 継続 子育て支援課 　子ども・子育て支援新制度に基づく各市町村子ども・子育て支援計画に従い、市町村が実施
する事業を支援するために交付金を交付する。 2,926,665 64

25 5-①-51 児童相談所費行政経費 継続 児童家庭課 　児童相談所において、児童及び保護者に対する相談対応を行うほか、職員の資質向上に向
けた研修受講などを行う。 21,176 65

26 5-①-27 子どもの心のケア事業 継続 児童家庭課
　震災・原発事故により不安を抱える子どもの心を中長期的に見守っていくため、行政、医療、福
祉、教育等の関係機関が連携して「ふくしま子どもの心のケアセンター」を設置し、地域や学校等
を訪問して相談支援を行うほか、地域における支援体制の強化に取り組む。

145,326 66

27 5-①-55 医療的ケア児支援事業 継続 児童家庭課
　医療的なケアを必要とする児童及びその家族に対し、相談対応や情報提供、交流の場の提供
等を行う「医療的ケア児支援センター」を運営するとともに、地域において児童への支援の総合調
整を担うコーディネーターの養成等を行う。

10,398 67



No. 重点
番号 事　　業　　名 区分 担当部局

担当課 事　業　概　要 事業費
(単位：千円) 頁

28 5-①-53 こどもの夢を応援する事業 継続 こども・青少年政策課
児童家庭課

　子どもたちの将来が生まれ育った環境によって左右されることのないよう、様々な支援制度を活
用してもらうための取組や、社会的養護を必要とする児童の自立に向けた支援を行う。 28,543 68

29 5-①-54 母子家庭等自立支援総合対策
事業 継続 児童家庭課

　ひとり親家庭の自立促進を図るため、就業相談、求人情報の提供、就職に有利な資格取得
の支援等を行うとともに、生活一般の相談支援や講習会・交流会を実施する。また、ひとり親家
庭の子どもに学習支援等を行う市町村に対して補助金を交付する。

44,922 69

30 5-③-5 福島県子どもの学習支援事業 継続 社会福祉課
　貧困の世代間連鎖の解消を目指すため、生活困窮者等の世帯の小学生・中学生及び高校
生を対象に高校進学支援及び高校中退防止の取組等や、子どもの環境・生活改善等の生活
支援を行う。

23,419 70

31 5-①-41 地域で支える子育て推進事業 継続 こども・青少年政策課 　地域全体で子育てを支援する機運の一層の向上を図るため、民間団体が行う地域の子育て
支援等の取組や市町村の創意工夫により実施する子育て支援の事業に対して補助を行う。 8,998 71

32 5-①-4 ヤングケアラー支援体制強化事業 一部
新規 児童家庭課

　ヤングケアラー（家族の世話等を担う子ども）の早期発見と早期支援のため、関係機関（職
員）への研修、関係機関相互の円滑な調整を担うコーディネーターの配置、児童等への周知啓
発、ヤングケアラーのためのSNS相談窓口の設置等を行う。

21,658 72

33 5-①-40 子育て応援パスポート事業 継続 こども・青少年政策課
　子育てしやすい県づくりの気運を盛り上げるため、県、市町村、企業及び県民が一体となって子
育てを応援する仕組みとして、協賛企業が自ら創意工夫し、特性を活かした子育て支援サービス
が受けられるパスポートを、子育て家庭に対し交付する。

1,882 73

34 5-①-38 地域の寺子屋推進事業 継続 こども・青少年政策課 　社会全体で子育てを支援するため、昔ながらの遊びや伝統を子どもたちに伝える「地域の寺子
屋」を県内各地に拡大し、本県の復興を担う子どもたちを社会全体で育てる。 3,257 74

35 5-①-28 児童福祉施設等給食体制整備
事業 継続 こども・青少年政策課 　児童福祉施設等の給食用食材に対する保護者等の不安を軽減し、給食に関してより一層の

安全・安心を確保するため、児童福祉施設等の給食の検査体制の整備を図る。 153,655 75

36 5-①-39 チャレンジふくしま豊かな遊び創造
事業 継続 こども・青少年政策課

　屋内遊び場の整備及び運営に要する費用について市町村に補助することで、子どもたちの体を
動かす機会を確保する。併せて、外遊びの環境が改善してきていることから、外遊びの場所の確
保や自然体験活動の普及、体を動かすイベントの実施などにより、福島の未来を担う子どもたちの
健やかな成長を促す。

283,736 76



No. 重点
番号 事　　業　　名 区分 担当部局

担当課 事　業　概　要 事業費
(単位：千円) 頁

37 5-①-24 被災した子どもの健康・生活対策
等総合支援事業 継続 こども・青少年政策課

子育て支援課

　子育て世帯を訪問し、生活・育児の相談に対応するとともに、復興公営住宅等に住んでいる子
どもが安心して過ごすことができる環境づくりを行う。また、子どもの運動機会を確保するために開
催するイベントや被災児童に対する心身の健康に関する相談・援助等を行う市町村へ補助を行
う。

98,500 77

38 5-①-25 子どもの医療費助成事業 継続 児童家庭課 　県内で安心して子どもを生み、育てやすい環境づくりを進めるため、市町村が行う子ども医療費
助成事業に対して補助金を交付する。 4,199,061 78

39 5-①-43 青少年会館運営費補助事業 継続 こども・青少年政策課
　本県における青少年健全育成の中核を担う福島県青少年会館の円滑な運営を図るため、
（公財）福島県青少年育成・男女共生推進機構に対し、運営費及び施設修繕費用の一部
を補助する。

35,066 79

40 3-④-28 ひきこもり対策推進事業 一部
新規 こども・青少年政策課

　ひきこもり本人やその家族の一次相談窓口として「ひきこもり相談支援センター」を運営する。ま
た、各保健福祉事務所において、ひきこもり家族教室や公開講座を開催する。さらに、地域連携
による居場所の掘り起こし、ひきこもりサポーターの養成を目的とした研修会を開催する。

27,440 80

41 5-①-46 こどもを守る情報モラル向上支援
事業 継続 こども・青少年政策課 　家庭や学校での子どものインターネット利用に関する基礎知識の習得度合いと利用状況を把握

し、その向上と改善を図る支援システム「ふくしま情報モラル診断」を運用する。 3,960 81

42 5-①-45 地域の課題に挑もう！こども・若
者育成事業 新規 こども・青少年政策課

　将来の地域の担い手となる中学生及び高校生を対象として、こども・若者に関する社会課題を
テーマにプロジェクト型の探求学習を行い、生徒の多様な能力・可能性を伸ばし、地域で活躍し
ていく強い動機付けとするとともに、こどもの意見表明の機会の確保・こどもの意見の尊重に繋げる
ことを目指す。

3,017 82



４　いきいき暮らせる地域共生社会の推進
No. 重点

番号 事　　業　　名 区分 担当部局
担当課 事　業　概　要 事業費

(単位：千円) 頁

1 2-④-9 地域共生社会構築支援事業 継続 社会福祉課 　誰もが生き生きと暮らせる地域共生社会の実現に向けた地域づくり強化のため、市町村支援
及び人材育成に取り組む。 9,595 83

2 3-④-8 日常生活自立支援事業 継続 社会福祉課 　認知症や精神障がい等により日常生活を営むのに支障がある者に対し、金銭管理などの援助
を行い自立を支援する。 69,204 84

3 3-①-16 避難者見守り活動支援事業 継続 社会福祉課 　東日本大震災の被災地及び被災地からの避難者を受け入れている地域において、生活支援
相談員を配置するなど、被災者の見守り・相談支援、孤立防止のための支援等を行う。 686,813 85

4 1-①-6 高齢者等見守りネットワークづくり
支援事業 継続 高齢福祉課

　避難指示解除区域内において、高齢者等が安心して健康に暮らせるよう、総合相談、地域交
流サロン、デイサービス等の介護支援サービスを提供する高齢者等サポート拠点の設置・運営に
ついて支援する。

162,881 86

5 3-④-11 被災者の心のケア事業 継続 障がい福祉課
　東日本大震災及び東京電力福島第一原子力発電所事故により高いストレス状態にある県民
及びその支援者に対する心のケアの拠点として、心のケアセンターを県内各方部に設置し、訪問
活動や支援者への研修会等を実施する。

600,536 87

6 3-④-13 自殺対策緊急強化事業 継続 障がい福祉課

　自殺対策のため、テレビCM等による普及啓発や、市町村が行う人材育成・自殺対策事業へ
の支援、民間団体が行う事業への補助、自殺対策推進センターの運営、新型コロナウイルス感
染症に係る自殺対策、ＳＮＳ等を活用した相談対応及びハローワーク及び商業施設等を会場
に行う相談会などを実施する。

96,454 88

7 3-④-9 被災地介護サービス提供体制再
構築支援事業 継続 社会福祉課

高齢福祉課

　避難指示解除区域の介護施設等に就労を予定している方への就職準備金等の貸付や県内
外の介護施設からの介護職員の応援による人材確保を行うとともに、介護施設等の経営強化
等を支援することで、長期避難者の早期帰還を促進する。

249,242 89

8 3-①-3 介護のしごと魅力発信事業 新規 社会福祉課

　若者やその保護者に対し、これまでの介護職に抱く「つらい」「きつい」といったイメージを脱却させ
て、介護職に対するイメージアップを図ることにより、やりがいのある職業として認識し、介護福祉士
養成校への進学・介護職として就職とつながることで、県内の介護職員数の確保と質の向上を図
る。

27,527 90

9 3-①-17 福祉・介護人材プロジェクト（イ
メージアップ事業）

一部
新規 社会福祉課 　介護の職場見学会や仕事説明会等を行うほか、市町村等と連携した介護職のパネル展の開

催などにより、福祉・介護職のイメージアップを図る。 26,038 91



No. 重点
番号 事　　業　　名 区分 担当部局

担当課 事　業　概　要 事業費
(単位：千円) 頁

10 3-①-18 福祉・介護人材プロジェクト（マッ
チング事業） 継続 社会福祉課 　介護の就職フェアの開催やハローワークでの出前相談事業、求職者セミナーなどを行い、介護事

業者等と求職者のマッチングを図る。 48,533 92

11 3-①-19 福祉・介護人材プロジェクト（人
材確保事業） 継続 社会福祉課 　福祉・介護人材の確保を図るため、介護に関する入門的研修、外国人留学生への支援、福

祉の将来を担う若者の人材育成や介護助手導入支援など、様々な事業を総合的に展開する。 66,730 93

12 3-①-20 福祉・介護人材プロジェクト（人
材育成事業） 継続 社会福祉課

　学生向け介護職員初任者研修資格取得のための研修や、就労後３年未満の介護職員に対
する実践的な介護技術や身体負担の軽減につながる研修などを行い、福祉・介護人材の育成
を図る。

45,713 94

13 3-①-21 福祉・介護人材プロジェクト（人
材定着事業） 継続 社会福祉課 　キャリアパス制度や新規採用職員支援のための研修等を開催するとともに、優秀な職員を表彰

する「キラリふくしま介護賞」などを行い、福祉・介護人材の定着を図る。 22,492 95

14 7-①-3 ICT等を活用した介護現場生産
性向上支援事業

一部
新規 高齢福祉課

　少子高齢化の進行に伴う要介護者の増加や労働人口の減少、新型コロナウイルス感染症の
影響により、介護施設での人材不足に拍車がかかっている。介護職員の負担軽減や離職防止、
定着促進を図るため、県内介護事業所に対して介護ロボットやICTを普及促進し、介護現場の
生産性向上を目指す。

277,249 96

15 7-①-25 農福連携体制強化事業 継続 障がい福祉課
　農業分野での障がい者の就労に対する農業サイドにおける認知度向上を図り、障がい者の活
躍の場を創出し、障がい者の職域と収入を拡大するため、農福連携の特色を生かした障がい者
施設商品の付加価値向上を図る。

4,991 97

16 3-④-12 精神障がい者アウトリーチ推進事
業 継続 障がい福祉課

　居宅生活を行っている精神障がい者のうち、未受診や受療中断等、自らの意思により受診でき
ない者で日常生活上の危機が生じている者に対して、多職種チームを配置し危機介入包括支
援を行うことにより、地域生活継続のための支援を行う。

66,543 98

17 3-①-22 広域的支援事業 継続 障がい福祉課

　障害者総合支援法では、障がい者に対する一般的な相談支援事業は市町村、広域的・専
門的相談支援や地域における相談支援体制整備のための広域的支援は県の役割と位置づけ
られていることから、県自立支援協議会の活動を通じて市町村単位を超えた広域的支援を実施
する。

2,445 99

18 3-④-10 精神科病院入院患者地域移行
マッチング事業 継続 障がい福祉課

　震災の影響により、県内外の医療機関に転院を余儀なくされた入院患者の本県への帰還、地
域移行を促進するため、転退院調整コーディネーターを配置し、患者の意向確認、症状等を踏ま
えた転退院調整を行う。また、県内外避難転院先医療機関に対し、毎年度７月末時点におけ
る患者の状況等について調査を行う。

6,893 100



No. 重点
番号 事　　業　　名 区分 担当部局

担当課 事　業　概　要 事業費
(単位：千円)

19 3-①-23 精神科救急医療システム整備事
業

一部
新規 障がい福祉課

　夜間･休日において、病状の急変等により緊急に精神医療を必要とする者の適切な医療を確
保するため、地域の実情に応じて診療応需体制をシステム化することによって、精神疾患の再発
防止や地域生活支援を図る｡また、身体症状で搬送された患者が精神症状を併発した場合に
備え、診療体制の整備を図る。

95,255 101

20 5-③-6 障がい者の社会参加促進事業 継続 障がい福祉課

　障がい者芸術文化活動の推進、共生サポーターの養成、民間活動への支援、普及啓発活動
の推進に取り組み理解を深めることで、障がいのある方が社会参加しやすい機運の醸成を図ると
ともに、芸術文化活動の推進を通して障がいのある方の活躍を促進し障がいのある方がいきいき
と暮らせる社会の実現を目指す。

15,521 102

21 5-①-48 配偶者暴力相談支援センターネッ
トワーク事業

一部
新規 児童家庭課

　配偶者暴力相談支援センターに指定した保健福祉事務所で、配偶者等からの暴力の防止及
び被害者の保護のため、相談対応や関係機関との連絡調整等を行う。
　また、困難な問題を抱える女性への支援に係る基本計画の策定や、民間団体の支援強化を
推進する。

20,070 103

22 5-①-52 こどもの見守り・自立応援事業 継続 児童家庭課 　児童虐待の予防及び早期発見に向けて、SNSによる相談対応を行うほか、里親等から自立す
る子どもが安心して社会に巣立つことができるよう、相談体制の充実・強化等を図る。 93,605 104

23 5-①-50 虐待から子どもを守る総合対策推
進事業 継続 児童家庭課 　児童虐待の未然防止及び迅速かつ適切な対応に向けて、関係機関の連携強化、児童相談

所職員の専門性向上、市町村における相談体制強化への支援などを行う。 30,217 105



５　誰もが安全で安心できる生活の確保
No. 重点

番号 事　　業　　名 区分 担当部局
担当課 事　業　概　要 事業費

(単位：千円)

1 3-①-25 水道事業基盤強化・広域連携
推進事業

一部
新規 食品生活衛生課

　本県の水道の方向性を示した福島県水道ビジョン、広域化の推進方針・これに基づく当面の具
体的取組を示した福島県広域化推進プランに基づき、市町村等の水道事業の支援を行い、水
道事業の基盤強化・広域連携を促進する。

3,282 106

2 3-③-16 水道水質安全確保事業 継続 食品生活衛生課 　飲料水の安全性を確保するため、水道水及び飲用井戸水の放射性物質モニタリング検査を実
施する。 13,278 107

3 3-①-5 福島県産加工食品の安全・安心
の確保事業

一部
新規 食品生活衛生課

　ふくしまHACCPアプリを用いた導入研修会を県内各地で開催し、食品事業者のHACCP導入
の支援を図る。また、これまでに県が実施した食品中の放射性物質検査の統計解析結果を県内
外の消費者にわかりやすく周知する。

17,109 108

4 3-③-17 食品中の放射性物質対策事業 継続 食品生活衛生課

　飲料水及び加工食品の放射性物質検査に必要な人員を確保するとともに、県産農林水産物
等を原材料とする加工食品の検査を実施し、その結果を速やかに公表する。また、県産加工食
品の輸出を回復・促進するため、県内事業者を対象に輸出に際して障害となるHACCP等への
対応経費を補助する。

61,608 109

5 3-①-24 飲食店等の新型コロナウイルス感
染防止対策事業 継続 食品生活衛生課

　適切な感染防止対策が実施されていることが確認された飲食店等を県が認定する「ふくしま感
染防止対策認定店」制度を継続して運用するため、現地調査体制を確保するとともに、ポータル
サイトで認定店及び本制度の情報発信を行う。

106,322 110

6 3-⑥-4 社会福祉施設危機対応強化支
援事業+C22 新規 高齢福祉課

障がい福祉課

　大規模災害発生時においても社会福祉施設が利用者に必要なサービスを継続的に提供でき
るよう、被災施設への職員派遣等について定めた施設間相互応援協定等の全県的な体制整
備に向けた取組を行う。

6,000 111

7 3-⑥-11 災害時健康危機管理体制整備
事業 継続 保健福祉総務課

　大規模災害時において、被災地の保健医療の指揮調整機能を応援し、防ぎ得た死、二次的
健康被害の最小化を図ることを目的とした、災害時健康危機管理支援チーム（DHEAT）を設
置し、大規模災害時に対応できるよう体制を強化する。

1,739 112

8 3-⑥-12 広域災害福祉支援ネットワーク構
築支援事業 継続 社会福祉課

　大規模災害発生時において、要配慮者への福祉的支援を行うため、福島県広域災害福祉支
援ネットワーク協議会を設置し、福祉・介護関連団体等との福祉支援ネットワークを構築する。ま
た、「災害派遣福祉チーム」を養成し、災害時における要配慮者への支援体制を整備する。

3,362 113



健康づくり推進課２７０,９３４千円
（R4 361,051千円）

事業イメージ事業内容

１-１ （一部新）健康長寿ふくしま推進事業
重点番号 5－②－2

背景・目的・概要

震災等以降、県民の生活習慣が大きく変化した影響から、各種健康指標が悪化しているため、
健康指標の回復と、さらには健康長寿県の実現に向け、各種取組を実施する。

＜ふくしま【健】民パスポート事業 ２８，６２７千円＞
・インセンティブを付与する仕組みを取り入れたふくしま健民アプリの管理運営。
・市町村と連携したふくしま健民パスポート事業の実施。
＜福島県版健康データベース事業 １９，２８６千円＞
・各市町村や各医療保険者等がそれぞれ保持していた健診や医療、介護等の各種データを
集約（ＦＤＢ）し、年次毎に更新を行う。
＜ふくしま健康情報ステーション事業 １１０，８１９千円＞
・ＦＤＢデータを活用し、健康データの見える化を行い、効果的な健康情報を発信する。
・県や市町村に向け、効果的な健康増進対策等への助言や支援、調査を行う。等
＜「ふくしま健民」プロジェクト事業 ３３，９４５千円＞
・健民プロジェクト大使やメディアを活用した各種普及啓発の実施。
＜糖尿病重症化予防・慢性腎臓病（CKD）対策事業 ６，７１０千円＞
・かかりつけ医等に対して糖尿病治療に関する研修を実施し、関係者の連携強化を図ると
ともに、重症化を予防するための体制を構築する。
＜被災地域の健康課題解決支援事業 ３４，３５４千円＞
・FDBデータ等を活用し、被災した自治体の健康増進・改善を図る。
＜県民健康リテラシー推進事業 ４，９５０千円＞
・主に働き盛り世代の健康課題に対応した健康教育動画コンテンツの整備。
＜（新）ふくしま健康経営サポート事業 ３２，２４３千円＞
・事業所向けの健康づくり支援（企業提案健康支援パッケージ等）の実施。
・健康経営の普及啓発及び優良事業所の認定と表彰。
・東京大学の健康経営プログラム（試行）を活用した企業支援。

福島県版健康データ
ベース事業

ふくしま健康情報
ステーション事業

ふくしま【健】民パスポート事業

「ふくしま健民」プロジェクト事業

糖尿病重症化予防・慢性腎臓病（CKD）対策事業

被災地域の健康課題解決支援事業

活用

助言・支援・調査

健康関連データの分析・見える化

各種普及啓発・健康づくり支援

県民健康リテラシー推進事業

ふくしま健康経営サポート事業
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重点番号５－②－３

１-２（新）ふくしまメタボ改善チャレンジ事業
９９,６５４千円

（Ｒ４ ０千円）

事業内容福島県の現状

≪福島県民の健康指標の現状≫
東日本大震災以降、県民の健康指標は大きく悪化したが、現在もメタボ該当者の

割合は全国ワースト４位、急性心筋梗塞死亡率は全国ワースト１位、肥満傾向児の
子どもの割合がすべての年齢(5～17歳)で全国平均を上回る等、悪い状態が続いて
いる。

≪「第２次健康ふくしま２１計画」の最終評価を令和４年度中に実施≫
計画の最終評価値において、健康寿命の延伸は目標を達成したものの、特にメタ

ボ、肥満該当者の割合等は改善が見られず、早急に効果的な対策を講ずる必要があ
る。 ５，０００人

参加目標数

【事業目的】
市町村やスーパー・事業所等と連携し、オールふくしまで県民の健康行動の実践を促す参

加・体験型のチャレンジ事業を実施し、県民のメタボ、肥満該当者の割合の改善を目指す。

１ 測って目指そう適正体重キャンペーン

全県民を対象に、ふくしま健民アプリの体重記録機能を使って毎日体重を
記録して習慣化するキャンペーンを開催する。

２ おいしく健康的な食環境づくり推進事業

(1)みんなで実践！「ベジ・ファースト」推進事業
ベジ・ファースト推進の普及啓発、協力店の登録・管理。

(2)スーパー等における食環境づくりモデル事業

スーパー等における塩分やエネルギー等に配慮した惣菜の開発・販売、ベジ
・ファーストの食行動を促す取組等、県民が健康行動を実践しやすい食環境整
備を推進する。

３ 大規模事業所と連携したメタボ改善モデル事業
事業所給食と運動の両面から健康課題の改善に取り組む事業実施を支援する。

４ 市町村健康づくり強化支援事業
(1)市町村健康づくり対策に関する地域懇談会

６保健福祉事務所単位に、市町村、県、健康増進センター等の関係者が集まり、
FDBデータを基に効果的な取組について意見交換する。

(2)市町村先駆的民間プログラム活用事業
市町村における民間企業のノウハウを活用した効果的な事業実施を支援する。

指標
計画
策定時

目標値
最終
評価値

総合計画
目標値

メタボ・予備群
該当者

28.8%
(H20)

21%
（R4）

31.2%
(R1)

21%
（R12）

肥満者の割合
（男性）

33.2%
(H22)

27%
（R4）

38.8%
(R1)

－

肥満者の割合
（女性）

23.4%
(H22)

20%
（R4）

26.2%
(R1)

－

新規登録目標

＋１００店舗

実施目標数

＋１００店舗

参加目標数
3事業所
６００人

実施目標数

２５市町村

実施目標数

６地域
〈参考〉健康寿命については、男女ともに目標を達成している。

目標値（R4) 最終評価値（R1)
男性 71.74年 72.28年
女性 75.32年 75.37年

健康づくり推進課
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全国に誇る健康長寿県の実現

◆ 各専門分野の38団体が共働して地域
と職域が連携した健康づくりの取組を
企画・実践・評価

＜地域・職域連携推進部会＞
・保健事業の情報交換・支援
・健康データの分析・評価
・健康課題の共有・対策検討

県･市町村･保健団体等による取組 企業・事業所等による取組

内容：各種保健サービス活動及び各健康づくり事業の推進強化

＜県事業例＞健康長寿ふくしま推進事業、ふくしま食の基本推進事業
被災者健康サポート事業
その他食・運動・社会参加を柱にした各健康づくり事業

内容：企業の健康経営による働く世代とその家族への健康増進
＜県事業例＞「元気で働く職場」応援事業

ふくしま健康経営優良事業所認定・表彰
空気のきれいな施設・車両認証制度

＜健康ふくしま２１評価検討会＞
・健康ふくしま21計画の評価検討
・健康ふくしま21計画の見直し検討

効果：県民の健康寿命の延伸と健康格差の縮小 効果：働く世代及びその家族の健康寿命の延伸と健康格差の縮小

連動

連携

地域保健の取組

健康長寿ふくしま会議

職域保健の取組

連動

＜健康経営推進部会＞
・健康経営の普及啓発
・健康経営優良事業所認定・表彰
・健康経営の取組支援

健康長寿ふくしま推進体制等強化事業

知事をトップとし関係団体代表者で構成する新たな推進体制

＜下部組織＞

啓発啓発

トップセミナー

健康づくり推進課
重点番号 ５－②－11

１ー３ 健康長寿ふくしま推進体制等強化事業
７,６８９千円

（R4 7,689千円）
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１－４ 被災者健康サポート事業
健康づくり推進課１７２,３０８千円

（R４ １７３,９３１千円）

事業内容

背景・目的

事業概要

東日本大震災及び東京電力福島第一原子力発電所の事故により被災し、仮設・借上げ住宅や復興公営住宅等において生活している被災者等を対象に、
健康状態悪化予防や健康不安の解消等を図るための健康支援活動を行うとともに、それらを実現、継続させるための市町村の実施体制を整備すること
を目的とする。

（１）健康支援ネットワーク推進事業 ………………１１,８３３千円
被災者は県内外広域にわたり避難していることから、被災者の現状や保健

事業・サービス等について被災市町村・避難先市町村・関係機関と情報共有・
調整を図る。

・被災者健康支援活動ネットワーク会議
・被災者健康支援活動連絡会
・被災市町村の健康支援活動調整・被災者健康支援活動

（２）復興期における被災市町村の健康支援活動整備事業…１,０４６千円
被災市町村自らが必要な保健事業を住民に提供できる体制の構築を目指し、

県庁内各課、保健福祉事務所等が体制を検討し支援する。

重点番号３－②－８

（３）仮設・借上住宅における保健活動支援事業………１６,１３０千円
復興公営住宅や自宅再建などに移行する被災者が多い中、高齢者や経済面等様々

な理由で仮設・借上げ住宅での生活を続けている被災者に対する健康支援を継続して
実施するため、被災市町村の専門職人材確保や保健事業について支援する。

・市町村保健医療専門職雇用支援事業
・市町村被災地健康支援事業
・市町村被災した子どもの健康等総合支援事業

（４）復興公営住宅等における保健活動支援事業……１４３,２９９千円
復興公営住宅等での新たなコミュニティや生活状況の変動に伴う多様な課題を抱える
避難者への対応・支援を実施する。また、生活習慣病予防及び重症化予防の個別支援
を継続して実施する。

・県機関による保健医療専門職活用による市町村健康支援事業
・復興公営住宅等での健康支援体制整備事業
・被災市町村健康推進事業
・県外避難者健診体制整備事業
・被災市町村におけるナッジ理論に基づく健康支援体制整備事業
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3,640,876千円（R4 3,780,496千円）
130,747千円（R4 174,976千円）

１‐５ 県民健康調査事業
１‐６ 県民健康調査支援事業

重点番号３－④－１５
重点番号３－④－１６

県民健康調査（全県民対象）

基本調査

健康状態を把握

対象者：震災時概ね18歳以下の全県民
内 容：甲状腺超音波検査

甲状腺検査

対象者：避難区域等以外の住民
内 容：一般健診項目

「既存健診対象外の県民に対する健康診査」の実施

対象者：避難区域等の住民
内 容：一般健診項目＋白血球分画等

詳細調査

データベース

継続して管理

フォロー

・ホールボディカウンター

・個人線量計（補助金交付）

線量を把握（基礎データ）

健康診査（既存の健診を活用）

相談・支援

妊産婦に関する調査 (調査回答者に対するフォローアップ調査(質問紙調査))

こころの健康度・生活習慣に関する調査（避難区域等の住民へ質問紙調査）

・甲状腺検査機器整備補助
対象：県内の医療機関

1－5

☆健康調査や検査の結果を
個々人が記録・保管

☆放射線に関する知識の普及

県民健康管理ファイル
職場での健診や市町村が行う住民健診、
がん検診等を定期的に受診することが、
疾病の早期発見・早期治療につながる。

◆県民の長期にわたる健康管理と治療に活用
◆健康管理をとおして得られた知見を次世代
に活用

データベース

対象者：平成23年3月11日時点での県内居住者
方 法：自記式質問票
内 容：３月11日以降の行動記録

（被ばく線量の推計評価）

県民健康調査課

1－6

基本調査
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重点番号３－④－14
１－７（一部新）たばこの健康影響対策事業

健康づくり推進課2,800千円
（R4   2,800千円）

事業イメージ事業内容
背景・目的・概要

事業内容

たばこは、肺がんを始めとするがんや虚血性心疾患などの循環器疾患、糖尿病等の生
活習慣病につながる最大のリスク因子であり、さらに、受動喫煙のような短期間かつ少
量の取り込みによっても様々な健康被害が生じるとされている。
このため、たばこ対策は総合計画に掲げる「全国に誇れる健康長寿県」を目指す上で

必要不可欠な施策であり、健康寿命の延伸に寄与することを目的として県民への喫煙対
策と受動喫煙防止対策を推進していく。

１ 禁煙対策啓発事業･･････････････････……… ６９４千円
・世界禁煙デー・禁煙週間における啓発活動

２ ふくしまイエローグリーンリボン事業……… １，９４６千円
・たばこ川柳コンテスト
・イエローグリーンリボン検定

３ 空気のきれいな施設・車両認証事業………… ７１千円
・認証施設・車両へのステッカー交付

４ 受動喫煙防止相談指導…………………………８９千円
・喫煙室等の設置運用等の指導
・健康増進法義務違反時の指導等
・公共施設受動喫煙防止状況調査

※イエローグリーンリボンの普及啓発を効果的に実施するため、前年度まで実施してい
た「家庭における受動喫煙防止事業」は「ふくしまイエローグリーンリボン事業」に統
合した。

喫煙対策 受動喫煙対策

改正健康増進法（R2.4.1全面施行）
・受動喫煙対策の強化

ふくしま受動喫煙防止条例(R3.4.1施行)
・家庭や車両など法の規制対象外への
受動喫煙対策の推進

受動喫煙を生まな
い社会を目指す

健康長寿の実現

・喫煙者に対しての禁煙に
向けた働きかけ
・非喫煙者へのたばこによ
る健康影響の普及啓発

県民の喫煙に対す
る意識改革

１禁煙対策啓発事業 ４受動喫煙防
止相談・指導

３空気のきれい
な施設・車両認
証事業

２ふくしまイエロー
グリーンリボン事業

課題

本県の喫煙率は、全国平均と比較して高い数値で推移しており、喫煙率21.9％（2019年
国民健康基礎調査）と全国ワースト３位となっている。（全国平均18.3％）
男女別にみても、男性はワースト5位（33.8％（全国28.8％））、女性はワースト4位

（10.8%（全国8.8％））と男女ともに高い割合を占めており、健康長寿県を目指す上で、
県民の喫煙率の低下が求められる。

- 6 -



重点番号５-②-９

１-８ 子どものむし歯緊急対策事業
健康づくり推進課６,９１３千円

（R４ ２１,７７５千円）

事業イメージ事業内容

背景・目的・概要
東日本大震災以降、長期の避難生活による生活環境の変化により、県民の

生活習慣が大きく変化したことから、メタボ該当率をはじめ、子どもの肥満
やむし歯の増加など健康への悪影響が顕在化している。

そのため、安全で高い効果が得られるフッ化物洗口事業を実施し、口腔衛
生の切り口から子供たちの健康を促し、県民の健康回復を図る。

事業内容
子どものむし歯予防のため、市町村において保育園や幼稚園等就学前施設、

小学校においてフッ化物洗口が実施できるよう体制整備を図るとともに、市
町村が実施するフッ化物洗口事業の内、新規施設に対して補助を行う。
１ フッ化物による子どものむし歯予防対策検討会及び意見交換会の開催

検討会では、地域の歯科保健に関する課題や対策（フッ化物洗口実施体
制）等を検討する。
事業未実施市町村には個別の意見交換会を実施し、実施に向けた支援を
行う。

２ フッ化物による子どものむし歯予防研修会の開催
むし歯予防及びフッ化物洗口に関する研修会を開催する。

３ フッ化物洗口実施にかかる経費の補助事業
フッ化物洗口を推進するため、市町村が実施するフッ化物洗口事業の内、
新規施設に対して補助金を交付する。(対象：就学前施設、小学校）

４ 歯科保健事業における感染予防の普及啓発
新型コロナ影響下においても、フッ化物洗口が継続実施できるよう、歯
科保健に係る感染予防対策について啓発資材を配布することにより普及
啓発を図る。

【現状とこれまでの取り組み】
〈乳幼児〉
＊歯科保健指導
＊栄養指導
＊フッ化物歯面塗布

市町村実施率(R2)：54.2%

〈学齢期〉
＊昼食後の歯磨き（R2）

小学校：90.3% 中学校：78.1%
＊フッ化物洗口

市町村実施率 H28：44.1%→R3：78.0%

将来、復興を支える子どもたちの健康の回復・増進

参考（6歳児むし歯有病者率） H22 63.4%(38位)→H26 65.5%(47位)→R2 46.7%(42位)
（12歳児むし歯有病者率）H22 59.2%(38位)→H26 46.2%(32位)→R2 38.2%(44位)

県
10/10補助

市町村

フッ化物による子どもの
むし歯予防対策
検討会・意見交換会

フッ化物による子どもの
むし歯予防対策研修会

フッ化物洗口実施に
かかる経費の補助

フッ化物洗口の普及

子どものむし歯の減少

歯科感染予防対策に関する
資材を活用した普及啓発
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１-９（一部新）がん対策推進事業
健康づくり推進課1９,２８９千円

（R4 19,195千円）

事業イメージ事業内容

重点番号５－②－５

背景・目的・概要

事業内容

「健康長寿 予防・早期発見推進事業（R元～R３）」において、がんを含む生活習慣病の予防・早
期発見にかかる事業を実施してきた結果、特定健診の受診率は増加傾向で推移している。（ H29年度
52.4％、H30年度53.8％、R元年度54.7％：厚生労働省 特定健康診査・特定保健指導に関するデー
タ）一方、がん検診受診率は５がん（胃・肺・大腸・乳・子宮）全てにおいて年々減少しており、が
んは本県における死因の第1位(24.9%)を占め、県民の約4人に1人ががんによって死亡している現状が
あることから、がん対策の取り組みを強化する必要がある。
総合計画に掲げる「全国に誇れる健康長寿県」を目指し、がんの死亡率を減少させるために、早期

発見・早期治療につながる精度の高いがん検診を実施し受診率を向上させることや、県民へのがんに
対する知識の普及が重要であることから、利用しやすく質の高いがん検診の体制整備と県民相互の検
診受診勧奨活動等を推進していく。

健康長寿の実現

２次予防

県民自身のセルフケアの推進と予防環境づくり
４（新）無関心層への行動変容大作戦
５大切な人を守る 学生「がん予防」メイト養成事業

１次予防

１ がん検診受診促進体制整備事業…………………… ５，２９７千円
・がん早期発見体制整備事業
・がん検診受診率向上精度管理支援事業

２ 県内避難者のがん検診機会拡大事業…………… ３，５６７千円
・県内避難者 がん検診（施設検診）実施のための連絡調整等

３ 企業連携健診・検診受診促進啓発事業…………………… ４５２千円
・企業連携による健診等受診促進啓発活動
・がん検診受診促進連携企業連絡会議

４ （新）無関心層への行動変容大作戦………… ９，６２６千円
・大切な人と一緒にがん検診キャンペーン事業
・乳がん普及啓発イベント

５ 大切な人を守る学生「がん予防」メイト養成事業………… ３４７千円

がん検診機会拡大による
受診率向上支援

１がん検診受診促進体制整備事業
２県内避難者がん検診機会拡大事
業

検診受診率向上
検診の質の維持向上支援

１がん検診受診促進体制整備事業

がん予防・
がん検診受診啓発活動

３企業連携健診・検診受診促進
啓発事業

４（新）無関心層への行動変容大
作戦
５大切な人を守る学生「がん予
防」メイト養成事業

がんの早期発見・早期治療

がんによる死亡率の減少

課題・強化ポイント
○課題
本県のがん検診受診率は総合計画の評価指標となっているが、目標値である胃・肺・大腸がん検診

受診率50%以上、乳・子宮がん検診受診率60%以上を下回っており、受診率向上のための取組を強化
する必要がある。
※R2年度受診率：胃がん(30.5％),肺がん(26.4％),大腸がん(25.2％),乳がん(40.9％),子宮頸がん(37.6％)

○強化ポイント
がん検診受診率の向上を目指し、市町村や企業等と連携して県民に対する普及啓発活動を強化する

とともに、がん対策担当者の研修会等を実施する。

- 8 -



重点番号５－①－１８

1-10 （一部新） がん患者支援事業
地域医療課２５,２０７千円

（Ｒ４ 14,882千円）

事業内容事業イメージ

１ アピアランスケア助成事業

２ 妊孕性温存治療費助成事業

３ オンラインセミナー開催委託事業

【目標】がん患者 一人ひとりの希望をかなえる。

「がんになっても困らない福島県」を目指す。

【背景】
生涯のうち約２人に１人ががんに罹患。
日本の年間新規罹患者数は100万人。その約３分の１が就労世代。
2009～2011年診断症例５年相対生存率６４.１％（男性62.0％、女性66.9％）
「完全に治ってからの復職」から「両立」へ。

が
ん
の
発
見

入
院

治
療

退
院

在
宅
療
養

社会復帰

復職
ＡＣＰの実践

緩和ケア研修会の受講
がんピアサロンの開設

アピアランスケア

がん・生殖医療ＮＷ支援、妊孕性温存治療

がん教育のほか、患者団体等の協力を得ながらがんの正しい知識を
得る機会を設ける。【オンラインセミナー開催】

補整具の購入費用の一部を補助し、経済的負担の軽減を図る、
【補助内容】①ウィッグ …20,000円 ②乳房補整具 …10,000円

小児・ＡＹＡ世代のがん患者が、希望を持ってがん治療に取り組めるよう、妊孕性
性温存治療費の一部を補助する。
【補助内容】
妊孕性温存療法 ①胚（受精卵）…350,000円 ④卵巣組織 …400,000円
（凍結保存） ②未受精卵子 …200,000円 ⑤精巣内精子採取術

③精子 … 25,000円 による精子 …350,000円
温存後生殖補助医療 ①胚（受精卵）…100,000円 ④卵巣組織 …300,000円

②未受精卵子 …250,000円
③精子 …300,000円

がんに対する正しい知識の普及・啓発をオンライン形式で実施する。

【ＡＣＰ（アドバンス・ケア・プランニング）】
自らが望む人生の最終段階における医療・療養について、

前もって考え、患者・家族と医療従事者等が繰り返し話し合い共有する取組。

ターミナルケア

４ 在宅ターミナルケア支援助成事業
介護保険が適用されない世代のがん患者の在宅サービス利用料の一部助成を実施す

る市町村に対し補助を行い、患者本人や家族の負担を軽減する。
【補助内容】①訪問介護 ②訪問入浴 ③福祉用具貸与 ④福祉用具購入

市町村に対し、上限54,000円を上限とし、１／２を補助する。
※本人負担１割以上とする。 ○ターミナルケア…終末期医療・終末期看護

終末期 看取り

５ （新）がん・生殖医療ネットワーク事業
行政やがん等診療施設と妊孕性温存療法実施医療施設における医療連携や情報連携

の推進及び患者に対する情報提供並びに意思決定支援体制の整備と質の向上を図ると
ともに、妊孕性温存を希望する患者が円滑に治療を受けられる体制を構築する。
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事業イメージ

ふくしま“食の基本”の「実践」

食行動の変容・栄養摂取状況の改善

生活習慣病の発症・重症化予防

保育
教育

県

農林
関係者

食品
関係企業

市町村

食育
応援企業

ボラン
ティア 健康

応援店

給食
施設

関係
団体

一体的に推進！

キャンペーン

体 制 整 備

食環境づくりネットワーク強化

事業内容

概 要
県民の栄養摂取状況の改善及び生活習慣病の発症・重症化予防のため、乳幼児期
から高齢期まで切れ目なく、ライフステージに応じた「ふくしま“食の基本”（主
食・主菜・副菜のそろったバランスのよい食事と減塩）」の普及啓発、推進体制の
整備、人材育成等を行う。

事業内容

２ ふくしま“食の基本”推進キャンペーン
・関係機関との連携による適正体重を維持するための食事バランスの普及啓発
の実施

・食生活改善推進員による普及啓発運動の展開
（委託先：福島県食生活改善推進連絡協議会）

３ 推進体制整備事業
・ふくしま“食の基本”の推進のため、検討会や研修会の実施
・ふくしま“食の基本”を推進する施設・団体等への管理栄養士等派遣による
支援の実施
（委託先：公益社団法人：福島県栄養士会）

１ 健康的な食環境づくりネットワーク強化事業
・県民が健康に配慮した食品を普段の食事に利活用しやすい環境をつくるため、
課題と方向性について共通認識を図り、食環境整備の推進体制を強化する。

・具体的には、健康に配慮した食環境づくりをテーマに、県内主要スーパー等
と県によるパネルディスカッション等を行い、開催後は、減塩や野菜摂取量
増加の取組を連携して進める。
（委託先：新聞社や広告代理店等）

本庁

本庁・保福

本庁・保福

ふくしま“食の基本”推進事業
重点番号５－②－10

健康づくり推進課１９,０９１千円
（R4 41,001千円）
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健康づくり推進課47,219千円
（ （Ｒ４ 47,682千円）

高齢者が主体となる介護予防と相互の生活支援を可能にし、健康で豊かな生活を送る
ことができるよう老人クラブに対し市町村が行う補助事業に県が補助する。
また、閉じこもりがちな被災市町村の高齢者が健康度測定会等の機会をとおして仲間

や地域とのつながりを持つきっかけを作るとともに、地域の担い手(リーダー)として活躍
できるシニア活動支援員を育成し、高齢者の生きがいづくりと社会参加の促進、老人ク
ラブの組織強化を図る。

○補助の内容
１ 単位老人クラブ助成費

単位老人クラブの数に基づく助成
１クラブあたり２，０００円×１２ヶ月

２ 市町村老人クラブ連合会活動促進費
各市町村老人クラブ連合会数及び会員数に基づく助成
１老連あたり１２５，０００円＋５０円×会員数

３ 市町村老人クラブ連合会が行う健康づくり等事業
各市町村老人クラブ連合会が行う健康づくり等の活動に対する助成
対象事業に係る必要経費

４ 被災地域シニア活動支援事業
シニア活動支援員養成に対する助成など

○補助先１～３：各市町村（中核市を除く）
※事業の実施主体は単位老人クラブ及び各市町村老人クラブ連合会
※執行機関は各保健福祉事務所

４：（公財）福島県老人クラブ連合会
○補助率１～３：国１／３ 県１／３ 市町村１／３

４：１０／１０ １５，６１９千円上限

事業イメージ事業内容

1-12  老人クラブ活動等社会活動促進事業
重点番号５－②－14

背景・目的・概要

事業内容

○老人クラブ活動の活性化
○高齢者の社会参加
○介護予防や生活援助活動の実施
→高齢者の健康で豊かな生活の実現

活
動

国（１／３補助）

県（１／３補助）
（健康づくり推進課→各保健福祉事務所）

市町村（１／３補助）

各
単位老人
クラブ

各市町村老人
クラブ連合会

補助金交付

県全体

公益財団法人福島県老
人クラブ連合会

双葉郡などの
被災市町村

国（全額補助）

県

被災市町村における
帰還高齢者（予定者を
含む）

活
動

補助金交付

活動の支援
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１-13 健康長寿に向けた介護予防推進事業
健康づくり推進課4,694千円

（R4 10,617千円）

健康長寿を実現するために、高齢者の社会参加、健康づくり(運動、栄養)、
生きがいづくり、地域コミュニティづくりを全県的に普及させる事業を行
う。

１ ニュースポーツによる高齢者の健康づくり支援事業
誰もが気軽に取り組み、楽しむことができるニュースポーツにより､

高齢者に運動習慣を定着させるとともに､社会参加の機会を増やし、
高齢者の健康づくり、生きがいづくり、地域コミュニティづくりを
促進し、介護予防につなげる。
・補助先 ：（公財）福島県老人クラブ連合会
・補助対象活動：ニュースポーツを通じた健康づくり活動

２ 高齢者の“食”応援（食育推進）事業
介護に従事する（予定も含む）元気な高齢者を対象として、高齢者

に必要とされている食の知識や技術を身につける機会を提供すること
により、高齢者の健康維持の一助とするとともに、元気高齢者に介護
の人材として地域や家庭で広く活躍する契機とする。
・委託先 ：事業実施が可能な事業者等
・実施内容：高齢者に対する食（栄養）関係講習会及び調理実習

事業イメージ事業内容

概要

事業内容

介護予防

食（栄養） 運動

社会参加

健康長寿ふくしまの実現

重点番号５－②－13
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１－14 地域包括ケアシステム構築支援事業
健康づくり推進課

事業イメージ事業内容

背景・目的・概要

高齢者が可能な限り住み慣れた地域で、その有する能
力に応じて自立した日常生活を営むことができるように、
市町村が地域の特性に応じた地域包括ケアシステムを構
築できるよう支援する。

市町村の地域包括ケアシステム構築を支援

高齢者が住み慣れた場所で安心して生活できる地域づくり

（１）地域包括ケアシステム深化・推進事業
・市町村の実施する体制整備や先駆的事業へ補助金を交付
・実施事業の意見交換会を通して市町村へ情報提供等を実施

（２）生活支援体制整備推進事業
・生活支援コーディネーターの養成研修(県社協委託）や、情報交
換会を開催

・アドバイザーを派遣し、市町村の取り組みへの個別支援を実施
（３）在宅医療・介護連携支援センター設置促進事業

・在宅医療・介護連携推進のため、県と町村、医師会、拠点候補団
体により協議し、在宅医療・介護連携支援センターの設置を促進

（４）被災地「地域包括ケアシステム」構築総合支援事業
・自治体担当者、事業所、専門職を対象とした研修を開催
・地域包括ケアシステム構築に長けた専門家による被災地の支援
・ICT活用や実証調査等に係る事業へ補助金を交付

（５）被災地「高齢者の自立支援・重度化対策事業」
・フレイル対策の住民向け啓発

（２）生活支援体制整備推進事業
（３）在宅医療・介護連携支援セ

ンター設置促進事業

（４）被災地｢地域包括ケアシス
テム」構築総合支援事業

(５）被災地「高齢者の自立
支援・重度化対策事業」

（１）地域包括ケアシステム深化・推進事業

重点番号５－②－５ １３８,２６８千円
（R4 159,694千円）
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（目的）
・地域包括ケアシステム構築の実現のために、介護保険法の理念である自立
支援に向けて、市町村における地域支援事業等が充実したものになるよう支
援する。
・市町村における高齢者の自立支援・重度化防止の取組を促進する。

（事業概要）
自立支援型地域ケア会議の定着・充実を支援するとともに、専門職派遣事

業を実施する。

ア 運営検討会
イ 自立支援型地域ケア会議基礎研修
ウ 運営アドバイザー研修
エ 介護予防ケアマネジメント研修
オ 意見交換会
カ 専門職派遣（運営アドバイザー、住民向
けセミナー等地域支援事業に関する専門職
を含む）

重点番号５－②－12

１-15  自立支援型地域ケア会議普及展開事業
７,３０９千円

（R４ ７,３１０千円）
健康づくり推進課

自立した生活の実現（生活の質(QOL)の向上）
自立支援・重度化防止の更なる推進

自立支援に資する
介護予防普及展開事業

運営検討会
意見交換会

自立支援に資する
介護予防の普及啓発

自立支援型地域ケア会議
の定着・充実

各種研修会 専門職派遣
事業
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１-１６（一部新）国保健康づくり推進事業
国民健康保険課

事業イメージ事業内容

１1８，２８２千円
（R4 38,102千円）

背景

重点番号５－②－１６

目的

事業概要

本県は、心疾患、脳血管疾患及び糖尿病による死亡率が高く、医療費においても
これらの疾病が全体の約３割を占めていることから、共通のリスクとなる高血圧、
脂質異常、メタボリックシンドローム等の早期発見・早期対策が急務となっている。

効果的・効率的な保健事業を推進することで、国保被保険者の健康の保持増進を
促し、健康長寿の延伸と医療費の適正化を図る。

上記目的の達成のため、以下の事業の実施により市町村を支援する。

１ 保健事業の推進に向けた支援事業
（１）特定健診・保健指導等人材育成事業

保健事業に従事する市町村の保健師等を対象に研修を実施する。
（２）ＩＣＴを活用した糖尿病等重症化予防に係る保健事業

県のモデル事業として、ICTを活用した保健指導を実施する。
（３）（新）医療データ分析等市町村国保支援事業

KDBデータやレセプトデータ等を活用し、市町村ごとの課題の見える化を
行う。

（４）（新）AIを活用した糖尿病治療中断者受診勧奨等支援事業
県のモデル事業として、糖尿病治療中断者のAIを活用したデータ分析を行
い、治療中断者の傾向分析や傾向別の受診勧奨を行う。

２ 糖尿病等重症化予防市町村国保支援事業
保健福祉事務所に設置した連絡会議等を通じ、県、市町村及び医療関係者の

連携強化を図るとともに、保健指導支援員を保健福祉事務所に配置し、保健指
導に関する助言を行うなど、重症化予防に向けた実践的な支援を行う。
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重点番号６－①－５

1-17 福島県認知症施策推進事業
高齢福祉課１９,１７５千円

（R4 18,733千円）

事業イメージ事業内容

目的

ふくしまオレンジプラン2021
（第2次福島県認知症施策推進計画）

【認知症施策の評価】
1 認知症施策推進協議会

【認知症の人とその家族への支援の充実】
2 認知症コールセンター運営事業

【若年性認知症の人への支援】
3 若年性認知症対策推進事業

【早期診断・早期対応体制整備と連携の強化】
4 認知症対応力向上研修（直営）
5 認知症対応力向上研修（委託）
6 認知症対応力向上研修（派遣）支援の充実

認知症の人が、慣れ親しんだ景色の中で、大切な人たちと
共に、安心して暮らすことができる社会の実現

認知症があってもなくても同じ社会で共に生きるという「共生」と認知症に
なるのを遅らせる、認知症になっても進行を緩やかにするという「予防」の考え
方を車の両輪とし、認知症の人が尊厳と希望をもって生活できる社会の実現

高齢化の進展に伴う認知症高齢者の増加
○ 認知症高齢者の増加（推計値 2025年）
ア 全国 約462万人(H24)→約700万人
イ 県内 約7.6万人(H24)→ 約11万人

概要

基本
理念

5つの基本方針
１ 普及啓発・本人発信支援
これまでに養成した認知症サポーターに加え、子ども・学生など幅広い世代の認知症サポーターを

養成することで、地域において広く認知症の理解者を増やすとともに認知症の人が自身のことを発
信できる体制づくり等を推進します。（認知症コールセンター運営事業）

２ 予防の推進
認知症の人及び高齢者等が地域において身近に通える場の整備・拡充を進めるなど、認知症

の予防に資する可能性のある活動を推進します。

３ 医療・ケア・介護サービス・介護者への支援
認知症の人と関わる医療･介護分野の人材の資質向上を図りながら、さらにその間の連携強化

を推進します。また、認知症カフェ設置の推進など、家族の人たちへのサポートも推進します。（認
知症対応力向上研修）

４ 認知症バリアフリーの推進
認知症の人たちが、できる限り住み慣れた地域で安心して暮らすことができるように、買い物や移

動、趣味活動など生活のあらゆる場面で抱える障壁を減らしていく「認知症バリアフリー」の取組を
推進します。

５ 若年性認知症の人への支援
若年性認知症支援コーディネーターを引き続き設置し、関係機関との連携を強化しながら、就

労や社会参加など広域的な面での支援を推進します。（若年性認知症対策推進事業）

【認知症施策の評価】
認知症施策推進協議会
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重点番号６－①－６

1-18 福島県認知症サポーターパワーアップ事業
高齢福祉課８３９千円

（Ｒ4 898千円）

事業イメージ事業内容

目的

チームオレンジとは、地域の認知症の人と家族の困りごとと認知症サ
ポーターの活動をつなげる仕組みである。
認知症サポーターとは、認知症に関する正しい知識と理解を持ち、地
域で認知症の人やその家族に対してできる範囲で手助ける人のことであ
る。
福島県の認知症サポーター数 219,472人（R3年度末時点）

１ チームオレンジ検討会議
・ 市町村に対する支援の方向性、内容を認知症ケアにかかわる専門分野
の関係者と検討を行う。

２ 市町村等職員向けチームオレンジ研修会
・ チームオレンジの整備主体となる市町村に対し、チームオレンジの理解促
進等に係る研修会を実施する。

３ オレンジコーディネーター養成研修
・ チームオレンジの立ち上げ支援などを行い、中核的な役割を担うオレンジ
コーディネーターの養成研修を実施する。

概要

令和7年度までに全市町村においてチームオ
レンジを整備する。

チームオレンジ

本人

かかりつ
け医

地域包括支
援センター

県市町村

コーディネーター

養成研修

認知症サポーター

養成講座
ステップアップ講座

研修会

メンバー
メンバー

協力

チームメ
ンバーへ

立ち
上げ
支援
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２-１ 医療従事者修学資金貸与事業
医療人材対策室３１１，４６６千円

（R4 311,498千円）

事業イメージ事業内容

≪背景・目的≫
○多様化、高度化する保健医療需要や医療の高度化に対応するため、医療
従事者(理学療法士、作業療法士、診療放射線技師、歯科衛生士、臨床検
査技師、看護職員)の確保が必要となっている。このことから、｢人材育
成｣｢医療専門職の理解促進｣｢招へい活動｣の相乗効果により、医療従事
者の安定的な育成と確保及び県内定着促進を図る。

≪概 要≫
○県内において理学療法士、保健師等の業務に従事する意思を有する学生
に対して修学資金を貸与し、卒業後、県内指定施設において一定期間
業務に従事した場合には、貸与金の返還を免除する。
【理学療法士等修学資金貸与事業、保健師等修学資金貸与事業】
○医療関係団体が実施する各職種の理解促進、普及啓発活動に要する経費
の支援等を実施する。【理学療法士等医療従事者確保推進事業】

○医療従事者の確保に取り組む市町村及び専門医研修基幹施設等に対し、
採用活動等に要する経費を補助する。【医療従事者招へい事業】

○理学療法士等修学資金貸与事業 177,809千円
理学療法士、作業療法士、診療放射線技師、歯科衛生士、臨床検査技師養成施
設等に在学し、将来、県内において当該業務に従事する意思を有する学生に対
し修学資金を貸与する。卒業後、県内の医療機関等において、当該業務に従事
した期間が修学資金の貸与を受けた期間の1.5倍に達したときに返還を免除する。

○保健師等修学資金 122,774千円
保健師、助産師、看護師、准看護師の養成施設に在学し、卒業後、県内の医療
施設等に就職を予定している学生に修学資金を貸与する。卒業後、県内指定施
設において５年間保健師等の業務に従事したときは、貸与金の返還を免除する。

○理学療法士等医療従事者確保推進事業 2,700千円
各種団体等が実施する職種理解促進活動、採用活動経費の支援等を実施する。

○医療従事者招へい事業 1,000千円
（市町村）へき地診療所に勤務する看護職員の採用活動経費を支援する。
（専門医研修基幹施設等）県外で開催されるガイダンス等への出展経費を支援。

医療従事者の安定的な確保と県内への定着

背景・目的・概要

条件（対象者・対象行為・補助率等）

○理学療法士等修学資金事業
貸与月額 50,000円（課程不問）、入学金 上限300,000円

○保健師等修学資金事業
【保健師、助産師、看護師】国公立 39,000円、民間立 56,000円
【准看護師】国公立 19,000円、民間立 32,000円
※ 南相馬市及び双葉郡内の病院又は診療所に就業する意思のある
学生については、月額30,000円を加算。

○医療従事者招へい事業
補助先: 市町村、専門研修基幹病院及び連携施設 補助率1/2上限500千円

医療従事者
の育成･確保

各医療職種
への理解促進修学資金の貸与

採用活動経費の支援

重点番号３－④－２３
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２-２ 医師確保修学資金貸与事業
医療人材対策室７４８，５８１千円

（R4 744,271千円）

事業イメージ事業内容

背景・目的・概要

条件（対象者・対象行為・補助率等）

≪背景≫
・本県の深刻な医師不足。
（人口10万人対医師数 212.3人（全国中42位 全国平均256.7人））※R2時点
≪目的≫
・県内における医師確保。
≪概要≫
・医学部に在籍する者であって、将来県内の公的医療機関等に医師として勤務しよう
とする者や、県外医師で特定診療科（産科、小児科、麻酔科、救急科、総合診療科）
に勤務する者等に対し、修学や研修に必要な資金を貸与することにより、医師の確保
と県内定着を図る。

≪対象者≫
１ へき地医療等医師確保修学資金：全国の医学部在学者
２ 地域医療医師確保修学資金：帝京大学医学部在学者
３ 緊急医師確保修学資金：福島県立医科大学医学部在学者
４ 医師研修・修学資金貸与事業：(1)県外特定診療科医師

(2)県内臨床研修医及び後期研修医
(3)自治医科大学卒業医師

≪貸与金額≫
１ へき地：235千円/月 入学金1,000千円 特定診療科加算115千円/月
２ 地 域：235千円/月 入学金1,000千円 特定診療科加算115千円/月
３ 緊 急：150千円/月 入学金282千円(846千円) 特定診療科加算200千円/月
４ 研修等資金(1)：2,000千円(3,000千円)

(2)：200千円/月
(3)：1,000千円

福島県

研修等資金

県内の医師数増

卒後
県内で就労

・県外特定診療科医師
・県内臨床研修医及び後期研修医
・自治医科大学卒業医師

・全国の医学部生【へき地等】
・帝京大学生【地域】
・福島県立医科大学生【緊急】

修
学
資
金

医
師

医
学
部
生

医
学
部
生

医
学
部
生

県内で就労

学生への説明会や面談で
疑問や不安を解消
（修学資金修学生支援事業）

義務を果たした医師への
感謝書簡文授与・交流会
の開催
（修学資金被貸与医師等定着
促進事業）

県内への医師定着

重点番号３－④－１８
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２-３ 地域医療支援センター運営事業
医療人材対策室１０６，７８３千円

（R4 108,115千円）

事業イメージ事業内容

背景・目的・概要

≪背景≫
・本県の医師不足は、へき地のみならず、都市部においても深刻化して
きており、加えて東日本大震災及び原子力災害により、地域や診療科に
おける医師の偏在や病院勤務医の不足は一層顕著となってきている。

≪目的≫
・県と県立医大の連携を強化し、県内の医師確保対策を一層推進するた
め、「福島県地域医療支援センター」を設置し、県内の医師不足や地域
偏在の解消を図る。

≪概要≫
・医師不足病院の医師確保支援、医師のキャリア形成支援等を一体的に
行い、県内の医師不足や地域偏在を解消するため、県立医科大学内に
「福島県地域医療支援センター」を設置し、現場主義の観点から課題
解決に即座に取り組む。

≪参考≫
設置年月日：平成２３年１２月２２日
設置場所：公立大学法人福島県立医科大学
組 織：医師派遣調整監（センター長）１名

副センター長 ３名（内１名専任コーディネーター兼務）
専従職員 ８名

福島県
連携

県内の医師不足や地域偏在の解消

●医師不足状況等の把握・分析と対応策の企画等
○ 医師不足、医師の地域偏在、診療科の現状等の把握、分析
等を行い、対応策を企画

○ 県立医大と連携し医師確保対策について推進

●医師不足病院の医師確保支援
○ 医療機関や市町村からの要請に応じた県立医大からの医師
派遣調整

●医師のキャリア形成支援と県内定着促進
○ 修学資金貸与医師の県内定着促進に向けた取組

●情報発信と相談への対応
○ 県内の医療事情や医師確保等の取組について情報発信
○ 県内外の医師、医学生、高校生等からの各種相談への対応
○ 医師定住促進のためのガイドブック作成

県立医大

重点番号３－④－１９
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２-４ ふくしま医療人材確保事業
医療人材対策室

事業イメージ事業内容

１，５０１，５６７千円
（R4 1,474,994千円）

背景・目的・概要

≪背景≫
・本県は、従来からの医療従事者の不足や地域偏在に加え、東
日本大震災及び原子力災害の影響による医療従事者の県外へ
の流出などにより、県内各地域において医療の確保が厳しい
状況。

≪目的≫
・東日本大震災及び原子力災害による離職等により不足してい
る医師等医療従事者の確保を図り、県内の医療提供体制の回
復及び復興に繋げる。

≪概要≫
・医療従事者の県内定着促進と人材育成により、浜通り地域を
中心とした県内の医療提供体制の回復及び復興を図る。

【浜通り地区への緊急対策】
・医療人材確保緊急支援事業
人材確保、就業環境改善の活動経費を補助。
・被災地域医療寄附講座支援事業
県立医大寄附講座から浜通り医療機関に派
遣される常勤医師の人件費を補助。
・双葉地域等公立診療所支援教員増員事業
派遣される非常勤医師の人件費を補助。
・地域医療等支援教員増員事業
相双地域の病院等に派遣される非常勤医師
の人件費を補助。
・被災地域医療支援事業
国立病院機構災害医療センターが行う活動
経費を補助。
・浜通り医療提供体制強化事業
医療機関が県外医療従事者を雇用した場合
の人件費等を補助。

【全県的な医師確保対策】
・過疎地域等医師研修事業
人材育成や診察能力の向上を図る研修を
委託。
・県外医師招へい事業
県立医大を拠点とした県外からの医師の
招へいを委託。
・寄附講座設置支援事業
県外大学の医学部に寄附講座を設置する
市町村等への補助。
・臨床研究イノベーションセンター
医師派遣事業
相双地域の病院等に派遣される非常勤医
師の人件費を補助。

被災地域をはじめとする県内各地域の医療提供体制の復興へ

重点番号３－④－２０
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医療人材対策室７，３００千円
（R4 7,229千円）

事業イメージ

事業内容

２-５ “医療の仕事”魅力発信事業

背景・目的・概要

条件（対象者・対象行為・補助率等）

≪背景≫
・本県の医療機関に勤務する医療従事者の人数は、多くの職種について、
全国平均を下回る深刻な状況。加えて、従事者の地域偏在が拍車をかけて
いる。

≪目的≫
・長期的な視野に立ち、“県内出身”の“将来世代”の医療人材を“安定的かつ
着実”に増加させる確保対策を講じていく必要があるため。

≪概要≫
・小学生（高学年）、中学生、高校生を対象とし、様々な医療職種に触れ
る体験型の機会（出前講座/医療機関における集合教室等）を創出する。
加えて、保護者に対して学習/就職/勤務環境、やりがいや収入等の、一

歩踏み込んだ医療職種の魅力を伝える機会を併設する。

≪対象者≫
・小学生（高学年）とその保護者、中学生、高校生

≪事業の内容≫
①医療職種の魅力発信事業（2,646千円） ※継続 看護のみ
小・中・高校生を対象に、県内の看護職が学校へ出向き「出前講座」を

実施することで、生徒にキャリア形成や医療職種への理解を促す。

子どもと保護者に向けて、医療職の魅力をインパクトをもって伝え、
将来選択の道標とし、本県の未来を担う医療人材の確保につなげる。

②高校生の一日看護等体験実施事業（2,829千円） ※継続 看護のみ
看護の道に進むことを見据えた高校生を対象に、医療機関の協力を得て、

院内見学、患者や看護師との交流など、より具体的な職業体験を行う。

③小・中学生オンライン医療教室開催事業（1,825千円）※継続医/看/ＭＳ
小学生及び中学生を対象とし、オンラインコンテンツを通じて医療職種

の概要や働き方の理解を促進するとともに、医療従事者とのWebディス
カッションを通じて、医療職への関心・興味を醸成し、将来の職業選択へ
のきっかけや進学先決定に際して、有効な情報を提供する。

≪R４年度事業範囲≫

重点番号３－④－２４
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事業イメージ基本的な事項

背景・目的

取組の方向性

良質かつ適切な医療を提供する体制を構築するためには、医師等の
不足や偏在の解消、医療機関の勤務環境の改善、チーム医療の推進、
看護職員の確保、質の高い医療従事者の育成等に取り組む必要がある。

現状・課題

○医療従事者の不足及び偏在の解消
○医療従事者の離職を防止
○地域医療を支える人材の育成
○医療従事者の養成における教育水準の向上

○地域医療を支える医療従事者の確保
○医療従事者の離職防止、定着に向けた勤務環境の改善
○医療従事者の地域連携の強化、資質向上
○医療従事者の養成、基礎教育に携わる人材の育成

人材育成

本県喫緊の課題となっている医師等の不足や偏在などを解消する
ため、医療従事者の確保・養成に資する事業を実施する。

【主な事業】
◎がん診療連携拠点病院の
薬局薬剤師研修支援事業

医療人材の安定的
な確保・養成確保定着 資質向上

環境改善

【主な事業】
◎医業承継支援事業
◎歯科医療従事者の
人材確保支援事業

【主な事業】
◎小児科以外の医師等を対象とした
小児救急研修事業

【主な事業】
◎産科医等確保支援事業
◎新生児医療担当医確保
支援事業

地域医療課１１０,７６２千円
（Ｒ４ 123,762千円）

重点番号５－②－１７
２－６ 地域医療介護総合確保事業（医療従事者の確保・養成）
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２-７ 看護職員離職防止・復職支援事業
医療人材対策室５９，０６２千円

（R4 55,484千円）

事業イメージ事業内容

≪背景≫
〇県内の看護職員数は震災前よりも増加しているものの、福島県看護職員
需給計画によると、令和３年度には１２３人（常勤換算）の看護職員
不足が見込まれるなど、未だ不足が深刻である。

≪目的≫
・看護職員の離職防止及び復職を支援するため、看護職員の定着に向けた
職場の環境づくりや再就業等を支援することにより、県内医療機関等の看
護職員の安定的確保を図る。

≪概要≫
１ 県内への就業促進と定着化
（１）看護業務推進連絡会議 290千円
（２）新人看護職員研修事業（新人看護職員研修） 31,351千円
（３）新人看護職員研修事業（研修責任者等研修） 3,808千円
（４）外国人看護師候補者就労研修支援事業 1,046千円
（５）（新）ふくしま助産師実践力向上事業 4,570千円

２ 看護職員の定着に向けた職場環境づくり
（１）看護職ワークライフバランス推進事業 1,009千円
（２）看護補助者活用推進事業 752千円
（３）看護補助者養成事業 3,137千円

３ 潜在看護職等の再就業促進･非常時の応援人材確保
（１）潜在看護師等再就業促進・緊急時確保事業 13,099千円

1 看護業務推進連絡会議
専門研修や再就業支援研修会の企画、雇用の質の確保に関する検討を行う。

2 潜在看護師等再就業促進・緊急時確保事業
潜在看護師等の再就業促進や非常時における応援看護師等の確保のため、

ナースバンク登録者を活用した潜在看護師等の情報整理、人材育成等を行う。

3 新人看護研修事業（新人看護職員研修）
新人看護職員研修ガイドラインに沿った研修を行う病院等に対し、研修経費

を補助する。また、中小病院等の新人看護職員を対象とした研修を委託実施する。

4 新人看護職員研修事業（研修責任者等研修）
看護職員教育担当者等（研修責任者･教育担当者･実地指導者）を対象とした

研修を行う。

5 外国人看護師候補者就労研修支援事業
日本語能力の修得、受入施設の研修体制の充実に必要な経費を補助する。

6 看護職ワークライフバランス推進事業
医療機関における勤務環境改善の促進のため、研修会等を開催する

7 看護補助者活用推進事業
看護管理者等を対象とした看護補助者の導入啓発に係る研修を実施する。

8 看護補助者養成事業
看護補助者として就業する際の基礎研修の実施及び医療機関への紹介。

9（新）ふくしま助産師実践力向上事業
助産師を対象に分娩介助等の実務経験や必要な知識・技術の習得・向上の

ための研修会を実施する。

看護職員の勤務環境改善・県内定着

福島県 連携 医療機関
看護協会

重点番号３－④－２８
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２-８ 病院内保育所運営費補助事業
医療人材対策室１００，３４７千円

（R4 106,614千円）

事業イメージ事業内容

背景・目的・概要

事業経費の概要

≪背景≫
・本県の医療提供体制の維持及び向上のために不可欠である医療従事者
の人材不足及び地域偏在が顕著である。
≪目的≫
・子育て支援等ワーク・ライフ・バランスに配慮することで、就業先か
らの離職及び県外流出の防止、再就業の促進を図る必要がある。
≪概要≫
・病院職員の乳幼児に必要な保護を行う保育施設を運営する医療機関の
設置者に対して、補助を行う。

１ 病院内保育所運営費補助事業 100,347千円
医療機関が行う院内保育所事業に要する運営費の一部を補助する。

〇補助対象経費 保育士人件費、委託料
〇補助率 県2/3
〇補助先 23施設（令和5年度予定）

地域医療介護総合確保基金
（厚生労働省）

福島県

院内保育所の設置者（県内２３施設）

基金設置

補助金交付

ワーク・ライフ・バランスの充実を通じて、
医療従事者の離職防止・再就業・県内定着を促進

重点番号３－④－２７
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２-９ 看護師等養成所運営費補助事業
医療人材対策室２６４，８４３千円

（R4 264,390千円）

事業イメージ事業内容

背景・目的・概要

事業経費の概要

≪背景≫
・看護職員（保健師/助産師/看護師/准看護師）の全県的な不足に加え、
東日本大震災及び原子力災害の影響により、人員の地域偏在が顕著な状
況である。
≪目的≫
・人材不足の解消に向けて、県内全域における養成を通じて、安定的な
人数を輩出する必要がある。
≪概要≫
・養成所の安定的な運営に資するため、学生定員数等に応じ、養成所の
運営費を補助する。

１ 民間立看護師等養成所運営補助事業 247,492千円
学校法人や公益法人等が設置者である看護師等養成所に対し、運営

費を補助する。

２ 公的立看護師等養成所運営費補助事業 17,351千円
厚生労働省が定める公的機関が設置者である看護師等養成所に対し、

運営費を補助する。

地域医療介護総合確保基金
（厚生労働省）

福島県

看護師等養成所（県内１４施設）

県内各地の医療機関等へ輩出

基金設置

補助金交付

重点番号７－①－２７
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２-10 ナースセンター事業
医療人材対策室３９,８５６千円

（R4 40,658千円）

事業イメージ事業内容

背景・目的・概要

条件（対象者・対象行為・補助率等）

県

委託
福島県看護協会
（ﾅｰｽｾﾝﾀｰ：郡山）

≪背景≫
・医療機関、介護施設等における看護職員確保の必要性。
・有資格者の未就業及び潜在化。
≪目的≫
・看護職員の確保、看護職の再就業の促進及び看護職の潜在化防止を図る。
≪概要≫
・就職先を探している看護職員の就業支援を行う。
・就職先を探している看護職と看護職員を雇用したい施設がそれぞれ登録
し、無料で職業紹介を実施する。

・巡回相談会等による求人求職のマッチングの促進や離職届出制度を活用
し、能動的な再就業支援を行う。

≪対象者≫
・就職先を探している看護職、看護学生、離職した看護職免許取得者
≪対象行為≫
・無料職業紹介、巡回相談会実施、離職届出者への就業支援

ナースバンク事業

看護師等求人開拓・マッチング事業

ナースセンター機能強化事業

・就職先を探している看護職と看護職員を雇用したいと考えている施設を
それぞれ登録し、無料で職業紹介を実施する。

・ナースバンクへの登録を促進するとともに巡回相談会等を実施し、求職
求人のマッチングを行う。また、福祉人材コーナーを設置しているハロ
ーワーク（福島・郡山・会津・いわき）と情報交換等連携して就業促進
する。
・いわき市にサテライトを設置し、地域相談員による定期的な就業相談、
関連施設訪問等による事業周知等を行うなど、求職者や求人施設への支援
体制を強化する。

・看護職の就業が促進され、看護職の確保につながる。
また、離職届出制度を活用して看護職の潜在化防止が図られる。

・看護職員が離職した際の届出制度を活用し看護職の潜在化を防ぎ、求職者
だけでなく、一定期間、就業を希望しない看護職に対して能動的な支援を
行う。

目標・効果

サテライト
（いわき）

重点番号３－④－２６
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２-11 看護教員・実習指導者養成講習会
医療人材対策室７,６６６千円

（R4 18,453千円）

事業イメージ事業内容

背景・目的・概要

事業経費の概要

≪背 景≫
〇看護師等養成所の運営に関する指導要領において、各実習施設には、担当
する領域について相当の学識経験を有し、かつ、実習指導者講習会を修了
した実習指導者を置くこととされている。病院では職員の配置転換も多く、
継続して実習指導者を養成する必要がある。

〇同指導要領における看護師等養成所の専任教員の要件の一つに看護教員
養成講習会修了がある。県内には22課程の看護師等養成所があり計画的
に専任教員を養成していく必要がある。

≪目 的≫
〇学生指導に携わる養成所及び病院の看護職員を対象に、必要な知識や技術
を修得させる。

≪概 要≫
〇実習指導者養成講習会を開催

○実習指導者養成講習会事業[7,666千円]
委託先 福島県看護協会
実施期間 約４ヶ月
定員 ３０名×２回

講習会修了者が研修で修得した知識や技術を活かした看護基礎教育
を行うことで、質の高い看護職員が養成され、県民が良質な看護を受
けることができる。

看護師等養成所の教育体制の充実

実習指導者の養成

看護師等養成所の実習施設において
学生指導に関わる実習指導者

福島県

福島県看護協会

研修業務委託

実習指導者講習会開催

重点番号７－①－２６
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２-12 （一部新）看護教育体制強化支援事業
医療人材対策室２７,８７２千円

（R4 30,243千円）

事業イメージ事業内容

背景・目的・概要

条件（対象者・対象行為・補助率等）

県
補助 看護師等養成所等

看護学校協議会

≪背景≫ 高度化する医療に対応できる臨床実践能力の高い看護師を養成する。
≪目的≫ 看護基礎教育の充実を図る。
≪概要≫

１ 看護師養成所教育体制支援事業（１施設最大２名まで）
実習施設で学生の指導に当たる実習指導教員の配置を促進し、教育
体制の強化を図るため、実習指導教員の経費を支援する。

２ 看護教育・研究支援事業
看護学生の研究発表、看護教育研究に要する経費を支援する。

３ (新)看護師等養成所創意工夫支援事業
ICTを活用した授業の実施や先進的な医療･看護の現場等への視察など
各看護師等養成所等の創意工夫ある試行的な取組を支援する。

1 実習指導教員の配置を支援し、学生が質の高い指導を受ける
ための実習環境の充実を図る。

2 研修・公開授業等から授業における取組等を通して、教員の
教授力向上により資質の高い看護職の養成を図る。

3 各看護師等養成所の創意工夫ある試行的な取組の実績を作り、
各看護師等養成所間の連携･情報共有等による学びの充実を図る。

目標・効果

≪対象者≫ １ 実習指導教員を配置する県内の看護師等学校養成所
２ 一般社団法人福島県看護学校協議会
３ 県内の看護師等養成所、医療関係団体

≪対象行為≫ １ 実習指導教員の人件費
２ 看護学生の研究発表、看護教育研究に要する経費
３ 創意工夫ある試行的な取組に要する経費

≪補助率≫ １ １０/１０以内（基準額２，２１１千円）
２ １０/１０以内（基準額１，５００千円）
３ １０/１０以内（基準額３００千円）

１ 看護師等養成所教育体制支援事業

・資質の高い看護職を養成するために、看護師等養成所が実習指導教員を
雇用し、実習施設で学生の指導にあたる。

２ 看護教育・研究支援事業

・公開授業を含めた輪番制による公開授業を行う。
・教務主任を対象とした研修会を開催する。
・専任教員を対象とした学外短期研修会を開催する。

３ 看護師等養成所創意工夫支援事業

・ICTを活用した複数の看護師等養成所合同での授業実施
・先進的な医療機関等を現地視察 など

重点番号 ７－①－２８
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２-13 復興を担う看護職人材育成支援事業
医療人材対策室２６０,９１０千円

（R4  274,798千円）

事業イメージ事業内容

重点番号○―○―○

背景・目的・概要

≪背景≫
〇東日本大震災及び原子力災害の影響により、看護職員の人材不足、
地域偏在が顕著である。特に浜通りについては、震災前からの人材
不足に加え、原子力災害の風評も相まって、人材の確保がより困難
な状況であり、より重点的な支援が必要である。

≪目的≫
〇看護職員の定着策及び質の向上を通じて、全県的な人員数の底上げを
図るとともに、浜通りの医療機関等に係る集中的な人員確保支援を
通じ、全県域における地域医療提供体制の復興を図る。

≪概要≫
〇県内定着のための普及・啓発
〇浜通り地域の医療機関等に対する人材確保経費の支援
〇認定看護師等の養成、実践能力の向上

①県内定着のための普及啓発事業（14,401千円）
・看護師等学校養成所の募集リーフレットの作成
・進学相談会、病院合同説明会の開催
・浜通りの医療現場の現状を学ぶバスツアーの開催
・実習指導者養成に係る経費の一部補助
・会津･南会津の医療機関等が実施する看護学生等を対象としたインターンシップ支援

②浜通り看護職員確保支援事業（100,490千円）
・浜通りの医療機関が実施する看護職員の定着のための事業経費を補助
※各種研修、勤務環境改善コンサル支援、子育て支援等

③看護職員ふるさと就職促進事業（104,668千円）
・南相馬市、双葉郡の医療機関が実施する看護職員の確保のための事業経費を補助。
※赴任経費や住居経費支援、看護職員への一時金支給等

④相双地域看護職等就業促進支援事業(1,047千円)
・相双地域の市町村が取り組む看護職員確保のためのリクルートイベント等の経費を補助

⑤福島看護職ナビ運営事業(6,857千円)
・県内看護職の総合情報発信サイトを運営し、県内定着の促進、相双地域の情報発信を行う。

⑥専門看護人材養成・派遣事業(29,480千円)
医療機関における看護力向上支援事業(3,967千円)

・認定看護師の養成に関する経費補助、県内医療機関の看護実践能力を高めるため、認定
看護師等を派遣し、専門的知識・技術を提供する研修等を委託。

普及啓発 就業支援

人材養成
質の向上

〇看護職員の定着･質の向上等を通じた全県的な看護人材の底上げ
〇原子力災害等の影響を強く受けた浜通りに対する集中支援

重点番号３－④－２１
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団塊の世代が７５歳以上となる２０２５年を目途に、医療や介護が
必要な状態となっても、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の
最後まで続けることができるよう、患者の症状に応じた適切な医療を
将来にわたって提供できる体制を構築する必要がある。

事業イメージ基本的な事項

背景・目的

取組の方向性

現状・課題

○切れ目のない医療提供体制の確保
○地域ごとに不足する医療機能が異なる現状
○限られた医療資源の有効活用

○病床機能の転換等に必要な施設・設備整備を推進
○地域の実状に応じ、不足する医療提供体制を確保
○医療機関相互の連携を推進（切れ目のないサービス提供）

急性期から回復期、在宅医療に至るまで、一連のサービスを地域
において総合的に確保するため、病床の機能分化・連携を推進に
資する事業を実施する。

病床機能
の転換等

入
院
医
療

高度急性期病床

急性期病床

回復期病床

慢性期病床

自宅・診療所等在
宅
医
療 急変時

将
来
的
に
必
要
な
医
療
提
供
体
制
を
実
現

県 病床の機能分化（役割分担）・連携

地域医療
構想の
推進

地域医療
構想調整
会議

医療提供
体制の
検討

医療需要
と病床数
推計

医療提供
体制の
確保

医療機関
の相互
連携

必要となる事
業を一体的に

展開

地域医療課９１８,２２５千円
（Ｒ４ 639,681千円）

重点番号５－②－１5
２-14 地域医療介護総合確保事業（病床の機能分化・連携）
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事業内容基本的な事項

背景・目的

事業イメージ

医療・介護・介護予防・住まい・生活支援を一体的に提供していく「地域包
括ケアシステム」の構築に向けて、患者が住み慣れた自宅や地域で安心して暮
らすことができるよう、退院後の生活を支える在宅医療を推進する必要がある。

課題と対策

○在宅医療を行う従事者の不足 → 人材の確保・育成
○関係機関の連携不足 → 多職種連携の推進
○患者・家族の在宅医療に関する理解不足 → 県民への普及啓発

１在宅医療拠点整備事業（補助：136,000千円）

２福島県在宅医療・介護連携支援ｾﾝﾀｰ整備事業（委託：18,558千円）

３訪問診療同行研修事業（委託：20,000千円）

①訪問診療等の実施
在宅医療を行う医療従事者の確保等に要する経費を支援し、地域の関係機関と
連携しながら２４時間３６５日の見守り体制の構築を進める

（奥会津及び県中周辺で重点的に実施）
②調査・研究の実施
診療を通しながら、在宅医療や地域医療等に関する調査・研究を実施

①関係機関の連携支援・相談対応
多職種連携を推進するためのコーディネーター（医療有資格者）を配置

②研修会等の開催
関係機関や市町村を対象とした研修会の開催、県民への普及啓発

③各支部の在宅医療・介護連携支援センターに対する支援
課題検討・好事例の水平展開のための合同会議の開催、外部研修受講費用助成に
よる相談員の育成、調査研究や周辺市町村の支援を行うスタッフ配置に係る助成

④地域包括ケアシステム推進協議会の運営
関係機関による課題・対応策の検討

①導入研修会の開催
新たに在宅医療を開始する医師等を対象に、座学及び現場研修を各方部で実施

②アドバイザー派遣
研修会に参加できない方を対象に講師を派遣し、個別研修・相談を実施

県内の在宅医療・介護連携を推進するための拠点整備

福島県在宅医療・
介護連携支援ｾﾝﾀｰ
整備事業
（県医師会）

在宅医療拠点整備事業
（訪問診療等の実施）

訪問診療
同行研修事業

介護ｻｰﾋﾞｽ
事業所

新たに在宅医療を
開始する医師等

市町村

かかりつけ医

在宅療養後方支援病院

県

地域の在宅医療・
介護連携支援ｾﾝﾀｰ
（郡市医師会）

地域包括
支援ｾﾝﾀｰ 連携

連携体制
構築支援

患者・家族

訪問看護
事業所

日常の療養支援

退院支援
急変時の対応

往診、看取り

後方支援
広域調整

連携

訪問診療

奥会津・県中周辺の医療機関

同行

在宅療養支援診療所
在宅療養支援歯科診療所等

在宅療養支援病院
病院

かかりつけ薬局

地域医療課３４１,３１８千円
（Ｒ４ 354,851千円）

重点番号５－②－１６
２-15 地域医療介護総合確保事業（在宅医療の推進）
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医療人材対策室４７,６８４千円
(R4 40,916千円)

事業スキーム事業内容
がん患者を含む、医療依存度が高い在宅療養者が増加しており、在宅医療に関わる

質の高い看護師の継続的な育成が求められている。このため、がん看護や訪問看護に
従事する看護師を対象とした実践的な研修を実施するとともに、特定行為研修を修了
した看護師を育成するための受講経費の補助や研修実施体制の強化等に取り組む。

１がん看護推進連絡会議[389千円](直営) 県全体におけるがん看護活動について検討
２がん看護研修[2,207千円] 委託先 福島県看護協会

がん看護に携わる看護師の育成・強化のための研修会等を開催
委託内容：がん看護研修の開催、各地域毎の交流及び活動状況の報告、各地域毎の課題検討、

今後の具体的な取組の検討等

３ 在宅医療推進のための訪問看護人材育成事業[3,137千円] 
（１）訪問看護に従事するための基礎研修を実施[1,714千円] 委託先 福島県看護協会
（２）訪問看護師のスキルアップのための研修経費を補助[1,363千円]

補助先 福島県訪問看護連絡協議会 補助率10/10(基準額1,363千円)
（３）訪問看護師人材育成研修会の派遣旅費を負担[60千円]

４ 特定行為推進事業[41,451千円]
（１）医療機関等へ研修受講費用を補助[25,000千円] 補助率10/10(基準額500千円/人)
（２）訪問看護ステーションへ研修受講のための代替職員賃金を補助[2,100千円]

補助率10/10(基準額700千円/事業所)
（３）特定行為指定研修機関の連携強化を図る連絡会議の開催(直営)[331千円]
（４）特定行為の更なる普及･推進のため､関係機関との総合調整･支援を担う体制を

整備[9,200千円]
委託先：福島県立医科大学
委託内容：特定行為研修修了者の増加に向け、関係機関に対する実習受入

体制・運営の支援、普及啓発講習会､指導者養成講習会の開催、
特定行為研修修了者に対するフォローアップ。

（５）特定行為指定研修機関へ研修運営経費を補助[4,820千円]
補助率(備品整備経費1/2、eラーニング経費10/10)

５ 多職種連携推進事業[500千円] 補助先：医療福祉関係教育施設及び関係団体
高校生や養成所等の学生を対象とした多職種連携研修等の経費補助(補助率1/2)

県看護協会 県訪問看護
連絡協議会

特定行為の推進

事業成果

研修受講医療機関等
(病院、施設、

訪問看護ＳＴ等)

○実習受入体制・運営の支援
○制度周知のための講習会
○指導者に対する研修会

支援等

県立医大
連携

星総合病院

特定行為指定研修機関

運営経費

補助
特定行為推進
総合調整･支援業務

委託

研修受講
経費

福島県 補助

がん看護･訪問看護
に関わる人材育成

福島県

補助

○がん看護に関する研修、
各地域毎の交流等を実施

○訪問看護師の基礎研修を実施

委託
研修業務 研修開催

経費

訪問看護師のスキルアップ
研修を実施

〇在宅医療において求められるがん看護、訪問看護に携わる人材の育成・強化
〇特定行為研修を修了した看護師の増加による在宅医療の質向上

在宅医療に関わる質の高い看護師の育成
▶ 地域包括ケアの充実

《現状・課題／事業目的》

重点番号 ３－④－２２
2-16 在宅ケア推進事業

- 33 -



重点番号３－①－４
２-17 （一部新）地域医療情報ネットワーク拡充支援事業

病院・診療所・薬局・介護施設などの間の医療福祉情報の連携を拡充するため、①地域医療情報ネットワーク（キビタンネット）の県民・医療機関等へ向けた普
及推進の取組を支援し、②地域医療貢献のためにキビタンネットにて診療情報の提供を行う医療機関に対する支援を行う。

現状・課題 事業内容

② 地域医療情報ネットワーク推進助成事業（事業費：１５０，１００千円）※確保基金

背景
◆ 団塊の世代が全て７５歳以上の後期高齢者となる2025年まで５年を切り、地域の医療機関の役割分担や、医療と介護の連携を推進している。
◆ 福島県では、平成27年度から、一般社団法人福島県医療福祉情報ネットワーク協議会が、キビタンネットを整備し、医療・介護分野の連携に支障がないように運用してきた。
◆ 今般のコロナ禍においては、コロナ患者の重軽症化に伴う転院などの場面で、キビタンネットが活発に活用され、再評価されているところ。 ※ キビタンネットとは

患者の同意のもと、診療情報（処方、検体検査、注射・
画像・入退院歴など）や調剤情報、地域連携パスなどを
参加施設間で共有し、診療に役立てるシステム。

（１） 事務局体制の脆弱さなどの理由から、これまで有効な広報事業が行えて
おらず、キビタンネットへの加入率が低い。
（医療機関等の施設参加数および県民参加数）

（１）【キビタンネット認知・理解促進事業】 ２，０００千円 （総事業費：３，０００千円）
◆ キビタンネットの便利さを実際に知ってもらうため、県内各医療介護施設を訪問し、
キビタンネットに実際に触ってもらい、活用方法などの説明を行う。
（未加入施設については、未加入理由など現状・課題の整理も併せて行う。）

→ 【効果】：実際にキビタンネットに触れ、機能などを把握することで参加施設増に繋がる。
既にキビタンネットに加入している施設では、キビタンネットの機能を十分把握
することにより、ネットワーク利活用の増に繋がる。

（２）【県民広報窓口設置拡大事業】 １６，０００千円 （総事業費：２４，０００千円）
◆ 地域の中核病院を受診している患者をターゲットとして、県内全域の中核病院に持ち回りで
「キビタンネット広報窓口」を設置し、県民に対する広報活動を行う。

→ 【効果】：実際に病院に罹っている患者に広報を行うことで、キビタンネットのメリットを感じてもらう。
（転院時の検査省略や薬の重複処方の回避による患者の負担軽減など）

→ 【効果】：地域の中核病院等が情報提供施設となることで、周辺の連携施設などの参加が期待
されるとともに、NW見直しと併せ更新を支援することで、NW全体の情報連携体制の強化に繋がる。

⇒ コロナ禍はもとより、地域の医療機能の分化・連携を進め、「医療機関完結型の医療」から「地域完結型の医療」へと移行するなかで、
機能の異なる診療所や病院などが相互に繋がるネットワーク、そして、医療と介護が繋がるネットワークが重要となっている。

キビタンネットへの参加施設や参加県民を増やし、キビタンネットを拡充するため、ネットワーク協議会
が行う以下の取組に対し、補助金を交付する（Ｒ５：補助率２／３）。

医療介護の連携の和を広げるとともに、連携を確かなものとするために、キビタンネットにおける中核病
院等である「情報提供施設」に関して、機器導入・更新に係る費用に補助金を交付する。

（２） キビタンネットに新規加入するに当たり、「情報提供施設（※）」は、
常時情報公開用機器の設置など、大きなコストを負担している。

「情報提供施設」・・・地域の中核病院などであり、自院に搬送される多くの患者に
ついて、症状が安定したり、大きな検査を終えた後に、地域の
クリニックなどに円滑に転院等がなされるよう自院の保有する
診療情報を、常時、他施設に公開している施設。

→ 医療機関などの施設においては、「具体的にどういったシステムかわからない」
などの声が多く、これまで行ってきたパンフレットやホームページによる広報の
限界を打破する必要がある。一方で、今般のコロナ対応施設においては、
実際に使ってみると便利なシステムであるとの声も。

→ 県民においては、そもそもキビタンネットを知らないというのが大半の状況。
従前の広報は、テレビやラジオ等での広報で、ターゲットを絞った形でなかった。

A参加施設数／理想数＝７３４施設／３，３０９施設（R4.10月時点）
B キビタンネットでの情報共有に同意した患者件数＝１０１，９３０人
C 現状年間アクセス数／目標アクセス数＝８４４，３２３件／１，０１５，０００件
A→R4.10月時点 B→R4.8月時点 C→R3年度

① 地域医療情報ネットワーク普及推進事業（事業費： １８，０００千円）※一般財源

達成したい目標
◆ 事業を通して、ネットワークの拡充を図り、地域完結型の医療提供体制への移行に万全を期すとともに、キビタンネットの運営状況改善により、持続的・自立的なネットワーク運営を目指す。

地域医療課１６８,１００千円
（R4 56,330千円）
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重点番号 1－①－8
重点番号 1－①－7

２-18 避難地域等医療復興事業
２-19 双葉地域二次医療提供体制確保事業

2,066,523千円（R4：1,418,292千円）
1,553,487千円（R4：1,636,194千円） 地域医療課

現状・課題１
○眼科や皮膚科等の専門医療を行う
医療機関及び薬局が不足。
地域で不足している医療機能の確保が
必要。

○避難指示解除後間もない地区では特に
居住人口や患者が少ないため、医療
機関が他の地区のように診療報酬のみ
では成り立たない場合が多い。

現状・課題２
○通院できない高齢者の移動手段の確保
が課題。

○高齢者帰還に伴う医療需要に応じ、服
薬管理を含む在宅医療の構築が必要。

○帰還状況により、課題が異なっている。
○医療需要を考慮した支援策が必要。

現状・課題３
○避難地域で提供できない専門医療
（透析、周産期等）を補完する
医療機能について強化が必要。

避難地域

近隣地域（旧緊急時避難準備区域）福島相双復興推進機構と連携し、避難
地域等の医療機関を個別訪問し、現
状・課題を把握（R4.8）。

①地域で必要とされる医療の確保
・医科・歯科診療所、薬局等、地域で必要とされる医療機関の
再開を支援。

・福島相双復興推進機構と連携し、医療機関等の経営安定化を
支援。

・地域の医療需要に応じた取組を支援
・医療機関が実施する自動車による送迎等、高齢者へ医療を
提供するための取組を支援。

②二次医療提供体制の整備
・「ふたば医療センター附属病院」の運営費、多目的医療用
ヘリの運航を支援。

・県立医大に「ふたば救急総合医療センター」の運営を委託し
ふたば医療センター附属病院の救急診療体制を支援。

①避難住民への医療提供体制の確保
・いわき市に整備された「双葉郡立診療所」の運営費、南相馬
市、いわき市で開設している休日夜間診療の運営費を支援。

②専門医療の医療提供体制を確保
・透析、周産期等、避難地域で提供できない専門医療の医療提供
体制の強化を支援。

①短・中期的な医療従事者の確保
・他地域への流出防止及び従事継続に要する経費を支援。
②長期的な医療従事者の確保
・将来、県内の医療機関等に勤務を希望し学生に対して修学資金を貸与。
（対象者には双葉郡を含む浜通りでの勤務を通し避難地域での従事者を確保）

令和５年度事業内容

１ 避難地域の医療提供体制の再構築

２ 近隣地域の医療提供体制の充実

３ 原子力災害により不足した医療従事者の確保（医療人材対策室で別予算に計上）

医療機関 震災前 震災直後 R5.2現在

病院 ８ １ 2

診療所（うち、企業内診療所） ６１（１７） ３（３） ３１（８）

歯科診療所 ３２ ０ ９

薬局 ３１ ０ ４

合計 １３２（１７） ４（３） ４６（８）

南相馬市

葛尾村

飯舘村

田村市

川内村

現状・課題１
への対応

現状・課題２
への対応

現状・課題３
への対応
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医療人材対策室２７,１４７千円
（R4 27,146千円）

事業イメージ事業内容

２-20 専門医養成支援事業

背景・目的・概要
≪背景・目的≫
修学資金被貸与医師等若手医師のキャリア形成と地域医療従事の両立を図るため、特に
医師少数区域での需要が今後高まる「総合診療医」の養成を支援するとともに、専門医志
向の高い若手医師のキャリア形成環境を拡大するため、専門研修施設の新設を促進するも
の。
≪概要≫
１ 総合診療医養成支援事業 17,147千円
公立大学法人福島県立医科大学が設置した「総合診療医センター」が行う医学生向け
の研修会や臨床研修医向けのWebカンファランス等、総合診療医（※）の養成にかか
る経費を補助するもの。

対 象 者：公立大学法人福島県立医科大学
対象事業：総合診療医センターが実施する総合診療医養成のための研修会等の開催経費
補 助 率：１０／１０

２ 専門研修設備整備支援事業 10,000千円
福島県内の医療機関の内、新たに専門研修施設を新設するために必要な備品購入費等
の設備整備費の一部を補助するもの。

対 象 者：福島県内の医療機関
対象事業：専門研修基幹施設（基幹プログラム作成）及び専門研修基幹プログラムにおける

専門研修連携施設の新設に必要な備品購入費等の設備整備費
補 助 率：２／３（１医療機関あたり５，０００千円×３病院×補助率２／３）

総合診療医養成
福島県

総合診療専門医の養成推進

専門研修設備整備

地域医療提供体制の充実を図る

専門研修基幹施設新設
（基幹プログラム新設）
※基幹施設が1つのみの８領域

専門研修連携施設新設
※連携施設が各医療圏に設置され

ていない計21領域

新設に必要な
設備整備

福島県

補助

（※ 総合診療医の県内定着を図るため、令和4年度より、将来総合診療医を目指す医学生向けの
修学資金貸与制度を新設）

H30 H31 R2 R3 R4 R5 R6

総合診療医養成数の目標
重点事業期間（3年間）

（9名の専攻医確保済み） 3年間で18名の確保を目指す

重点目標

•基幹施設が1つしかない領域について、複
数設置を目指す（計８領域）

次点目標

•研修施設がない医療圏・領域について、連
携施設の複数設置を目指す（計21領域）

専門研修設備整備支援の目標

県内医療機関

重点
目標

次点
目標

公立大学法人福島県立医科大学
（総合診療医センター）

Faculty Development会議
（センター教員）

○年3回

研修会の開催
（医学生）

○年5回

研修医Web研修会開催
（臨床研修医等）

○年6回

県外大学情報交換会
（センター教員）

○県外6大学

補助

重点番号３－④－２
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2-21 ふくしま国際医療科学センター運営事業 医療人材対策室４４９,４６７千円
（R4 515,234千円）

事業イメージ事業内容

背景・目的・概要

条件（対象者・対象行為・補助率等）

≪背景≫
・地域社会を医療という分野から再生・活性化し、本県の復興の姿を全世
界に向けて発信していく必要がある。

≪目的≫
・ふくしま国際医療科学センター先端臨床研究センター（県立医科大学内
に設置）の運営に要する経費を補助する。

≪概要≫
・同センターが行う、最先端の医療機器を用いた画像診断による各種疾病
の早期発見や検査精度の向上及び、アスタチン（211At）等を用いた放
射性薬剤の研究開発等の取組を支援する。

１ 先端臨床研究センター運営事業 449,467千円（R4年度 515,234千円）
県立医科大学に対し、先端臨床研究センターの運営に要する経費を補助
する。
補助率：定額
財源：県民健康管理基金、原子力災害等復興基金

福 島 県

県立医科大学
（先端臨床研究センター運営事業）

県民健康調査の着実な実施
最先端の医療設備と治療体制の構築
世界に貢献する医療人材の育成

医療関連産業の振興

①最先端の医療機器（PET/MRI等）を用いた画像診断
による各種疾病の早期発見・検査精度の向上支援

②放射性薬剤の研究開発の推進

補助金交付

重点番号３－④－17
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２－22 （新）感染症検査体制等強化事業
６３,６５７千円
（R４ 0千円）

事業イメージ事業内容

背景・目的・概要

新型コロナウイルス感染拡大時の衛生研究所における
ゲノム解析検査体制を強化するとともに、新たな変異株
や新興感染症にも迅速・万全な検査体制を整備する。

検査体制の整備強化

感染症に備え、県民の安心・安全を確保する

【（新）感染症検査体制強化事業】
衛生研究所における新型コロナウイルス検査に係る機器の

追加整備並びに更新を行う。

１．次世代シークエンサー １台（追加） １９,０５５千円

２．リアルタイムPCR ２台（追加） １７,２１１千円

３．超低温フリーザー １台（追加） ３,１４１千円

４．超純水製造装置 １台（更新） ３,７３５千円

５．安全キャビネット ５台（更新） ２０,５１５千円

計 ６３,６５７千円

1.次世代シークエンサー
新型コロナウイルスのゲノム解析を行

うための必須の機器であり、1回当たり
最大86検体の処理能力がある。既存の1
台に加え、新たに1台を追加整備するこ
とにより、感染拡大時には最大週４回の
ゲノム解析検査を行う体制が整う。
新興感染症が発生した際にも速やかに

ゲノム解析を行う体制が整う。

2.リアルタイムPCR
PCR検査においてウイルスを定量的

に測定する機器である。新型コロナウイ
ルスの新たな変異株が発生した際、変異
株の推定に対応する新たな検査法（変異
株PCR検査）を確立し、変異株の急性
拡大期のPCR検査体制が整う。
新興感染症が発生した際にも速やかに

ゲノム解析を行う体制が整う。

3.超低温フリーザー
新型コロナウイルスの検査の検体をマイ

ナス80℃で保管するための機器である。感
染拡大により検体数が増大するため、保管
能力を強化する。

4.超純水製造装置
培地や試薬等の調製に使用する水を製造

するための必須の機器である。経年劣化に
より水の品質に影響が出る可能性があるこ
とから、ゲノム解析検査や変異株PCR検査
の精度に支障が生じることのないよう機器
を更新する。

5.安全キャビネット
ウイルス等病原体の検査を無菌的に行う

際、空気中への病原体の漏出及び検査員へ
の暴露を防ぐための機器である。検査の安
全性を確保し、かつ、新たな変異株や新興
感染症が発生した際にも支障なく検査でき
るよう機器を更新する。

ウイルス検査の迅速化

万全の検査体制

薬務課
重点番号３－①－２
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２-23 （一部新）感染症専門人材養成等事業 医療人材対策室５０,９１９千円
（Ｒ４ 55,030千円）

事業スキーム事業内容
≪現状・課題≫
〇 新型コロナウイルス感染症により、医療機関等では感染者への対応や、院内感
染対策等、これまでに経験したことがない対応を求められた。

○ 様々な感染症リスクへの対応の要として、専門的な知識･技術を有する感染管理
認定看護師の養成・確保が求められている。

○ 一方、資格取得できる養成課程が県内に無いなど、資格取得がしにくい状況。

≪概 要≫
１ 感染症専門人材養成支援事業[19,470千円]
感染管理認定看護師の資格取得を促進するため、医療機関

等に対し、受講に必要な経費を補助する。

２ 感染症専門人材派遣事業[3,306千円]
中小の医療機関等に感染管理認定看護師を派遣し、専門的
知識・技術の提供や院内における実践等を支援する。

３ 感染症専門人材養成課程整備事業[21,143千円]
県内で、感染管理認定看護師の資格取得ができるよう、

養成課程の開講に向けた準備を行う。
〇定員：１５名 〇開講：令和５年９月

４ （新）感染症専門人材養成課程運営費補助事業[7,000千円]
県内養成課程の運営に必要な経費を補助する。

県内医療機関
県内養成課程

開講：令和５年９月
※運営主体

(公財)星総合病院

支援

福島県

県内養成課程整備 想定スケジュール

・Ｒ4：カリキュラム作成
教育体制整備 認定申請

・Ｒ5：入学選抜試験、
運営の最終調整、開講

養成課程準備・運営委員会
～感染管理認定看護師の計画的な養成に向け

関係機関が連携体制を構築～

〇構 成
県立医大､県医師会､県病院協会､県看護協会 等

・実習の受入体制整備
・外部講師の派遣

県立医大

・カリキュラム作成支援
・特定行為研修の支援
・外部講師の派遣 等

連携

委託 委託

専門人材の迅速な
養成・確保

効果

現場における
実践能力の向上

効果

専門人材の継続的な
養成･確保

効果

4月 5月 6月 7月 8月～10月 11月 12月 1～2月 ３月 4月 ５月 6月 7月 ８月 9月～

運営主体
の決定

養成課程
認定申請

入学
試験

合格
発表

R5年度

教育体制整備(カリキュラム作成、教員、
実習施設、外部講師の確保等)

連携体制
の構築

説明会
(募集)

(実習施設)

受講生
募集

運営の最終調整、
シミュレーション

養成課程開講

R4年度

評価指標 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７
(1)アウトプット指標
 ・感染管理認定看護師養成課程受講等に関する補助件数(Ｒ4～Ｒ5)
 ・県内養成課程修了者数(Ｒ6～)

－ 5 15 15 15

(2)アウトカム指標
  認定看護師(感染管理)数 35 35 40 55 70

(3)総合計画の指標
現況値
(Ｒ3)

Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ12

  認定看護師(感染管理)数 35 38 41 44 47 62
※総合計画の目標値を５年前倒しで達成する見込み

重点番号３－④－１
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２-24 献血推進事業
薬務課８５６千円

（R４ 866千円）

事業内容 事業イメージ

背景・目的・概要

重点番号３－①－２６

≪背景≫
・輸血に必要な血液は手術などの治療に欠かせないものである。一方、医療
技術や科学技術の目覚ましい進歩にある現在においても、血液を造ること
は未だ不可能であり、献血により血液を確保する必要がある。

・少子高齢化（高齢化と若年層の減少）が進行により、今後、ますます血液
需要の増加と献血協力者の減少が見込まれ、将来的な血液不足が懸念され
ている。

・そのような背景から、将来の 献血を担う若年層対策は血液確保における
最重要課題の一つとしてあげられている。

・中学生は献血に直接協力できない年齢ではあるものの、若い頃から、献血
に対する考え方や必要性を教育することは非常に重要であるため、中学生
を対象とした事業を展開するものである。

≪目的≫
・人間尊重と相互扶助の精神を基本理念とした献血意識の普及啓発を図るため、
将来の献血の担い手である県内の中学生から献血推進ポスターを募集する。

≪概要≫
・福島県内の中学校又は特別支援学校中等部等に籍を置く中学生を対象に、
献血思想の普及啓発に関するポスター作品の応募を募り、集まった応募作品
の中から審査会を経て、最優秀作品（１点）、優秀作品（２点）、入選
（８点以内）、学校賞（２校）を選出し、表彰式において受賞者を表彰する。

・最優秀作品及び優秀作品に選ばれた作品については、各中学校等に配布する
ポスター（献血啓発資材）として活用する。

（参考）

令和３年度受賞作品ポスター

ジュニア献血ポスターコンクールフローチャート

応募作品 審査会 最優秀作品等、受賞作品決定 表彰式

- 40 -



◆ ふくしま結婚・子育て応援センター◆

◆ 市町村◆

重点番号 ５－①－５

３-１ （一部新）結婚・子育て応援事業
こども・青少年政策課３５７,９９９千円

（R4 200,065千円）

事業イメージ事業内容 背景・目的・事業の課題・概要

【背景】
本県の合計特殊出生率は1.36（全国平均は1.30）であり、全国平均を上回っているものの、未婚率の

上昇や晩婚化の進行に伴う出生数の減少等により、県人口が減少し、活力が失われかねない状況にあ
る。特にコロナ禍の2年間ではコロナ禍以前の5年間と比較して婚姻数が大きく減少している。また、
出生数も過去10年間のうち平成28年の前後5年間で減少率が大きくなり急速な少子化が進んでいる。

【目的】
結婚を望む人が結婚し、安心して子どもを生み育てられる環境を築く

【事業の課題】
・比較的人口の少ない市町村においては、必要性を感じていながらも、十分な予算、人員確保、

ノウハウ不足等の事情により婚活イベントの実施ができない状況にある。
・結婚支援において県と市町村間の既存の連携を拡大する余地がある。
・はぴ福なびの女性会員の割合が３割未満であり、婚活イベントの参加者についても男性会員と比較

して少ない。オンラインイベントにおいては、特に女性から心理的抵抗感があるとの声が挙がって
いる。

◆合計特殊出生率 2021年１．３６
（全国１．３０）

県人口が減少し、活力が失われかねない状況

◆県人口2040年に約143万人に減少する
と推計される

（福島県人口ビジョン）
県民の希望出生率 2040年２．１１
を達成することを目指す

◆未婚率の上昇
◆晩婚化の進行

【背景】

【目的】
結婚を望む人が結婚し、
安心して子どもを生み育てられる環境を築く

①ふくしまえんむすび事業
・ふくしま結婚・子育て応援センターの運営
・「世話やき人」の養成及び市町村との連携
・結婚マッチングシステム「はぴ福なび」の運営
・婚活イベント・セミナーの開催
・ふくしま結婚応援サポーター企業との連携

④ふくしまイクメン事業

妊娠

結婚

子育て

出産

本県の各指標について
◆50歳時未婚率(男性) R2 28.33% ※H27 24.69%  
◆50歳時未婚率(女性) R2 15.25% ※H27 11.63%
◆婚姻数の減少数 R1→R3 平均▲584件 ※H26→R1 ▲240件
◆出生数の減少率 H28→R3 平均▲22.52% ※H23→H28 ▲8.81%

【概要】
①ふくしまえんむすび事業（補助率：３／４）

結婚から子育てまで切れ目なく支援するため、「ふくしま結婚・子育て応援センター」を中心に、
ライフステージ毎に応じて各種事業を実施する。

令和５年度においては婚活イベント・セミナーの実施回数を増加させる。特に比較的人口の少な
い市町村を中心に、県との合同婚活イベントを新たに開催することで単独では開催が困難な市町村
を支援する。また、はぴ福なびの登録出張会・登録料助成、結婚支援ボランティアの合同研修会・
情報交換会の実施を新たな市町村で実施する等、県と市町村の既存の連携の拡大を図る。さらに、
はぴ福なびの女性会員、婚活イベントへの女性参加者の増加を図るため、広報面の強化を図る。
②市町村えんむすび応援事業（補助率：３／４、２／３、１／２）

国の地域少子化対策重点推進交付金を活用し、市町村が独自に実施する少子化対策を支援する。
③結婚新生活応援事業（補助率：２／３、１／２）

新規に婚姻した世帯（世帯所得500万円未満）に対し、新生活費用（新居の家賃、引越費用等）
を支援する市町村の事業に対して補助する。また、令和５年度からは一般コースに加え、新たに都
道府県主導型市町村連携コースを実施する。
④ふくしまイクメン事業（補助率：２／３）

プレパパ、子育て中の男性を対象とし、男性の家事・育児参画を目的としたセミナー開催および
新たに啓発動画の作成を行う。啓発動画については、作成後市町村と連携し、周知を図る。

②市町村えんむすび応援事業
③結婚新生活応援事業
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事業イメージ事業内容

背景・目的

概要

近年、産科医師不足や分娩取扱医療機関の減少に伴い、安心して
子供を生み、育てやすい環境の確保が課題となっている。
そのため、妊娠、出産から新生児に至る総合的な周産期医療体制

を確保することで「安心して子供を生み、育てやすい環境づくり」
を推進する。

周産期医療従事者に対する研修等の実施や、総合周産期母子医療セ
ンター及び地域周産期母子医療センター等に位置づけられている医療
機関に対する運営費の一部を補助する。

（１）周産期医療研修会の実施
（２）周産期医療協議会・専門部会の実施
（３）周産期母子医療センター等への運営費の補助

・補助対象病床：MFICU、NICU、GCU
・補助率 1/3（総合周産期母子医療センターは2/3）

事業の実施

県
（
福
島
県
周
産
期
医
療
シ
ス
テ
ム
整
備
事
業
）

ハイリスクな母体等の受け入れ
高度な周産期医療の提供
周産期医療施設との連携
周産期医療に関する研修の実施
周産期医療に関する情報センターの機能

総合周産期母子医療センター

公立大学法人福島県立医科大学附属病院

比較的高度な周産期医療の提供
地域の周産期医療関連施設との連携・連絡調整

地域周産期母子医療センター

一般財団法人大原記念財団大原綜合病院
一般財団法人太田綜合病院附属太田西ノ内病院
一般財団法人竹田健康財団竹田綜合病院
いわき市医療センター

周産期母子医療センター以外の施設で、ハイリス
ク妊娠、新生児の治療管理を行う

周産期医療協力施設

公益財団法人星総合病院
公益財団法人湯浅報恩会寿泉堂綜合病院
公立岩瀬病院
福島県厚生農業協同組合連合会白河厚生総合病院
公立相馬総合病院

国
（医
療
提
供
体
制
推
進
事
業
補
助
金
）

地域医療課１７８,３１５千円
（Ｒ４ 178,315千円）

重点番号２－①－３
３-２ 福島県周産期医療システム整備事業
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３-３ ふくしま子ども・女性医療支援センター運営事業
医療人材対策室１６３,８１４千円

（R4 159,987千円）

事業イメージ事業内容

背景・目的・概要

≪背景≫
・本県の産科医、小児科医の絶対数が不足している中で、周産期医療
従事者の労働環境も過重となるなど、本県の周産期医療は緊急の対策
が求められている。

≪目的≫
・県立医科大学に委託して「ふくしま子ども・女性医療支援センター」
を設置し、全国でも質の高い周産期医療を担う医師等を養成し、県民が
安心して子どもを産み育てることができる環境を整備する。

≪概要≫
・県内の周産期医療機関への医療支援や、県外からの周産期医療を担う
医師の招へい、専門診療や研究の指導・スキルアップのための研修会等
による医師の養成などを図る。

福島県 県立医大
事業委託

〇地域医療支援
県内拠点病院に対し、医師派遣を通じて診療、支援を行うことで、
県内の子ども・女性医療水準の向上を図る。

〇県外の医師の招へい
産婦人科や小児科の医師を県立医大や県内医療機関へ招へいを
する。

〇医師の養成
県立医大小児科学講座・産科婦人科学講座と連携し、子どもと女
性の医療に携わる医師を養成する。

〇スキルアップのための研修会・講習会
研修医や医療現場で従事している若手医師等を対象とした子ども
と女性の医療に関するスキルアップのための講習会を行う。

〇周産期医療広報・啓発
全国学会等にてのブース設営や市民公開講座を開催開催する。

重点番号３－④－２５
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３-４ 初期救急医療体制整備事業
地域医療課３,８５２千円

（R４ 3,852千円）

事業イメージ事業内容

背景・目的

概要

休日または夜間における軽傷の救急患者の医療提供体制を確保する
ため。

休日夜間急患センターを設置し、かつ小児科を標榜する医師を毎
夜間配置する市町村に補助金を交付する。

・補助対象事業費
運営に必要な職員諸手当等

・補助基準額
２１，０００円×診療日数

・補助率
１／４

・補助先
福島市、郡山市

事業の実施

国
（医療提供体制推進事業費補助金）

県
（小児初期救急医療推進事業）

福島市、郡山市

休日夜間急患センター

支
援

支
援

小児科医

重点番号２－①－１
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１ 関係機関連携による包括的な支援体制の
構築

（１）情報共有
（２）ニーズ把握
（３）役割分担
⇒不妊症・不育症支援ネットワーク協議会の実施

（４）人材育成
⇒不妊専門相談センター事業（研修会の実施）

２ 治療を受けやすい環境づくり
（１）医療提供体制の充実 ⇒生殖医療センター事業（医師等の確保）
（２）経済的負担の軽減（※）
（３）治療と仕事との両立支援（※）

４ プレコンセプションケアの推進
（１）プレコンセプションケア、思春期保健等の取り組み強化（※）
⇒不妊専門相談センター事業（一般の方向け講習会の実施）

３ 心理・社会的支援の充実
（１）相談支援の充実 ⇒不妊専門相談センター事業（センター設置）
（２）ピアサポート活動の推進（※）
（３）特別養子縁組・里親制度の活用促進（※）
（４）治療後のフォロー体制の充実（※）

重点番号 ５－①－６

３－５ 不妊症・不育症支援ネットワーク事業
９２,９３３千円
(R4 102,138千円)

子育て支援課

不妊症・不育症の診療体制や相談支援体制の整備や関係機関連携による包括的な支援体制の構築により、望む治療を受けることがで
きる、また、安心して治療を受けることができる環境をつくり、「日本一安心して子どもを生み、育てやすい環境づくり」及び多様な
ライフプランの実現に寄与する。

・県内医療機関の中核となる「福島県立医大生殖医療センター」の診療体制強化 ア 生殖医療センター事業
・不妊症・不育症に悩む方への心理社会的な支援の充実 イ 不妊専門相談センター事業
・県内の関係機関の連携による包括的な支援の実現 ウ 不妊症・不育症支援ネットワーク協議会事業

目指す将来像

課題及び対応する事業

事業イメージ（本県における不妊症・不育症支援の全体像）※本事業による実施は太字箇所

（※）は他事業、他課・関係機関との連携による実施内容
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Ｒ５
（新規）

不妊検査 不妊治療

〔一部保険適用〕
〔保険適用〕

なし

〔保険適用外〕

令和４年４月から不妊治療の一部が保険適用となったが、保険適用とならない治療（混合診療、先進医療、年齢・回数制限超過）
を受ける場合の自己負担が高額となり、治療の選択肢が狭まるおそれがあることから、治療費の一部を助成して経済的負担の軽減を
図り、望む治療を受けられる環境を整備する。

（１）混合診療に対する助成（上限３０万円（胚移植のみの場合１０万円））
※一部保険適用外の治療が含まれることにより全額自己負担となる治療への助成

（２）保険の回数上限又は年齢上限を超えた治療に対する助成（上限２０万円（胚移植のみの場合１０万円））
（３）先進医療に対する助成（上限１０万円）
（４）不妊検査に対する助成（上限３万円）

不妊検査
（上限3万円）

混合診療(上限30万円 他)

先進医療(上限10万円)

回数上限超過
年齢上限超過

(上限20万円 他)

参考 福島ならではのライフステージに応じた支援（Ｒ５年度新規拡充）

○未熟児等に対する健康支援事業
〔R4 75,497千円→ R5 94,477千円(18,980千円拡充)〕
先天性代謝異常等の拡大スクリーニング検査料金の
費用負担を軽減する。

○病児保育促進事業
〔R4 17,027千円→ R5 28,203千円(11,176千円拡充)〕
病児保育施設の広域受入を行う市町村に対し、広域利用市町
村数に応じて運営費の一部を補助する。

出
産

子
育
て

（事業イメージ）

子育て支援課
重点番号５－①－１９

３－６(一部新)不妊治療支援事業
１８８,２９５千円
（R4 133,227千円）

１ 事業の目的

２ 事業の内容
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１,４５２千円
（R4 1,307千円）

子育て支援課

事業イメージ事業内容

３－７ 妊産婦等支援事業

背景 ・ 目的

概 要 県、各保健福祉事務所

〇女性のミカタ健康サポートコール
等事業

〇ＨＴＬＶ－１母子感染対策事業

〇妊婦連絡票等活用事業

〇妊娠高血圧症候群等特別助成事業

○リトルベビーハンドブック活用事
業

核家族化や地域のつながりの希薄化等により、地域において
妊産婦やその家族を支える力が求められていることから、地域
の特性に応じた妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援
を行うための事業を実施する。

妊産婦等の支援を行う以下の事業を実施する。

〇女性のミカタ健康サポートコール等事業
不妊や不育症、妊娠に関する悩み、思春期、更年期等の

女性特有の健康に関する相談への対応
〇ＨＴＬＶ－１母子感染対策事業

母子感染対策の体制整備を図る
〇妊婦連絡票等活用事業

産科医療機関等と市町村が連携し、妊産婦を早期に支援
する体制の整備

〇妊娠高血圧症候群等特別助成事業
妊娠高血圧症候群等に罹患している妊産婦に対する療養

費の支援
○リトルベビーハンドブック活用事業

低出生体重児を持つ保護者が活用できるハンドブックの作
成

相談

支援

妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援

市町村

医療機関
（産科・小児科・精神科）

連携

・不妊
・不育症
・妊娠に関して
・思春期に関して
・更年期に関して

重点番号５－①－２０
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子育て支援課

事業イメージ事業内容

１,３２８,９３５千円
（R4 2,118千円）

県

・会議の開催
・研修会の開催
・伴走型相談支援事業等への補助

市町村 こども家庭センター
市町村役場

市町村が妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援

を行う体制を整備できるよう支援することを目的とする。

1,328,935千円
（国庫1,062,411千円）

（１）市町村等連絡調整支援事業
市町村及び関係機関が妊産婦支援に関する情報を共有

できるよう、連絡調整会議を実施する。

（２）妊産婦等支援力向上事業
市町村がこども家庭センター設置や機能充実等に必要な

専門知識の習得を支援するため、県および保健福祉事務所
において、必要な研修を実施する。
また、市町村の抱える課題に応じて、アドバイザー等を

派遣する。

（３）（新）出産・育児等における伴走型相談
支援推進事業
市町村が実施する伴走型相談支援事業及び妊娠・出産時

の経済的支援事業を実施するのに要する費用の一部を補助
する。

支援

支援

妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援背景・目的

概 要

重点番号５－①－２３
３－８(一部新)市町村妊娠出産包括支援推進事業
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２９,５２９千円
（R４ 29,536千円）３-９ 産前・産後支援事業

子育て支援課

事業イメージ事業内容

背景 ・ 目的

概 要

市町村

妊婦や乳幼児を持つ保護者を対象に、子育てや母乳等に
関する相談を実施する。

29,529千円（国庫29,529千円）

〇 助産師による相談支援

妊婦や乳幼児を持つ保護者を対象に、助産師による相談支

援を行う。

・ふくしまの赤ちゃん電話健康相談（専用電話）

・LINE・Zoomによるオンライン相談

〇 母乳放射線検査

産婦に対し、母乳放射線検査を実施する。

〇 母子保健指導者研修会

母子保健に関する相談援助業務に当たる市町村保健師や医

療従事者等を対象に研修を行う。

県

〇 助産師による相談支援
「ふくしまの赤ちゃん電話健康相談」
妊娠中や小さなお子さんの健康、母乳

育児や子育てに関する不安など、さまざ
まな悩みに対応する

〇 母乳放射線検査
産婦に対し、母乳放射線検査を実施

〇 母子保健指導者研修会
母子保健に関する相談援助業務に当た

る市町村保健師や医療従事者等を対象に
研修を行う

・妊娠中
・子どもの
健康

・母乳育児
・子育てに
関して

等

母乳放射線
検査

相談

支援

検査

研修会

福島県助産師会
連携

重点番号５－①－２１
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重点番号５－①－２２

３-10 家庭訪問型子育て支援事業
子育て支援課５０１千円

（R4 501千円）

事業イメージ事業内容 背景・目的・概要

子育て家庭の孤立が問題になっているなか、民間団体が実施する
家庭訪問型の子育て支援は、市町村の子育て支援事業の手の届きに
くい部分を補完する取り組みである。

令和４年９月現在、県内で１４団体がホームスタート事業を実施
しているが、未設置地域においては支援が行き届いていない状況で
あり、県全体へ支援を広げていく必要がある。

そのため、ホームスタートに携わる支援者を育成し、県内におい
て子育てをする家庭が安心して子育てできる環境を整備することを
目的とする。

背景 ・ 目的

概 要

○家庭訪問型の子育て支援団体設立支援事業 501千円
ホームスタート事業の中核となるオーガナイザーの人材を確保し、

育成するための研修会を実施し、新たな団体の設立に向けた支援を
行う。
・委託先 福島ホームスタート推進協議会
・研修回数 年１回（３日間）
また、交流会を開催し、ホームスタート活動の効果等について周

知し、未実施地域での導入促進を図る。
・開催回数 年１回

ホームスタート

○オーガナイザー

訪問マネジメント等

○ホームビジター

傾聴・協働

子育て家族

訪問支援

市町村

・乳児全戸訪問

・養育支援事業等

連携

福島県

人材育成等支援等
・オーガナイザー
育成事業

支援

支援
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７４４,７９４千円
（R4 636,275千円）３-11 教育･保育施設整備事業(安心こども基金)

子育て支援課

事業イメージ事業内容

背景・目的・概要

条件（対象者・対象行為・補助率等）

教育･保育施設の整備を行う市町村に対して安心こども基金を
活用し、支援する。

安心こども基金特別対策事業

保育所等の施設整備
安心こども基金を活用して民間の保育所等の施

設整備に対して補助する。

安心こども基金特別対策事業
安心こども基金を活用して補助する。

県
基金を取り崩して補助

市町村

重点番号５－①－２９

国

国から交付を受け、
基金を造成

市町村等が民間保育所等の施設整備を実施する場合に、
当該整備に係る経費の一部を補助する。

【補助率】
①通常
国：1／2 市町村：1／4 設置者：1／4

②新子育て安心プラン実施計画が採択されている場合
国：2／3 市町村：1／12 設置者：1／3
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３-12 認定こども園施設整備事業
子育て支援課１４,６５１千円

（R4 635,328千円）

事業イメージ事業内容

背景・目的・概要

条件（対象者・対象行為・補助率等）

幼児期の教育･保育を一体的に行う認定こども園の整備を支援する。

１ 複合化･多機能化推進事業
避難地域等市町村における認定こども園の幼稚園機能部分等の施設
整備へ補助する。
補助率4分の3（基幹事業）
補助率5分の4（効果促進事業）

２ 認定こども園環境整備事業
社会福祉法人設置の幼保連携型認定こども園の環境整備へ補助する。
補助率2分の1

認定こども園の施設整備
認定こども園の施設整備に対する補助

１ 複合化･多機能化推進事業
福島再生加速化交付金を活用して補助する。

県
補助

市町村等国

２ 認定こども園環境整備事業
教育支援体制整備事業費交付金を活用して補助する。

県
補助 幼保連携型

認定こども園
(社会福祉法人設置)

国

重点番号５－①－３２
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３-13 保育対策総合支援事業
子育て支援課１６２,０９３千円

（R4 120,395千円）

事業イメージ事業内容

背景・目的・概要

条件（対象者・対象行為・補助率等）

保地域の実情に応じた保育需要に対応するため、市
町村が実施する保育人材の確保等を支援することにより、
子どもを安心して育てる環境の整備を行う。

1 保育対策総合支援事業
市町村が実施する保育人材の確保等に必要な経費の

一部を補助する。

２ 医療的ケア児保育支援事業
保育所等において医療的ケア児を受け入れる市町村

に対し、看護師配置等の費用の一部を補助する。

重点番号５－①－３３

①保育体制強化事業
清掃業務や遊具の消毒、園外活動児の見守り等といった保育に係る周辺業務を行う者

（保育支援者）の配置の支援を行い、保育士の業務負担の軽減を図る。

②保育補助者雇上強化事業
所育所等における保育士の業務負担を軽減し、保育士の離職防止を図ることを目的と

して、保育士の補助を行う保育事業者の雇上げに必要な費用の一部を補助する。

③認可外保育施設の衛生・安全対策事業
認可外保育施設に従事する職員等に対して健康診断を実施することにより、認可外保

育施設における衛生・安全対策を図り、もって子どもの福祉の向上を図る。

④保育環境改善等事業
所育所等において、必要な改修や設備の整備等に要する費用の一部を支援する。

⑤保育所等の質の確保・向上のための取組強化事業
保育所職員等に対して、遵守・留意すべき内容や重大事故防止に関して必要な知識、

技能の習得、資質の確保のための研修の実施等に要する費用の一部を補助する。

⑥放課後居場所緊急対策事業
放課後児童クラブの待機児童が解消するまでの緊急的な措置として、児童館や公民館

等に専門スタッフを配置し、放課後の子どもの居場所を確保するために要する費用の一
部を補助する。

⑦保育所等における要支援児童等対応推進事業
保育士が有する専門性を活かした保護者の状況に応じた相談支援などの業務を行う地

域連携推進員の配置等に必要な費用の一部を補助する。

⑧医療的ケア児保育支援事業
保育所等において医療的ケア児の受入れを可能とするための体制を整備し、医療的ケ

ア児の地域生活支援の向上を図る。
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３-14 保育人材確保対策事業
子育て支援課８,６０４千円

（R4 8,630千円）

事業イメージ事業内容

背景・目的

事業の概要

保育士として就業していない者（潜在保育士）などの相談支援、就職あっせ
ん等を行い、保育人材の確保を図る。

※委託先：県社会福祉協議会

① 求職者及び求人者に係るコーディネート
・相談支援
・求職・求人登録並びに就労支援
・広報・周知

○保育施設等情報サイト「ふくしま保育ナビ」の拡充（Ｒ３～継続）
○就職者・保育所の好事例作成、ホームページへの掲載（Ｒ４～継続）

② 現状の課題把握等
・雇用環境確認、課題の把握並びに検討等

③ 説明会の実施
・仕事説明会、職場見学会等の開催

重点番号５－①－３５

福島県子ども・子育て支援事業支援計画に基づき市町村が保育サービスを
提供するために必要となる保育士等を安定的に確保できるよう、保育士等確
保のための事業を実施する必要がある。
このため、潜在保育士の再就職支援や保育所の潜在保育士活用支援等を行

う「保育士・保育所支援センター」を設置し、保育人材の確保を図る。

１ 保育士・保育所支援センター設置運営事業 8,604千円

保育士・保育所
支援センター
（県社会福祉協議会内）

①相談
②求職登
録

③マッチ
ング

④応募
⑤面接・
選考

⑥採用・
就職

就職までの流れ

福祉人材
センター

ハロー
ワーク

福島県

委託

求職
登録連携

求職
相談

支援 見学
調整

求人
相談

保育所

認定こども園

学童クラブ

児童施設

事業者

潜在保育士

養成校の学生

子育て支援員

現役保育士

求職者

求人
登録

支援の内容
○相談
○求人情報の提供、マッチング
○施設見学・体験、イベント案内

コーディネーターが就職をサポート
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子育て支援課１０,３６５千円
（R4 8,556千円）

事業内容

３-15 （一部新）保育人材総合対策事業
重点番号 ５－①－３６

事業イメージ

保育人材の
安定的な
確保・定着

関係機関と
の連携

本県において喫緊の課題となっている保育人材の不足を
解消するため、保育士等の確保・定着に資する事業を実
施する。

本県において喫緊の課題となっている保育人材の不足を
解消するため、保育士等の確保・定着に資する事業を実
施する。保育人材対策連絡会（H29～） 332千円

養成校における就職説明会（H29～） 1,406千円

保育施設等経営者向けセミナー（R2～）
1,320千円保育実習指導者研修事業（H31～） 1,127千円

県外保育士移住促進事業（R2～） 4,800千円

新採用保育士合同研修事業（H31～）
660千円

○県内の保育施設等の経営者を対象に、保育を取
り巻く情勢や動向、保育士の採用情報などを提
供するとともに、保育士が働きやすい職場づく
りについて学ぶためのセミナーを開催（集合・
動画配信）し、保育人材の確保・定着を図る。

※委託先：県社会福祉協議会

○保育施設の実習指導者向け研修を行うとともに、
指定保育士養成施設と保育施設との意見交換の場
を設ける。

※委託先：県保育協議会

○県内の指定保育士養成施設や保育関係団体、雇用
関係機関等が意見交換を行うための連絡会を開催
する。

○【新】移住支援金
県外から移住して県内の保育所等に就職した
保育士に対し、移住支援金を支給する。

※委託先：県社会福祉協議会

県内の保育施設等における保育士等の安定的な確保・定着を図るため、指定保育士養
成施設や保育関係団体、雇用関係機関等と連携し、保育人材の総合的な対策を行う。

関
係
機
関
と
の

連
携

人

材

確

保

・

人

材

育

成人

材

確

保

・

人

材

育

成

就

業

継

続

支

援

○保育士の資質向上を図るとともに、就労継続を
支援する。

※委託先：県社会福祉協議会

保育士宿舎借り上げ支援事業（H30～）
720千円

人材確保・
人材育成

確保・定着
（就業継続支
援）

働く職場の
環境改善

指定保育士養成施設・保育関係団体・
雇用関係機関・市町村

県保育協議会・県社会福祉協議会

○県内の保育所等に就職を希望する保育士や、指定
保育士養成施設に通う学生、保育の仕事に関心の
ある方等を対象に、施設情報や求人情報を提供す
るため、就職説明会を行う。

※委託先：各地域の指定保育士養成施設

○市町村が保育士の宿舎を借上げる保育事業者に
補助する場合、事業者負担分の一部を補助する。

※補助先：市町村、補助率：１／４

○就職活動助成金
県内の保育所等に就職を希望する県外在住の保
育士等に対し、保育所等での実習や就職活動に要
した交通費等を助成する。
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３-16 認可外保育施設運営支援事業
子育て支援課４,３４０千円

（R4 4,213千円）

事業イメージ事業内容

背景・目的・概要

条件（対象者・対象行為・補助率等）

認可外保育施設に入所する児童の健康管理、保育環境や職員の
質の向上を図るため、経費の補助や研修を行う。

１ 認可外保育施設運営支援事業
（１）入所児童健康診断費補助

認可外保育施設が実施する入所児童の健康診断に要する
経費の一部を市町村を通して補助する。
・補助先 認可外保育施設の運営費補助を行う市町村
・補助単価 １施設当たり年額108,500円上限
・補助率 １／２

（２）認可外保育施設に通う児童の保育に要する費用の一部を
市町村を通して補助する。
・補助先 認可外保育施設の運営費補助を行う市町村
・補助単価 3歳未満児1人当たり年額20,000円上限
・補助率 １／２

1 認可外保育施設運営支援事業

２ 認可外保育施設職員研修事業
子ども子育て支援体制整備総合推進事業費補助金を活用

して事業を実施

重点番号５－①－３１

２ 認可外保育施設職員研修事業
認可外保育施設職員の保育技術向上のための研修会を開催し、

保育の質の向上を図る。
・対象は、認可外保育施設の関係職員、その他希望者
・Web動画配信方式で実施予定

県

市町村を通して運営費を補助

市町村 施設

３歳未満児を保育

施設
職員

研修（動画配信方式）

施設
管理者

施設
経営者

希望者
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３-17 保育所等安全対策推進事業
子育て支援課８,８８７千円

（R4 9,045千円）

事業イメージ事業内容

背景・目的・概要

条件（対象者・対象行為・補助率等）

保育所等の事故防止のため、巡回支援指導員を
配置して施設を巡回指導するとともに、施設の管
理者や職員等を対象とした事故防止の研修を実施
する。

1 保育所等安全対策推進事業

保育所等の事故防止のため、巡回支援指導員
２名を配置し、保育所等への巡回指導を行う。
また、施設の管理者や職員を対象とした事故

防止推進のための研修を実施する。

保育所等の安全対策

巡回支援指導員による保育所等の各施設への巡回と
施設の管理者や職員を対象とした事故防止推進のため
の研修を実施する。

1 保育所等安全対策推進事業

・巡回指導員２名を配置し、保育所等の各施設への巡
回指導を実施する。

・施設の管理者や職員を対象とした事故防止推進のた
めの研修を実施する。

重点番号５－①－３０
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子育て支援課４２,３４５千円
（R4 47,064千円）

事業内容

３-18 （一部新）保育の質の向上支援事業
重点番号５－①－３４

事業イメージ

保育所、認定こども園、地域型保育事業、放課後児童クラブ等の地域子ども・子育て支援事業に従事する職員の資質向上、
人材確保及び業務効率化並びに幼児教育・保育の質の向上を図るため、各種研修等を実施する。

各

種

研

修

の

実

施

保育士等キャリアアップ研修事業 20,432千円

潜在保育士再就職支援研修事業 440千円

事務効率化事例発信事業 150千円

○保育士の処遇改善等加算の要件となる研修を実施する。
※委託先：公募事業者

○保育士として就業していない者（潜在保育士）の再就職を
支援するため、現場復帰に必要な研修を実施する。

※委託先：県社会福祉協議会

○ＩＣＴ化を実施した保育所等の導入効果やその他業務効率
化の事例を取りまとめ、保育関係者や市町村担当者を対象
に事例発表会を開催し、県内での水平展開を目指す。

資質向上

保育所、認定こども園、地域型保育事業

子育て支援員研修事業 9,364千円

放課後児童支援員認定資格研修事業 5,630千円

放課後児童支援員等資質向上研修事業 5,264千円

○小規模保育、家庭的保育、一時預かりの担い手とな
る「子育て支援員」を養成する研修を実施する。

※委託先：公募事業者

○放課後児童クラブの現任の従事者を対象に、初任者
研修（１年から５年未満を目安）、中堅者研修（５
年以上を目安）及び専門研修（放課後子供教室に関
わる者等も対象）を実施する。

※委託先：公募事業者

○放課後児童支援員として有資格者となるための研修
を実施する。

※委託先：公募事業者

人材確保育成

業務効率化

地域子ども・子育て支援事業

【新】ふくしま保育環境向上支援事業 1,065千円

○園庭等の環境改善事業を実施した保育所等において得られ
た保育の質向上に関する知見や効果を取りまとめ、県内の
保育施設での共有・横展開を図る。

※委託先：こども環境学会

幼児教育推進
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３-19 （一部新）病児保育促進事業
子育て支援課２８,２０３千円

（R4 17,027千円）

病
児
保
育
事
業
の
推
進

広域利用推進

運営継続支援

(1) 病児保育広域化推進事業 79千円
病児保育施設の広域利用協定締結に向けた調整等の実施。

(2) 【新】病児保育広域運営支援事業 9,300千円
広域受入を行う病児保育施設の運営費を補助。
・１施設当たり広域利用市町村数×30万円
・新たに広域受入を実施する場合は50万円加算

(3) 病児保育設置促進事業 51千円
病児保育施設の設置に向けた調整等の実施。

(4) 病児保育施設整備事業 18,773千円
補助率：国3/10、県3/10、市町村3/10、法人1/10

○ 地域の子育て支援事業（病児保育事業・運営費補助）

新規設置促進

安
心
し
て
働
く
こ
と
が
で
き
る

環
境
の
整
備

連続３日間休むのは
きついなあ。。。

子どもが熱を出し
たけど、今日は仕
事を休めない。

重点番号 ５－①－３７

事業内容

背景・目的・概要

病児保育事業は、子どもが病気の際に自宅での保育が困難な場合に、病院・保育所等において病気の児童を一時的に保育する事業である。
地域子ども・子育て支援事業として位置づけられ、市町村が地域の実情に応じて実施することとされている。
安心して子育てを行うために必要な事業であるが、設備や人員配置の要件が厳しいこと、感染症の流行期等利用ニーズのばらつきが大きいこと

等の理由により、実施する市町村は多くはない。
こうした課題に対応し、保護者の利用ニーズに応えるため、市町村間の広域利用が進むよう協定締結に向けた調整のほか、広域受入を行う市町

村を支援するとともに、新規設置に向けた調整や施設整備を行う市町村を支援する。

事業イメージ
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３-20 放課後児童クラブ施設整備事業
子育て支援課５６,６７１千円

（R4 67,694千円）

事業イメージ事業内容

背景・目的・概要

条件（対象者・対象行為・補助率等）

市町村が策定する子ども・子育て支援事業計画に基づ
く放課後児童クラブの整備を促進することにより、児童
受入環境の整備推進を図る。

市町村等が放課後児童クラブの創設等を実施する場合に、
当該整備に係る経費の一部を補助する。
【補助率】
①市町村が整備を行う場合
国：1／3 県：1／3 市町村：1／3

②社会福祉法人等が整備を行う場合
国：2／9 県：2／9 市町村：2／9 設置者：1／3

【補助率嵩上げ措置（待機児童解消のための定員増を伴う
整備の場合）】
①市町村が整備を行う場合
国：2／3 県：1／6 市町村：1／6

②社会福祉法人等が整備を行う場合
国：1／2 県：1／8 市町村：1／8 設置者：1／4

重点番号５－①－４７

国

１／３

県

１／３

市町村

１／３

県

２／９

市町村

２／９

設置者

１／３

国

２／９

国

２／３

県

１／６

市町村

１／６

県

１／８

市町村

１／８

設置者

１／４

国

１／２

（公立）

（公立）

（民立）

（民立）

通常の補助割合

補助率嵩上げ後の補助割合

待機児童解消のための定員を伴う整備の場合、国補助率が嵩上げ
となる。
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３-21 ふくしま保育料支援事業
子育て支援課８８,１５８千円

（R４ 77,255千円）

事業内容

背景・目的・概要

条件（対象者・対象行為・補助率等）

子育ての経済的支援を望む声を踏まえ、３人以上の子どもを養育している世帯
に対する保育所保育料の軽減措置を行う市町村を支援し、子育てにかかる保護者の
経済的な負担感の軽減を図ることにより、仕事等の社会的活動と子育て等の家庭生
活の調和を図ることができる環境づくりを推進する。

保育所等及び認可外保育施設を利用する世帯について、第３子以降の３歳未満
児にかかる保育料の一部を市町村を通じて補助する。

(1) 補助先：市町村（中核市を除く）
※ 県補助を受けた金額又は、市町村において上乗せした金額を減免する事
業を実施する市町村

(2) 補助対象：第３子以降の３歳未満児にかかる保育料の一部
【認可保育所等】

第2～第4階層：市町村の保育料徴収基準額による保育料の１／２
第5～第8階層：市町村の保育料徴収基準額による保育料の１／４

※ 階層区分は保育所運営費国庫負担金にかかる保育所徴収金基準額表によ
る。

【認可外保育施設】
10,000円又は保育料の1/2のいずれか低い額

(3) 補助率：１０／１０

(4) 対象児童

ア 

５

歳 
３

歳 
１

歳 

イ 

17

歳 
14 

歳 
２

歳 

ウ 

21 

歳 
17 

歳 
３ 

歳 
１ 

歳 

第３子以降：保護者等が現に扶養している児童（18 歳に達するまでの者）が３人

以上いる世帯の児童のうち、３人目以降の３歳未満の児童。 

３歳未満：保育の実施がとられた年度の初日の前日における年齢が 3 歳に達してい

ない児童。 

重点番号 5－①－３２
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広域的活動への補助

重点番号 ５－①－４４

３－２２ （一部新）子どもの居場所づくり支援事業
こども・青少年政策課１１,７８０千円

（R４ 11,000千円）

事業イメージ事業内容

背景・目的・概要

【背景】
子どもの居場所は、子どもたちの自己肯定感を育むだけでなく、

支援が必要な子どもたちやその家族を行政機関・支援機関に繋ぐ
セーフティネットとしての役割を果たすなど、誰一人取り残さない
社会の実現に向けて重要な役割を果たしている。
【目的】
子どもの居場所の新規開設及び活動基盤の強化を支援し、支援が必

要な子どもたちやその家族を地域で見守る体制を強化する。
【概要】
①子どもの居場所づくり支援事業（負担金、補助及び交付金）
・子どもの居場所を新たに開設する事業
補助率：４／５ 補助上限額：４００千円

・子ども食堂を広域的に支援する事業（例：フードバンク等）
補助率：４／５ 補助上限額：８００千円

②子どもの居場所基盤強化支援事業（委託料）
子どもの居場所の活動資金の獲得方法を多元化するなど、継続
的に活動することができるよう、アドバイザーによる研修会を
開催し、必要に応じて講師を各団体に派遣する。

③市町村担当者向け研修会事業（直営）
子どもの居場所が設置されていない空白地域の解消、充足率の
向上を目的として市町村担当者向けに子どもの貧困対策に特化
した研修会を開催する。

活動資金獲得方法の多元化など活動基盤を強化

子どもの
居場所

【事業効果】
・子どもの居場所の空白地帯の解消、充足率の向上によって、
子どもたちの居場所へのアクセスが容易になる。

・子どもの居場所の活動基盤が強化されることによって、継続
的に子どもたちを地域で見守る体制が確立される。

①子どもの居
場所づくり支
援事業

③市町村担当
者向け研修会

事業
活動をバックアップ

②子どもの居
場所基盤強化
支援事業

新たな
子どもの
居場所

新規開設費用の補助
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重点番号 ５－①ー49

３－23 （一部新）こども家庭センター設置促進事業
子育て支援課１２１,８０５千円

（R4 37,904千円）

事業イメージ事業内容

市町村における妊産婦、子育て世帯、子どもへ一体的に相談支援
を行う機能を有する機関（こども家庭センター）の設置促進のため、
一体的なマネジメントを行うための施設整備を行う場合の整備費用
や、統括支援員の配置等に関する運営費等を支援する。

背景 ・ 目的

概 要

〇 こども家庭センター設置促進事業 121,805千円

（１）こども家庭センター整備事業 99,995千円

・内容 市町村のこども家庭センターの整備費等の支援を行う

・実施主体 市町村

・補助割合 国９／１０、市町村１／１０

（２）こども家庭センター運営事業 21,810千円

・内容 こども家庭センターの運営に係る統括支援員の配置に必

要な費用や、家庭・養育環境支援の円滑導入に要する費

用の支援を行う。

・実施主体 市町村

・補助割合 国２／３、県１／６、市町村１／６

児童福祉
（こども家庭総
合支援拠点）

母子保健
（子育て世代包括
支援センター）

こども家庭センター（一体的相談支援機関）

児童福祉 母子保健

片方未整備、距離が離れている等連携が不十分 等

新たな施設の整備、既存の施設の増築・改築等
の整備費用の支援

統括支援員の配置等による
母子保健と児童福祉の連携強化

統括支援員の配置費用の支援
家庭・養育環境支援の円滑導入支援
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３-24 地域の子育て支援事業
子育て支援課

事業内容

２,９２６,６６５千円
（R4 2,817,352千円）

事業概要

市町村子ども・子育て支援事業計画に従って実施される利用者支援事業、放課後児童健全育成事業（放課後児童ク
ラブ）、一時預かり事業等の地域子ども・子育て支援事業を実施する市町村に対し、事業を実施するために必要な費
用に充てるため交付金を交付する。

〈主な事業の概要〉

◇ 利用者支援事業
子ども及びその保護者等、または妊娠している方が子育て支援を円滑に利用できるよう、必要な支援を行う。

◇ 放課後児童健全育成事業
放課後や週末等に児童が安心して生活できる居場所を確保するとともに、児童の健全な育成を支援する。

◇ 一時預かり事業
保育所等において児童を一時的に預かることで、安心して子育てができる環境を整備する。

【実施主体】：市町村 【補助率】1/3（国：1/3、都道府県：1/3、市町村：1/3）

利用者支援事業のみ1/6（国：2/3、都道府県：1/6、市町村：1/6）
対象事業

利用者支援事業、延長保育事業、実費徴収に係る補足給付を行う事業、多様な事業者の参入促進・能力活用事業、放課後児童健
全育成事業、子育て短期支援事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業、地
域子育て支援拠点事業、一時預かり事業、病児保育事業、子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター事業）

重点番号５－①－42
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３-25 児童相談所費行政経費
児童家庭課２１,１７６千円

（R4 19,908千円）

事業内容

重点番号 ５－①－５１

児童・保護者等への相談支援
児童の福祉の増進

心理学的・医学的な
相談支援

職員の資質
向上

相談対応
・支援

経験別、職種別、
テーマ別研修

機能強化
連携強化

情報管理システム
の運用

夜間・休日の
「１８９」相談
対応の外部委託

児童相談所費行政経費 ４，９９２千円

児童相談所虐待対応ダイヤル等受付業務委託 １３，０８８千円

児童相談所相談・連携体制強化事業 ２，００６千円

○定期・巡回相談会（心理学的・医学的な相談支援）
○児童相談所職員に対する研修（経験別、職種別、テーマ別研修）
○相談指導事務経費 等

○児童虐待ケース等の進行管理、記録作成、警察や保健福祉事務所
等との情報共有を円滑かつ適切に行うための情報管理システムの
運用に係る保守費用

○夜間・休日の虐待対応ダイヤル（１８９ いちはやく）からの電
話相談や虐待に関する通告の対応を外部委託することにより、虐
待通告への適切な対応や児童相談所の体制強化を図る。

事業イメージ

児童相談所において、児童及び保護者等への相談対応を行うほか、
職員の資質向上に向けた研修受講などを行う。

児童相談所職員人材育成推進事業 １，０９０千円

○児童相談所において、児童相談所職員に対する研修やその他業務
の支援を行うことにより、児童相談所職員の専門性の向上及び業
務の効率化を図る。

中央児童相談所
企画･研修部門の設置
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児童家庭課

事業内容

３-26 子どもの心のケア事業
１４５,３２６千円
（R４ 146,746千円）

重点番号 ５－①－２７

事業イメージ

子どもの心のケアセンター
１４５，３２６千円

○「ふくしま子どもの心のケアセンター」の運営
○アウトリーチによる支援
○県内外の支援者に対する研修・支援
○市町村事業に対する医療支援（精神科医の派遣・助言
指導）や臨床心理士等の専門的人材の派遣
○交流会の開催（県内・県外）
○パンフレットによる広報、啓発等

震災・原発事故により不安を抱える子どもの心を中長期
的に見守っていくため、行政、医療、福祉、教育等の関
係機関が連携して設置した「ふくしま子どもの心のケア
センター」が、市町村等に専門的人材を派遣するほか、
地域における支援体制の強化に取り組む。

支援から得られたデータの提供やエビデンスに基づく
支援の提案など、相互連携を行う

研究調査部門

支 援 部 門

ふくしま子どもの心のケアセンター

県外へ避難し
た家庭への心
のケア事業

被災児童・
保護者等の
支援

地域の支援
機関

アウトリーチ支援
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３-27 医療的ケア児支援事業
児童家庭課１０,３９８千円

（R4 12,534千円）

事業イメージ事業内容

背景・目的・概要

１ 医療的ケア児支援センター運営事業 ８,９２９千円

重点番号５－①－５５

医療的ケア児支援センターにおいて、医療的なケアを必要
とする児童及びその家族に対し、相談対応や情報提供、地域
の関係機関との連絡調整等を行うとともに、地域において医
療的ケア児への支援の総合調整を担うコーディネーターの養
成等を行う。

２ 支援者･コーディネーター養成研修事業 ９９４千円

３ 医療的ケア児地域支援体制に係る合同会議 ４７５千円

医療的ケア児の保護者及び関係者の相談に応じ、情報提供や助言
等を行う、医療的ケア児支援センターを運営する。
医療的ケア児支援センターでは、地域の医療的ケア児等コーディ

ネーターの配置促進、家族交流の場の提供を行う。

各地域で医療的ケア児に対し、福祉サービスの総合調整を行う、
医療的ケア児等コーディネーター等の養成を目的とした研修を実施
する。加えて、修了者へのフォローアップも行う。

県内の関係者による会議を行い、課題の把握や解決に向けた方策
の検討を行う。

医療的ケア児支援センター
（県）看護師１名、相談員２名

医療的ケアのある
子どもとその家族

障害児通所支援事業所

医療機関

訪問看護ステーション

就労支援関連施設 市町村（行政）

学校

保育所・幼稚園

相談支援事業所

※R4.4.1時点 県内に272名
人工呼吸器41名、痰の吸引106名など

○コーディネーターの配置促進
必要となるサービスを総合的に調整する

コーディネーターを育成し、市町村や圏域
単位での配置を進める。

○家族支援
・相談支援、情報提供
・交流の場の提供

・情報の集約 etc.

○地域支援
・困難事例への助言指導
・好事例等の情報提供
・地域課題の共有 etc.

（地域）医療的ケア児等コーディネーター
※地域での支援の要、総合調整役
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３-28こどもの夢を応援する事業
こども・青少年政策課

児童家庭課
２８,５４３千円

（R4 30,513千円）

事業イメージ事業内容

子どもたちの将来が、生まれ育った環境によって左右されることな
いよう、支援を行う。

こどもの将来応援事業（3,675千円）
リーフレット配布（新小学１年生）・ガイドブック配布（中学２年生）
ポータルサイトでの周知

未来に進もう！こどもの夢応援事業（21,667千円）
児童養護施設等を巣立つ子どもの支援

自立援助ホーム・心のアプローチ事業（3,201千円）
社会的養護が必要な子どもの支援

小学生

中学生

高校生

１８歳以上

目的

◯こどもの将来応援事業 ３，６７５千円
・支援や相談窓口の情報を子どもや家庭に届け、支援につなげる。

こども・青少年政策課

◯未来に進もう！こどもの夢応援事業 ２１，６６７千円
・高卒時に児童養護施設等から自立し、大学等へ進学する子どもに支援
給付金を支給し支援する。

◯自立援助ホーム・心のアプローチ事業 ３，２０１千円
・自立援助ホームを利用する子どもに対して心理面からの自立支援を行
う。

児 童 家 庭 課

重点番号 ５－①－５３
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児童家庭課４４,９２２千円
（R4 45,001千円）

事業内容

３-29 母子家庭等自立支援総合対策事業
重点番号 ５－①－５４

事業イメージ

○教育訓練講座を修了した場合に、受講費用の60％
相当額（雇用保険法上の教育訓練給付金の支給を
受けられる方は受講費用の40％相当額）を支給す
る。

○就職に有利な資格取得へ向けた養成機関における修
業期間について給付金を支給する。

○市町村民税非課税世帯 100,000円／月
○市町村民税課税世帯 70,500円／月
○修業期間の最後の1年間は、40,000円／月増額
○上限4年間

○高卒認定試験合格講座を開始した時、修了した時及
び合格した時に受講費用の一部を支給する。

○上限 150千円

○母子家庭等就業・自立支援センターの設置
○就業支援全般
企業訪問による求人開拓、求職相談、職場見学会、
就職後の定着支援（アフターフォロー）等

○各ひとり親家庭の状況に応じた自立支援プログラ
ムの策定

○高等職業訓練促進給付金を活用して養成機関に在
学し、就職に有利な資格取得を目指すひとり親家
庭の親に対し、入学準備金、就職準備金及び住宅
支援資金の貸付けを行う社会福祉法人に補助金を
交付する。

○ひとり親家庭の親に対する生活一般に係る相談支
援（気軽に相談できる人・場所づくり）

○食育や家計管理等の講習会・交流会の開催
（将来への備え、ひとり親同士の交流・情報交換）

○ひとり親家庭の子どもに対し、基本的な生活習慣
の習得支援、学習支援等を行う市町村に対して補
助金を交付する。

○補助率 国１／２、県１／４

ひとり親家庭の自立促進を図るため、就業相談、求人情報の提供、就職に有利な資格
取得の支援等を行うとともに、生活一般の相談支援や講習会・交流会を実施する。また、
ひとり親家庭の子どもに学習支援等を行う市町村に対して補助金を交付する。

就
業
支
援

資
格
取
得
支
援

生
活
向
上
・
生
活
支
援

相談窓口
支援機関

保健福祉事務所
（母子・父子自立支援員）
（就業支援専門員）

適切な相談窓口の紹介

母子家庭等就業・
自立支援センター

県・市町村ハローワーク

ひとり親家庭の自立の促進

・ひとり親が気軽に相談できる人・
場所づくり
・ひとり親同士の交流・情報交換

資格取得
支援

就業支援

相談窓口の一歩前の支援

生活向上
生活支援

母子家庭等就業・自立支援事業 １４，２８７千円

自立支援教育訓練給付金事業 ６７６千円

高等職業訓練促進給付金等事業 １９，５７９千円

高卒認定試験合格支援事業 ４００千円

高等職業訓練促進資金貸付事業 ２，２１０千円

子どもの生活・学習支援事業 ５，１４９千円

ひとり親家庭等生活支援事業 ２，６２１千円

資
格
取
得
支
援

など
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３-30 福島県子どもの学習支援事業
社会福祉課２３,４１９千円

（R４ 23,419千円）

事業イメージ事業内容

重点番号５－③－５

背景・目的・概要

条件（対象者・対象行為・補助率等）

国
1/2補助

県

貧困の世代間連鎖の解消を目指すため、生活困窮者
等の世帯の小学生・中学生及び高校生を対象に高校進
学支援及び高校中退防止の取組等を行う。

各市を除く、各保健福祉事務所管内の町村における生活
保護世帯又は生活困窮世帯に属している小学生、中学生、
高校生、その保護者等を対象に、以下の支援を行う。
（１）小・中学生を対象とした家庭訪問による学習支援
（２）高校中退防止に係る各種支援
（３）家庭訪問等による子どもやその親に対する相談支援
（４）奨学金等の就学資金に関する相談支援
（５）高校中退者への支援

学校
児童・民生
委員

教育委

員会

スクール
ソーシャル
ワーカー

町村福祉部
局

児童

相談所

地域若者サ
ポステ

福祉事務所
生活自立サポー
トセンター

事業受託者
（ＮＰＯ等）

ＣＷ・支援員による
支援

学習支援員
による支援

支援メニュー

家庭訪問
による学
習支援
（小・中
学生）

高校中退
防止支援
（高校生
活を把
握）

子ども・
親相談支
援

就学資金
相談等支
援（奨学
金）

高校中退者
支援（職場
体験・スキ
ルアップ
等）

•社会的能力

•自活能力の形成
（長期的目標）

学習面 生活面 教育・就労支援

生活保護受給世帯・

生活困窮世帯

必要に応じて連携

連携

家庭、子どもを
取り巻く課題

総合的に支援情報の共有
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重点番号 ５－①－４１

３－31 地域で支える子育て推進事業
こども・青少年政策課８,９９８千円

（R４ 22,724千円）

事業イメージ事業内容

背景・目的・概要

条件（実施主体・補助率・補助上限額）

【背景】
核家族化の進行や近隣者とのつながりの希薄化などにより、子育
て世帯の孤立化等が課題となっている。

【目的】
地域全体で子育てを支援する機運のより一層の向上を図る。
【概要】
民間団体や市町村から企画提案を公募し、審査・選定の上、事業
に必要な経費を補助する。
① 地域の子育て支援事業
② 市町村が創意工夫により実施する子育て支援事業

① 実施主体：民間団体（ＮＰＯ法人、任意団体等）
補助率：４／５ 補助上限額：８００千円

② 実施主体：市町村
補助率：３／４ 補助上限額：７５０千円

①補助率：４／５
上限額：８００千円

県

② 補助率：３／４
上限額：７５０千円

①地域の子育て
支援事業

②市町村が創意
工夫により実
施する子育て
支援事業

事業内容（想定例）
・子育て支援のための人材育成
・高齢者による若い子育て世代への支援
・中高生を対象とした子育て体験教室の開催
・子どもの権利の擁護や啓発等に関する事業

①
民間団体

②
市町村
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２１,６５８千円
（R4 15,230千円）３-32 （一部新）ヤングケアラー支援体制強化事業

児童家庭課

事業イメージ事業内容

背景・目的・概要

１ ヤングケアラー支援者研修事業 958千円

重点番号５－①－４

本来大人が担うと想定されている家事や家族の世話などを日常的に
行っている児童（ヤングケアラー）への支援体制を強化するため、広報
啓発、支援者への研修等の各種事業を実施する。

２ ヤングケアラー広報啓発事業 3,500千円

３ ヤングケアラー専門家会議の開催 440千円

ヤングケアラーについての関係機関のヤングケアラーに関する理解を
深めるための研修を実施する。

ヤングケアラーの認知率向上やヤングケアラー支援の理解を深めるた
め、広報啓発物を作成・配布する。

県庁各関係課による連絡会議や市町村の担当者を対象とした会議を開
催し、各機関が連携した支援を推進する。

４ ヤングケアラーコーディネーターの配置 9,009千円

各関係機関の連携の強化、支援における連携のあり方の検討等のため、
ヤングケアラーに関係する各分野の専門家による会議を開催する。

関係機関同士のパイプ役となるヤングケアラーコーディネーターを配
置し、関係機関への助言や連絡調整を行う。
５ ヤングケアラー関係機関会議の開催 96千円

ヤングケアラー

県
ヤングケアラーコーディネーターの配置

医 療 介 護 障 が い 教 育

司 法生活困窮子育て児童福祉

ヤングケアラーに関わる支援機関

専門家会議・庁内担当者会議・市町村担当者会議

広報啓発 助言・調整研 修

適切な支援
相談

発見

等

６ SNS相談の実施 7,655千円
SNSによる相談窓口を開設し、ヤングケアラー及びその保護者が抱え

る悩みをサポートする。

ＳＮＳ相談
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３-33 子育て応援パスポート事業
こども・青少年政策課１,８８２千円

（R4 1,893千円）

事業イメージ事業内容

重点番号５－①－４０

背景・目的・概要

条件（対象者・対象行為・補助率等）

社会全体での子育て応援の機運を醸成するため、県、市町村、企業
等が連携し、創意工夫の下、子育て世帯が各種割引・優待サービス等
が受けられるパスポートカードを交付する。

【カード交付対象者】
・県内市町村に住民登録している世帯のうち、子ども及び妊婦がいる世
帯。
・子どもとは、１８歳に達した後の最初の３月３１日を迎えるまでの者。
・パスポートカードは子ども一人に１枚の交付。

＜現行交付＞
ファミたん
カード

　
県

利用者
（子育て家庭）

協賛店舗等

市町村

子ども及び

妊婦がいる家庭 サービス内容を決定

事業のＰＲ・協賛店舗等のＰＲ（サービス内容等）

サービス提供

カード提示

パスポート
カード交付

パスポートカード
交付申込み 協賛ステッカー

交付

※「子ども」とは：１８歳に達した後の最初の３月３１日を迎えるまでの方

協賛申請

（割引・優待など）
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３-34 地域の寺子屋推進事業
こども・青少年政策課３,２５７千円

（R4 3,257千円）

事業イメージ事業内容

重点番号５－①－３８

背景・目的・概要

１ 背景
地域での子どもと高齢者との関わりが少なくなっている。また、震災に伴う転居

や核家族化の進行等で地域コミュニティが失われつつある。地域の高齢者の力を借
り、本県の復興を担う子どもたちを社会全体で育てるとともに、「子育てしやすい
環境」につなげる。

世代間交流
コーディネーター

高 齢 者

働きかけ、仲介

子どもたち

地域コミュニティの再構築

高齢者の力を借りた子育て支援 子どもたちの健全な育成

委 託 先

設置

地域の寺子屋セミナー

・講演（接し方等）
・実技指導

地域の寺子屋

・昔遊び（福笑い）
・伝統行事（団子さし）

セミナーで学んだ現代の子どもとの接し方等を用いて、地域の寺子屋を行う。日常
の生活の中でも地域の子どもたちや孫などへそのノウハウを生かし世代間交流を図る。

２ 概要
（１）世代間交流コーディネーターの設置
高齢者への事業参加への周知等の働きかけや、交流会へ参加する子どもがいる施

設との連絡調整、事業の企画・運営を専任で行う専門員としての世代間交流コー
ディネーターを設置し、事業の推進を図っていく。

（２）地域の寺子屋セミナーの開催
世代間交流を行うにあたり、子育ての仕方や子どもたちの現状が変化しているこ

とから、高齢者が子育て世帯・子どもの現状や、子どもとのふれ合い方等を学ぶセ
ミナーを開催する。その高齢者が日常生活においても、子どもの面倒を見たり交流
を図ったりしていくことで、社会全体での子育て支援を繋げていく。

（３）地域の寺子屋の開催
子どもから高齢者まで、誰でも参加・交流のできる機会を設け、交流のなかで昔

ながらの遊びや伝統を若い世代に伝えていく「寺子屋」を開催する。子ども達が高
齢者と触れ合うことで、新たな地域コミュニティーの形成や再構築、遊びによるス
トレスの軽減、地域の文化・伝統の伝承、他人との関係形成により子ども達の健全
な育成に寄与する。
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重点番号５－①－２８

３-35 児童福祉施設等給食体制整備事業
こども・青少年政策課１５３,６５５千円

（R4 187,011千円）

事業イメージ事業内容

背景・目的・概要

【背景】
原子力発電所事故以来、児童福祉施設等の給食用食材については、できる限り

安全・安心なものを提供するよう努めているが、保護者等の不安の声がある。

【目的】
児童福祉施設等の給食用食材に対する保護者等の不安を軽減し、児童福祉施設

等の給食に関してより一層の安全・安心を確保するため。

【概要】
①児童養護施設等給食検査体制整備事業
児童養護施設等が給食の食材についての検査体制を整備する場合に検査要要員の配
置経費及び検査に使用する食材（試料）代等を補助する。

②保育所等給食検査体制整備事業
保育所等給食の食材の検査体制を整備しようとする市町村等に対して、機器操作員
の配置経費及び検査に使用する食材（試料）代等を補助する。

③障がい児施設等給食検査体制整備事業
障がい児施設等が給食の食材についての検査体制を整備する場合に検査要要員の配
置経費及び検査に使用する食材（試料）代等を補助する。

④児童福祉施設等給食検査体制整備事業事務経費
各事業の実施において必要な事務費。

①対象者：県立施設、県立以外の施設／対象経費：給料、職員手当等、共済費、需用費、委託費
②対象者：市町村／対象経費：保育所等の給食検査に係る経費／補助率：１０/１０
③対象者：県立施設、県立以外の施設／対象経費：給料、職員手当等、共済費、需用費、委託費

条件（対象者・対象行為・補助率等）

県

➀児童養護施設等給食検査体制整備事業
➂障がい児施設等給食検査体制整備事業

➁保育所等給食検査体制整備事業

県

補
助

委託
(私立)

民間児童養護施設
民間障がい児施設

県立児童養護施設
県立障がい児施設

予算
配分

(公立)

予算
配分

(公立)

委託
(私立)
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こども・青少年政策課２８３,７３６千円
（R4 288,836千円）

事業イメージ事業内容

３-36 チャレンジふくしま豊かな遊び創造事業
重点番号５－①－３９

背景・目的・概要

条件（対象者・対象行為・補助率等）

【背景】
本県では原発事故以降、放射性物質への不安から子どもたちの外遊びの機会が

制限され、運動不足による肥満児傾向児の増加やストレスの蓄積が問題となって
いる状況
【目的】
屋内外における子どもたちの「遊び」の環境を整備し、福島の未来を担う子ど

もたちの健やかな成長を促す。
【概要】
①屋内遊び場確保事業（補助率：２／３）
市町村が屋内遊び場を整備する際の、遊具購入費や遊び場の運営費に補助をする。

②子どもの冒険ひろば設置支援事業
主に就学児を対象として、空き地等にプレーリーダーを配置し、自然環境の中で子
どもが自由に遊ぶことのできる「冒険ひろば」を設置する。また、未就学児を対象
として、自然豊かな環境で非日常的な体験ができる「自然遊び」を実施する。

③子どもと青年の異世代交流事業
保育士等を目指す大学生を参集し、自然を使った親子イベントを企画・運営させる
ことで、次世代を担うプレーリーダーを養成するとともに、子どもたちのコミュニ
ケーション能力の向上と豊かな心の形成を図る。

④ふくしまっこ遊び力育成事業
県と包括連携協定を結んでいるこども環境学会の協力により作成した「ふくしまっ
こ遊び力育成プログラム」の普及促進を図るため、指導者向けセミナー及び親子イ
ベントを実施

①対象者：市町村／対象行為：屋内遊び場の整備、運営／補助率：２／３
②対象者：未就学児・就学児／対象行為：冒険ひろばの設置及び自然あそびの実施／

委託先：２団体
③対象者：大学生、親子／対象行為：親子イベントの企画・運営／委託先：１団体
④対象者：親子、保育関係者／対象行為：セミナー、イベントの実施／委託先：１団体
※被災者支援総合交付金

①屋内遊び場確保事業

【目的】
屋内外における子どもたちの「遊び」の環境を整備し、
福島の未来を担う子どもたちの健やかな成長を促す。

〔整備拡充事業〕
市町村が屋内遊び場を整備する
際の遊具購入費等に補助する。
〔継続事業〕
屋内遊び場の継続運営に要する
費用に補助する。
☆補助率：２／３
（原則上限50,000千円）

②子どもの冒険ひろば設置支援事業

③子どもと青年の異世代交流事業

④ふくしまっこ遊び力育成事業

〔冒険ひろば〕
空き地等にプレー
リーダーを配置し、
自然を活かした環境
で子ども達が自由に
遊べる環境を作る。

保育士等を目指す大学生参集し、
自然を使った親子イベントを企
画・運営させ、次世代を担うプ
レーリーダーを養成するととも
に、子ども達のコミュニケー
ション能力の形成を図る。

県と包括連携協定を結んでいる
こども環境学会の協力により作
成した「ふくしまっこ遊び力育
成プログラム」の普及啓発を図
るため、セミナー及び親子イベ
ントを実施する。

〔自然あそび〕
自然豊かな環境で、
キャンプや虫取り
など非日常的な体
験イベントを実施
する。
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こども・青少年政策課
子育て支援課

９８,５００千円
（R4 101,333千円）

事業内容

３ー37 被災した子どもの健康・生活対策等総合支援事業
重点番号５－①－２４

背景・目的・概要

①子ども健やか訪問事業
子ども健やか訪問員が復興公営住宅等に避難生活をしている子どもを持つ

家庭を訪問し、生活や育児等の相談に対応して、子育て家庭の不安の軽減を
図る。

②子どもの遊び確保と心身の健康の相談・援助事業
子どもたちの遊びの支援や子育てイベントの開催などで子どもの運動

機会を確保する事業及び、震災による被災児童及びその家族に対する心
身の健康に関する相談・援助等を行う事業を保育所等で実施する市町村
に対して補助を行う。

国庫補助：被災者支援総合交付金

①対象者：県内に避難している子どもをもつ家庭／対象行為：子ども健やか
訪問員等による訪問相談

②対象者：市町村／対象行為：子育てイベントの開催、子ども等の心身の健
康に関する相談・援助等／補助率：１０／１０

条件（対象者・対象行為・補助率等）

事業イメージ

②子どもの遊び確保と心身の健康の相談・援助事業

①子ども健やか訪問事業

県
補
助

予算配分
(公立)

委託
(私立)

【避難元市町村】
対象者の情報提供

【避難先市町村】
事業の情報提供

県

子
ど
も
健
や
か
訪
問
員

訪問支援
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児童家庭課４,１９９,０６１千円
（R4 4,258,561千円）

事業内容

３-38 子どもの医療費助成事業

重点番号 ５－①－25

事業イメージ

補助

医療費
助成

市町村
（実施主体）

安心して子どもを生み、育てやすい
環境づくり

県
乳幼児医療費助成事業 ７１４，６６２千円

子どもの医療費助成事業 ３，４１１，４０６千円

子どもの医療費助成事業市町村国保運営支援事業 ７２，９９３千円

○市町村が行う未就学児に対する医療費助成事業に対して補助金を交付
する。
・対象者 未就学児
・所得制限 児童手当の限度額
・一部負担金 １，０００円／件（レセプト）
・補助率 １／２以内

○市町村が行う子ども医療費助成事業に対して補助金を交付する。
・対象者 小学４年生から１８歳に達する日以降の最初の３月３１

日までにある児童
・補助率 １０／１０

○子どもの医療費助成事業の実施に伴い、国民健康保険法の規定に基づ
き国庫負担金等が減額調整される市町村を支援する。

県内で安心して子どもを生み、育てやすい環境づくりを進めるため、
市町村が行う子ども医療費助成事業に対して補助金を交付する。
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こども・青少年政策課３５,０６６千円
（R４ 77,482千円）

事業イメージ事業内容

重点番号 ５－①－４３

３－39 青少年会館運営費補助事業

背景・目的・概要

条件（対象者・対象行為・補助率等）

県
定額補助

機構

福島県青少年会館の運営費及び施設整備関連工事費を一部補
助することで、青少年健全育成推進に関する事業の円滑な実施
を図る。

【対象者】
（公財）福島県青少年育成・男女共生推進機構
【対象経費】
・運営費 21,344千円
・施設整備関連工事費 13,722千円

【補助率】
・定額

県 機構
補助

実施実施

青少年健全育成推進事業の実施

（例）健全育成セミナー
体験イベント
ボランティア団体支援
結婚・子育て支援 等

連携
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２７,４４０千円
（R4 30,896千円）

事業イメージ

ひきこもり状態にある本人や家族が悩みを抱え込み、相談に
つながりにくいことが課題となっている。
そこで、一時相談窓口としてひきこもり相談支援センターを運営
し、相談に対応した上で、適切な支援につなげることによって、
ひきこもり状態にある本人の社会参加を促進し、福祉の増進を図
る。
また、各保健福祉事務所においてひきこもり家族教室、県民向
けの公開講座、訪問支援等を開催する。
さらに、モデル事業として地域連携コーディネーターを配置し、
相談窓口からの繋ぎ先として、居場所等の社会資源の創出を図る。

こども・青少年政策課

事業内容

背景・概要

事業内容

重点番号３－④－２８
３－40（一部新）ひきこもり対策推進事業

１ ひきこもり支援センター事業 20,164千円
（１）相談支援センターの運営
（２）居場所づくり
（３）ひきこもり支援従事者研修
（４）支援協議会・ネットワーク会議

２ ひきこもり家族支援事業 731千円
ひきこもり家族教室、公開講座、訪問支援等

３ ひきこもり支援体制強化モデル事業 6,545千円
（１）ケース検討、地域連携による居場所等の創出
（２）ひきこもりサポーター養成研修

ひきこもり
相談支援センター

市町村

保健福祉事務所

地域連携コーディネーター

① 市町村窓口や県ひきこもり相談支援センターに寄せられた

相談に関するケース検討、情報共有

② 地域連携による居場所等の社会資源の創出

③ 相談窓口と居場所等の社会資源とのマッチング

相談

ひきこもり状態の
本人やその家族

支援機関 社会福祉協議会

ひきこもり
サポーター

見守り

協力
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３,９６０千円
（Ｒ４ 36,080千円）

・診断問題作成
・小中高校の児童生徒、
保護者に対する情報モ
ラル教育の指導に活用

・診断問題へのアドバイス
・警察活動を通じたシステム
の広報

・診断結果を踏まえた情報モ
ラル教室

・システム開発・運用
・県ＨＰにふくしま情報
モラル診断コーナーを
設置

・アンケート結果等公表

重点番号 ５－①－46

３－41 こどもを守る情報モラル向上支援事業
こども・青少年政策課

事業イメージ事業内容 背景・目的・概要

【背景】
ＧＩＧＡスクール構想により小学１年生から一人１台端末を所持するようになった一

方で、こども・若者のインターネット利用時間は年々増加し、低年齢化も進んでいる。
さらに、違法・有害情報や虚偽情報の拡散、SNSに起因する犯罪被害、ネット上の誹謗
中傷やいじめ等、インターネット利用による弊害も深刻になっている。
【目的】
青少年健全育成を推進するとともに、福島の未来を担うこども達が情報社会で適正な

活動を行うための基となる考え方と態度を身に付け、ＩＣＴを活用して問題解決できる
能力を伸ばし、世界や日本、地域社会で活躍できるように応援する。
【概要】
家庭や学校でこどものインターネット利用に関する基礎知識の習得度合いと利用状況

を把握し、その向上と改善を図る支援システム「ふくしま情報モラル診断」を運用する。
（対象）
小学校 ３９０校 全生徒数 約 ８６，８００人
中学校 ２１２校 全生徒数 約 ４７，０００人
義務教育学校 ７校 （生徒数は上記小中学校生徒数に含まれる）
高等学校 ９１校 全生徒数 約 ４７，５００人
支援学校 ２６校 全生徒数 約 ２，３００人
学校数計 ７２６校 生徒数計 約１８３，６００人》
（システム）
① 診断問題（文部科学省 情報モラル指導モデルカリキュラム５分類）
② アンケート（インターネット利用状況、スマホ所持率、フィルタリング率等）
③ 集計結果出力（得点分布図、正答率、利用状況等）

【事業費】３，９６０千円
（内訳）運用・保守費（令和５年度分） ３，９６０（千円）

・クラウドサーバ利用費 ・問題入れ替え作業 ・システム質問対応
※ 令和５年度から令和８年度まで運用・保守費について債務負担設定済み

県、県教育委員会、県警察の３機関連携

県（こ・青課）

県警察県教育委員会

小中高生は学校の授業の一環として
「ふくしま情報モラル診断」を実施する
ほか誰でもがネット上で無料診断できる。

情報モラルの向上
令和５年４月からシステム運用開始
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こども・青少年政策課

事業内容

【目的】
プロジェクト型学習の実施を通して、将来の地域の担い手となる

中学生及び高校生が、地域における課題を把握するとともに、自身
の多様な可能性に気付き、地域で活躍していく動機付けとすること
を目指す。
【概要】
・6月から８月までに、合計10日間のプロジェクト型学習を実施。
・令和５年度は、福島市でモデル事業として開催。県北地域の
中学生及び高校生を主な対象とする。
①調査するテーマの設定
子ども・若者に関する複数のテーマ（例:子どもの貧困など）
を参加者へ提示し、関心のあるテーマ毎にチームを組む。

②フィールドワーク
各地域で活躍する団体（子育て支援団体、子ども食堂等）や
企業の取組を見学、関係者へのインタビューを行うなど、
地域の現状・課題を把握する。

③課題の設定・解決策の検討
地域における課題について、チーム毎に具体的に設定し、
課題の解決策を検討する。

④解決策の実施・提案
検討した解決策について、短期的な取組可能なものについて
企画・実施するとともに、今後必要となる長期的な取組を県
へ提案する。

フィールド
ワーク

調査テーマ
の設定

解決策の実施・
提案

課題の設定・
解決策の検討

背景・目的・概要
【背景】
震災以降、県内各地域で若年層が著しく減少しており、将来の地

域づくり・復興を支える担い手を確保する必要があるため、地域で
活躍する中学生及び高校生を育成する必要がある。

事業イメージ

【事業効果】
コミュニケーション、多方面からの情報収集、チーム内での議論、
他者への理解、プレゼンテーションなど、課題解決に向けた一連
の流れの中で、自身の多様な可能性を発見するともに、地域で活
躍していく動機付けとなる。

３,０１７千円
重点番号 ５－①－４５

３-42（新）地域の課題に挑もう！こども・若者育成事業
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社会福祉課９,５９５千円
（R４ 8,115千円）

事業内容

４-１地域共生社会構築支援事業

背景・目的

少子高齢化、人口減少、地域社会の脆弱化等による社会構造の変化の中、
地域共生社会の実現が求められており、地域住民の複雑化・複合化した支援
ニーズに対応するため、市町村が属性を問わない包括的な支援体制を構築で
きるように支援を行うとともに、人とのつながりを実感できる地域づくりの
推進を行う。

地域共生社会の構築

事業イメージ

地域共生社会推進研修会の開催

調整員の配置

市町村・市町村社協への訪問支援

重層的支援体制構築に向けた支援

市町村地域福祉計画の策定支援
（研修会開催、アドバイザー派遣、訪問支援）

地域共生社会推進のための支援

・市町村による重層的支援体制整備事業の実施
・市町村による市町村地域福祉計画の策定

アドバイザーの派遣

重層事業の実施に向けた研修会の開催

重点番号２－④－９

１ 重層的支援体制構築支援事業 8,786,000円

市町村の重層的支援体制整備事業の実施に向け、研修会の開催、訪問支援、
アドバイザー派遣による支援を行う。（県社協への委託）
（１）研修会の開催
（２）市町村・市町村社協等への訪問支援
（３）アドバイザーの派遣
（４）調整員の配置

２ 地域共生社会推進事業 809,000円

地域共生社会推進のために必要となる市町村地域福祉計画の策定支援
及び地域共生社会推進研修会を開催する。

（１）研修会の開催
（２）関係団体の意見交換会
（３）市町村地域福祉計画の策定支援 ※国庫補助対象外

国庫補助名：生活困窮者就労準備支援事業費等補助金
補 助 率：国３／４、県１／４

誰もが生き生き暮らせる地域づくり

・世代や分野を超えてつながることで、住民一人
ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創る。

・人と人との「つながり」を実感できる地域づくり

関係団体の意見交換会
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４－２ 日常生活自立支援事業
社会福祉課６９,２０４千円

（Ｒ４ ６７,４９８千円）

事業イメージ事業内容

重点番号 ３－④－８

目的

認知症の人やその家族が住み慣れた地域で安心して暮らし続け
られるよう、認知症の医療提供体制整備を図るとともに、精神障が
いや知的障がいの人を含め、地域での自立した生活を支援する。

概要

認知症や精神障がいの方も住み慣れた地域で安心して、
自立した生活を送れる社会の実現

日常生活自立支援事業
福祉サービス利用援助、日常的金銭管理、書類等の預かりサービス等の
援助を行う。

認知症の人や精神・知的障がい者など判断能力が
不十分で日常生活を営むのに支障がある者を対象

日常生活自立支援事業
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４-３ 避難者見守り活動支援事業
社会福祉課

事業内容

背景・目的

概要

重点番号３－①－16

東日本大震災の被災地及び被災地からの避難者を受け入れている地
域において、相談員を配置するなど、「被災者等のニーズ把握及び孤
立防止のための支援」、「地域の支援体制の構築」、「関係者間の総
合調整」等を行う。

①広域分
被災高齢者等のニーズ把握及び孤立防止のため、「生活支援相談

員」等を県内広域に配置し、被災者の見守り、住民交流の場の提供等
に必要な経費を補助する。
補助先 （社福）福島県社会福祉協議会
補助率 １０／１０（国庫）
補助対象事業費 684,374千円

②民生委員支援分
本事業を活用し、民生委員避難者支援活動に必要な経費を補助する。
避難者支援訪問活動への報償費及び市町村・県外訪問活動に係る旅

費支給。
補助先 市町村民生児童委員協議会
補助率 １０／１０（国庫）
補助対象事業費 2,466千円

事業イメージ

６８６,８１３千円
（R４ 687,849円）
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重点番号１－①－６

４-４ 高齢者見守り等ネットワークづくり支援事業
高齢福祉課１６２,８８１千円

（R４ 200,382千円）

事業イメージ事業内容

事業概要

避難指示解除区域に居住する高齢者等が孤立したり、生
活機能の低下を招くことがないよう、相談、介護、生活支援等
の体制づくりの推進を図る。

目的

１ 避難指示解除区域高齢者等生活支援事業

避難指示解除区域の市町村に居住する高齢者・障がい者等が
安心して生活できるよう、高齢者等サポート拠点の設置・運営等を
支援する。（市町村補助）

【R５年度実施予定市町村
富岡町、浪江町、葛尾村、飯舘村、大熊町】

１ 避難指示解除区域内高齢者等サポート拠点

避難指示解除区域の市町村に居住する高齢者・障がい者等

見守り、孤立化の防止、生活機能低下の防止など在宅生活に
支援が必要。

『高齢者等サポート拠点の設置支援』
【総合相談、地域交流サロン、デイサービス、訪問サービス、生活支援サービス】

帰還高齢者等が安心して健康な生活ができる

さらなる住民帰還の促進

- 86 -



目的

概要

東日本大震災及び原子力災害により高いストレス状態にある県民の心の
ケアを実施するため、心のケアの専門職による訪問活動や健康教育等を実
施し、精神疾患の発症予防や早期発見を図る。

心のケアセンターを県内各６カ所（うち２カ所は出張所）に設置し、
被災者に対する地域精神保健活動のための拠点とする。
県外では、避難者の多い県を中心に心のケアが実施できる団体へ委託し、
相談窓口の開設や戸別訪問等、地域のニーズに合った事業を展開すること
で、県外の心のケアの充実を図る。

(１）被災者の心のケア事業
・ふくしま心のケアセンターの設置
委託先：(一社)福島県精神保健福祉協会
設置状況：基幹センター、

方部センター(4)、出張所(2)
活動職種：精神保健福祉士、臨床心理士、

作業療法士、看護師等

事業

(２）県外避難者の心のケア事業
・県外避難者の心のケア
委託先：９都道県の公認心理師

協会等へ委託

・県外避難者の心のケア訪問事業
避難元市町村の依頼等を基に、看
護師等の有資格者が避難者宅を戸
別訪問し、心の問題がある場合は、
避難先の社会資源につなぐ等の心
のケアの支援を行う。支援情報は、
避難元市町村にフィードバックす
る。
委託先：(一社)日本精神科看護協

会等

４-５ 被災者の心のケア事業
障がい福祉課６００,５３６千円

（R4 557,582千円）

事業内容

県内拠点

事業イメージ

県内被災者

県外避難者の心のケア
委託先

各拠点等が支援

９箇所
・(一社)北海道精神保健福祉士協会
・(公社)山形県看護協会
・茨城県精神保健協会
・埼玉県公認心理師協会
・(一社)千葉県公認心理師協会
・(一社)東京公認心理師協会
・(特非)神奈川県ﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽｻﾎﾟｰﾄ協会
・新潟県精神保健福祉協会
・静岡県公認心理師協会

避難元市町村支援情報の
フィードバック

県外避難者

戸別訪問

心の問題等がある場合
地域の社会資源につなぐ

訪問による相談事業

(一社)日本精神科
看護協会等

重点番号３－④－１１
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４-６自殺対策緊急強化事業
障がい福祉課９６,４５４千円

(R４ 95,026千円)

事業イメージ事業内容

本県の自殺率は全国と比較し依然高い状況が続いており、自殺死亡率
は全国ワースト５～９位（H29～R3）と高い順位が続いている。
東日本大震災から11年が経過した状況や、新型コロナウイルス感染

症による社会生活等への影響を踏まえ、追い込まれた人に対する相談体
制の整備や人材育成、自殺対策に関係する民間団体の活動支援等により、
地域における自殺対策の強化を図り、自殺者数の減少につなげることを
目的とする。
○自殺者数 H29：378名 H30：364名 R元：333名 R2：357名

R3：336名

テレビＣＭ・ウェブ等による普及啓発、人材育成や市町村自殺対策事
業への支援、民間団体が行う事業への補助、自殺対策推進センターの運
営の強化、 SNS等による相談受付を実施している他、コロナ禍におい
て本県の女性や若者の自殺者数が増加したことを踏まえ、令和４年度か
らは支援対象を女性や若者を対象にメッセージ発信や、ストレスケアの
ための相談会などにも取り組んでいる。

重点番号３－④－１３

条件（対象者・対象行為・補助率等）

・市町村が行う人材育成、自殺対策事業への補助 1/2、2/3、3/4補助
・自殺予防関連に係る事業を行う民間団体への補助 定額
・女性（若者）問題に取り組む民間団体への補助 定額

背景・目的

概要

普及啓発活動
テレビCMの放映、
パンフレット作成等

市町村人材育成事業
ゲートキーパー養成、
自死遺族の支援

民間団体への補助事業
自殺問題に取り組む団体への補
助

市町村自殺対策緊急強化
支援事業
市町村の自殺対策事業への助成

対面型相談支援事業
うつ病家族、自殺未遂者支援

自殺対策推進センター運営事業

新型コロナウイルス自殺対策
事業
電話相談、メール相談への助成

ＳＮＳ等を活用した相談対応事業

女性と若者の命を守る緊急対策事業
ターゲットを絞った重点的なWeb広告によるメッセージ発信や、
民間団体による女性や若者の悩みを語り合う場や心の健康講座開催
への補助、女性と若者に向けたストレスケア相談会の開催
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２４９，２４２千円
（R4 271,510千円）

重点番号３-④-９

４-７ 被災地介護サービス提供体制再構築支援事業
社会福祉課
高齢福祉課

事業イメージ事業内容

概 要

○避難指示解除区域に住民が安心して帰還できるためには、介護提供体制の
整備が不可欠

○地域で著しく不足する介護人材の確保を更に加速化するため、相双地域等の
介護施設への就労希望者に対する支援を拡充するとともに、応援職員の確保
支援を実施する

○さらに、人材確保策が効果を発揮するまでの間、避難指示解除区域等の介護
施設（入所施設・訪問系居宅サービス事業所）への運営支援を行う

（１）被災地福祉・介護人材確保支援事業
・就職準備金等の貸与、新規採用職員及び中堅職員への就労支援金の支
給、介護福祉士養成施設への通学費等の貸与

（２）被災地介護施設再開等支援事業
・県内外の介護施設から避難指示解除区域等の介護施設へ応援を行う場
合の、応援先及び応援元施設の経費に対する支援

（３）被災地介護施設運営支援事業
・避難指示解除区域等で再開、運営している介護施設に対し、運営費の補
助を行う。

（４）被災地訪問サービス運営支援事業
・避難指示解除区域等で訪問サービスを実施する事業所に対し、運営費の
補助を行う。

背景・目的 （１）－１ 就職準備金等の貸与 44,243千円

（２）職員の応援に対する支援 61,595千円

（４）運営支援（訪問サービス） 19,266千円

（３）運営支援（介護施設） 105,623千円

県
（福島県老人福祉
施設協議会）

補助 応援先（避難指示解除区域等の介護施設）
応援元（県内外の介護施設）

県
（福島県社会福祉
協議会）

貸付 県外の者、避難地域からの避難者で
相双地域等の介護施設に就労予定者

県
補助 避難指示解除区域等で

訪問サービスを実施する事業所

県
補助 避難指示解除区域等で

再開、運営している介護施設

（１）－３ 相双地方介護人材確保対策モデル事業 3,335千円

県
（福島県社会福祉
協議会）

貸付 相双地方から県内外の養成校に
進学した学生

（１）－２ 新規採用職員・中堅介護職員就労支援事業 15,000千円

県
（福島県社会福祉
協議会）

補助 県内（避難者以外）で浜通り及び田村
市の施設等で６ヶ月以上就労した者

- 89 -



事業イメージ事業内容

背景・目的・概要

概要

慢性的な福祉・介護人材の不足が続く中、２０２５年までに約3,500
人の介護人材を確保する必要がある一方、介護福祉士養成施設への入学
者は年々減少している。
このため、量と質の両面において卒業後即戦力となる介護福祉士を養

成し、介護人材を確保するため、介護職員による母校訪問活動や、親子
介護体験等を実施する。

深刻な福祉・介護人材不足を解消し、高齢者や
障がいを持つ方が安心して暮らせる社会を創る

福祉・介護人材
の不足

人材マッチング

人材育成

人材定着
人材確保

イメージ
アップ

以下の事業の実施により介護の仕事の魅力を伝え、人材を確保

◆（新）介護のしごとキャリア教育事業
介護職員による母校訪問活動

◆（新）かいごの理解促進事業
親子向けワークショップの開催

◆（新）介護福祉士養成施設市町村支援事業

◆介護のしごとキャリア教育事業
若手介護職員等を母校である高校等に派遣し、座談会や体験談の伝達等を通

じて介護職の魅力を伝えるとともに、介護の魅力を新たな視点で説明できる者
を招いた講演会の開催や、介護ロボット等最先端の技術を紹介することで養成
校への入学を促し、量と質の両面において卒業後即戦力となる介護福祉士の育
成を図る。

◆かいごの理解促進事業
介護の仕事に対する理解を促進するため、商店街やショッピングモール等に

おいて「謎解き」等ゲームの要素を加えた高齢者及び介護に関する学習を行う
とともに、親世代に対し介護助手等の募集を行い、介護人材の確保を図る。

◆介護福祉士養成施設市町村支援事業
地域の介護人材不足の解消と介護人材養成の充実を図るため、養成施設を支

援している市町村に対し補助金を交付する。

重点番号３－①ー３

４-８ （新）介護のしごと魅力発信事業
社会福祉課２７,５２７千円

（R4 ０千円）
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事業イメージ事業内容

背景・目的

概要

福祉・介護に関するネガティブイメージにより介護職を目指
す若者が減少していることから、介護の職場見学会や仕事説明
会等を行うほか、市町村等と連携した介護職のパネル展の開催
などにより、福祉・介護職のイメージアップを図る。

深刻な福祉・介護人材不足を解消し、高齢者や
障がいのある方が安心して暮らせる社会を創る

福祉・介護人材
の不足

人材マッチング

人材育成

人材定着
人材確保

イメージ
アップ

以下の事業の実施により福祉・介護職のイメージアップを図る

◇介護の仕事説明会
◇介護の職場見学会
◇小学５年生を対象とした
介護の仕事を紹介する
冊子の作成、配付

◇学校等訪問
◇学校教諭との意見交換会
◇週休３日制導入支援事業
◇（新）介護職イメージアップ
連携事業

（新）介護職イメージアップ連携事業

市町村と連携し、介護職をモデルにしたパネルの
展示会を県内各地で開催することにより、介護職の
イメージアップと介護職を目指す若者の増加を図る。

重点番号３－①－17
４-９ （一部新）福祉・介護人材プロジェクト（イメージアップ事業）

社会福祉課２６,０３８千円
（R4 29,459千円）
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事業イメージ事業内容

背景・目的

概要

深刻な介護人材不足に対応するため、福祉人材センターに
キャリア支援専門員を配置し、介護の就職フェアの開催やハ
ローワークでの出前相談事業、求職者セミナーなどを行い、介
護事業者等と求職者のマッチングを図る。

深刻な福祉・介護人材不足を解消し、高齢者や
障がいのある方が安心して暮らせる社会を創る

福祉・介護人材
の不足

人材
マッチング

人材育成

人材定着
人材確保

イメージ
アップ

以下の事業の実施により介護事業者と求職者のマッチングを図る

◇出前相談事業

◇就職フェア・合同説明会

◇啓発広報事業

◇施設・事業所等訪問及び
広報誌等による先進事例
の紹介

◇多様な人材を確保する
ためのセミナー

◇ 出前相談事業
就職支援セミナー及び相談会等の実施

◇ 就職フェア・合同説明会
福祉の職場合同就職説明会の実施

◇ 求職者向けセミナー
求職者面接研修の実施

◇ 求職者向け福祉施設の多様な働き方の就業事例集の作成
◇ 多様な人材を確保するためのセミナー等

重点番号３－①－18
４-10 福祉・介護人材プロジェクト（マッチング事業）

社会福祉課４８,５３３千円
（R4 44,156千円）
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事業イメージ事業内容

背景・目的

概要

深刻な介護人材不足に対応するため、介護に関する入門研修、
外国人留学生への支援、福祉の将来を担う若者の人材育成や介
護助手導入などを行い、福祉・介護人材の確保を図る。

深刻な福祉・介護人材不足を解消し、高齢者や
障がいのある方が安心して暮らせる社会を創る

福祉・介護人材
の不足

人材マッチング

人材育成

人材定着
人材確保

イメージ
アップ

以下の事業の実施により福祉・介護人材の確保を図る

◇福祉・介護人材潜在的
有資格者再就職支援事業
◇福祉の将来を担う人材
育成事業
◇外国人介護福祉士候補者
受入施設学習支援事業

◇介護に関する入門的研修
の実施事業
◇外国人介護人材受入環境
整備事業
◇介護職機能分化モデル
事業 など

◇外国人介護人材受入環境整備事業
県内で就労又は就労を予定する外国人介護人材の受入環境を整備する

ため、奨学金の支給、ＷＥＢ合同説明会、外国人介護人材向け研修会等
を実施する。
◇介護職機能分化モデル事業
地域の元気な高齢者や主婦の方などを介護助手として雇用し補助業務

を任せることで、介護職員の負担軽減と専門的な介護業務に専念できる
環境を作る。
◇福祉の将来を担う人材育成事業
将来の介護現場を担う世代に対し、介護の専門性や意義を伝達するた

め教育委員会が進める特色ある教育プログラム校とタイアップして仕事
説明会や職場見学会を実施する。

概要

社会福祉課６６,７３０千円
（R4 69,915千円）

重点番号３－①－19
４-１１ 福祉・介護人材プロジェクト（人材確保事業）
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事業イメージ事業内容

背景・目的

概要

深刻な人材不足に対応するため、学生向け初任者研修や就労
後３年未満の介護職員に対する実践的な介護技術や身体負担の
軽減につながる研修などを行い、福祉・介護人材の育成を図る。

深刻な福祉・介護人材不足を解消し、高齢者や
障がいのある方が安心して暮らせる社会を創る

福祉・介護人材
の不足

人材マッチング

人材育成

人材定着
人材確保

イメージ
アップ

以下の事業の実施により福祉・介護の育成を図る

◇市町村等介護職員
初任者研修及び
実務者研修補助事業

◇新任介護職員研修事業

◇学生向け介護職員
初任者研修資格
取得支援事業

◇ 介護職員初任者研修支援事業
介護職員初任者研修等への支援を行う。

◇ 新任介護職員研修事業
離職率の高い就労後３年未満の職員に対し、実践的な介護

のスキルや身体負担の軽減につながる研修への支援を行う。

重点番号３－①－２０
４-１2 福祉・介護人材プロジェクト（人材育成事業）

社会福祉課４５,７１３千円
（R４ 45,013千円）

- 94 -



事業イメージ事業内容

背景・目的

概要

深刻な介護人材不足に対応するため、キャリアパス制度や新
規採用職員支援のための研修等を開催するとともに、優秀な職
員を表彰する「キラリふくしま介護賞」などを行い、福祉・介
護人材の定着を図る。

深刻な福祉・介護人材不足を解消し、高齢者や
障がいのある方が安心して暮らせる社会を創る

福祉・介護人材
の不足

人材マッチング

人材育成人材定着 人材確保

イメージ
アップ

以下の事業の実施により福祉・介護人材の定着を図る

◇福祉・介護人材定着
促進事業

◇福祉・介護職員のつどい

◇キラリふくしま介護賞
など

◇福祉・介護人材定着促進事業
キャリアパス制度及びプリセプター制度の研修を実施し、人

材定着の支援を行う
◇福祉・介護職員のつどい
新たに就職した介護職員を一同に集め、知事や先輩職員から

激励の言葉を贈っていただくとともに、参加者同士で交流を図
る。
◇キラリふくしま介護賞
施設から推薦を受けた優秀な介護職員を表彰する。

重点番号３－①－２１
４-13 福祉・介護人材プロジェクト（人材定着事業）

社会福祉課２２,４９２千円
（R４ 19,892千円）
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4-14 （一部新）ICT等を活用した介護現場生産性向上支援事業
高齢福祉課２７７,２４９千円

（R4 268,339千円）

事業イメージ事業内容

背景・目的

重点番号７－①－３

少子高齢化の進行に伴う要介護者の増加や労働人口の減少、新型
コロナウイルス感染症の影響により、介護施設での人材不足に拍車
がかかっている。介護職員の負担軽減や離職防止、定着促進を図る
ため、県内介護事業所に対して介護ロボットやICTを普及促進し、介
護現場の生産性向上を目指す。

１（新）福島県介護ロボット普及促進事業
実証段階の福島県産介護ロボットと介護現場のマッチングや、
製品化済みの福島県産介護ロボットの普及啓発、導入補助を行う。
（補助率３／４）

２ ICT等活用による業務改善支援事業
介護事業所に対して介護ロボットやICT機器導入経費・業務改善
経費の補助を行う。（補助率１／２または３／４）

３（新）ICT導入モデル施設発信事業
介護施設に対して介護ロボット・ICT機器の選定から導入までの
一貫したコンサルティング支援を実施する。

概要

効果① 介護職員の労働負担軽減・労働環境改善による介護人
材の離職防止

福島県産介護ロボットの普及により、県内のロボット
産業が活性化効果②

福島県
○事業全体の統括、進捗管理
○ICT等活用による業務改善支援事業等、
補助事業を実施

ふくしま医療機器
産業推進機構

○福島県介護ロボット
普及促進事業

・ロボットの無償貸与
・現場と企業のマッチ
ング

・普及啓発等

コンサルティング会社
（公募にて受託先を選定）

○ICT導入モデル施設
発信事業

・介護ロボット・ICT導入
の一貫した支援

・好事例の作成、横展開

委託 委託
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事業イメージ事業内容

【目的】
農業分野での障がい者の就労に
対する農業サイドにおける認知度
向上を図り、障がい者の活躍の場
を創出するとともに、農福連携の
特色を生かした障がい者施設商品
の付加価値向上を図る。

【概要】
福島県授産事業振興会に体制強化
コーディネーターを配置し、以下
の取組を行う。

【委託内容】
①コーディネータ等活動費
（ワンストップ窓口の設置を含む）
②推進マニュアルの作成
③農業者等への研修会の実施
④障がい者施設商品ブランド化事業

担い手の派遣

農業技術を指導
直営店舗

カフェ

食品加工

直営農園

袋詰め等

規格外野菜等の仕入

野菜等の仕入

軽作業の発注

働

く

障

が

い

者

【就労継続支援Ｂ型事業所】福

農家
ＪＡ等

ブランド化事業 ~JAPAN FOODS PROJECT~

保健福祉部
（障がい福祉課）

・協議会の設置と運営
・農業求人サイトの活用推進
・農業者向け雇用等に関する
研修
・障がい者や特別支援学校を対
象とした農業研修・体験

農林水産部参画・情報共有

商品開発（３品目）
・コンセプト
・購買層
・パッケージ等
の検討

・サンプル作成
・テスト販売

・広報・販売
戦略の検討

・チラシの作成

販売
（マルシェ等）

農

農福連携による就農促進事業

農福連携コーディネーター
福島県授産事業振興会
体制強化コーディネーター
ワンストップ窓口

マッチング

農業労働力確保・調整協議会・働く障がい者の工賃向上・障がい者の社会参加の促進と自立・地域生活の充実

・障がい者の活躍の
場の創出
・農業サイドの認知
度の向上
（農業者への研修会
の実施等）
・施設商品の付加価
値向上 共通ロゴ等

どう接すればいいの？
何ができるの？
近くに事業所はある？マルシェの開催

農福連携体制強化事業

４-15 農福連携体制強化事業
重点番号７－①－２５ ４,９９１千円

（R４ 4,991千円） 障がい福祉課
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４-16 精神障がい者アウトリーチ推進事業
障がい福祉課６６,５４３千円

（R4 65,742千円）

事業イメージ事業内容

２ 概要
居宅生活を送る精神障がい者のうち、

未受診、受療中断等、自らの意思によ
り受診できず、日常生活上の危機が生
じている方に対して、地域生活が継続
可能となるように危機介入や包括支援
を実施する。
また、県内に避難している精神障が

い者を各圏域の支援者が適切に支援で
きるようアウトリーチチームがアセン
スメントやスーパーバイズ等を行う。

１ 事業の目的
東日本大震災及び東京電力福島第一

原子力発電所事故の影響により、相双
地域の精神科病床が減少したことから、
精神科医療の機能を補完し、精神障が
い者の地域生活支援体制を強化するた
め、アウトリーチチームを設置する。
また、県内に避難している精神障が

い者のうち受療中断等で支援困難な
ケースとなっても適切な医療につなぐ
ことを目的とする。

重点番号３－④－２５

重点番号３－④－１２
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背景・目的

条件（対象者・対象行為・補助率等）

県
委嘱 コーディ

ネーター

障がい者支援施設からの地域移行を進めるため、委託事業により地域生活移行
コーディネーターを配置し、各障がい者支援施設を訪問し、各施設の地域生活移行
の活動状況を把握した上で、活動が低調な施設や６５歳以上の障がい者・５０歳以
下の障がい者で障がい支援区分が４以下の障がい者を多く抱える障がい者支援施設
等に対して、地域移行に関わる専門家を派遣することにより、地域移行の促進を図
る。
１ 地域生活移行促進コーディネーターの配置
２ 専門家の派遣

概要

地域生活への移行者数については、県障がい福祉計画の目標であり、新たな総合
計画の補完指標としても掲げられている。第６期福島県障がい福祉計画では、５年
度末までに１２０人の障がい者支援施設から地域への移行を目標としているが、前
期の実績は、平成30年度～令和2年度の３か年で２８人に留まっており、現状のま
までは目標の達成は困難である。施設の努力に任せるだけでなく、地域自立支援協
議会等との連携を図りながら地域生活移行を積極的に進めていく必要がある。

訪問支援
入所施設

重点番号３－①－２２
障がい福祉課２,４４５千円

（R４ 2,445千円）

事業内容 事業イメージ

４-17 広域的支援事業

5
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１ 事業の目的
東日本大震災及び東京電力福島第一原子力発電所事故の影

響により、精神科病院から県内外の病院への避難転院を余儀
なくされた患者が、適切な病院に再転院できるよう調整を行
うとともに、退院可能な者について積極的に地域移行を進め
ることで、本人が希望する場所での生活の安定を図ることを
目的とする。

２ 概要
（１）転退院調整

県内外に避難転院している患者の本県への帰還、地域移行
を促進するため、転退院調整コーディネーターを配置し、患
者の意向確認、症状等を踏まえた転退院調整を行う。

（２）現況調査
県内外避難転院先医療機関に対し、毎年度７月末時点にお

ける患者の状況等について調査を行う。
（３）懸案事項

病状不安等や退院先の希望の不一致等により帰還が進まな
い。

精神科病院入院患者地域移行マッチング事業
障がい福祉課

事業イメージ

県
内
外
の
精
神
科
病
院

転退院調整
コーディ
ネーター

県内
精神科病院

☆転退院調整
☆現況調査

相談支援事業
者等

ピアサポーター アドバイザー

事業内容

６,８９３千円
（R４ 6,867千円）

重点番号３－④－１０

４-18 精神科病院入院患者地域移行マッチング事業
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４-19 （一部新）精神科救急医療システム整備事業
障がい福祉課９５,２５５千円

（R４ 92,520千円）

事業イメージ事業内容

１ 事業の目的
救急医療体制の中で、精神科の救急体制は十分でな

いことから、夜間・休日等において、病状の急変等に
より緊急に精神医療を必要とする方の適切な医療を確
保するため、地域の実情に応じて診療応需体制を整備
し、精神疾患の再発防止や地域生活支援を図ることを
目的とする。

２ 概要
夜間・休日において、緊急に必要となる精神医療の

確保のため、体制をシステム化する。
また、緊急に入院が必要であるにも関わらず、本人

の同意に基づいた入院を行う状態にないと精神保健医
が判断した精神障がい者を、知事が応急入院指定病院
に移送するシステムを整備する。

重点番号３－①－２３

３ 事業
①連絡調整委員会運営事業
②精神科救急医療システム事業
③精神科救急情報センター事業
④精神科移送システム事業
⑤災害医療研修事業
⑥（新）精神科救急連携事業
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４-20 障がい者の社会参加促進事業
障がい福祉課１５,５２１千円

（R４ 16,193千円）

事業イメージ事業内容

障
が
い
者
の
社
会
参
加
を
促
進
し

、

障
が
い
者
が
い
き
い
き
と
暮
ら
せ
る
社
会

Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５

・障害者芸術作品展の開催
応募作品過去最多（506点）

・とりどりのアート事業

感じる鑑賞会

・障がい者芸術文化活動支援

センターへの補助

・合理的配慮理解促進のため

の研修動画作成

・共生サポーター養成

リモート研修対応

協賛企業の認定

・民間団体への補助
５団体に交付

・障害者芸術作品展の開催
新潟・福島・山形三県知事会議

において共同取組の合意

・とりどりのアート事業
商店街アーケード等を利用した

小規模作品展（県内４会場）

・障がい者芸術文化活動支援
センターへの補助

・おもてなし手話動画作成

・共生サポーター養成

・民間団体への補助

・障害者芸術作品展の開催

作品応募数、来場者数の増加を

目指す

・とりどりのアート事業

チャレンジワークショップ

共に創りあげる ステージ

・障がい者芸術文化活動支援

センターへの補助

作品発表の機会の増

・共生サポーター養成

県内全域での実施を目指す

・民間団体への補助
先進事例を参考に、より効果的

な事業を募集

・企業向け理解促進事業

合理的配慮セミナー

補助犬理解促進

Ｒ６

第５次福島県障がい者計画

（R4～R12)
障害者基本法に基づく都道府県計画

障害者文化芸術推進法及び読書バリアフリー法

に基づく基本計画も兼ねる

障害者差別解消法

（H28.4施行）
民間企業も合理的配慮義務化

（改正法R3.6公布 ３年以内施行）

障がい者がいきいきと暮らす社会の実現

～ 多様性を理解した社会づくり ～

障がいのある人もない人も

共に暮らしやすい福島県

づくり条例 （H31.4施行） ・障害者芸術作品展の開催

作品応募数、来場者数の増加を

目指す

・とりどりのアート事業

大規模作品展

デジタルアートへの挑戦

・障がい者芸術文化活動支援

センターへの補助

作品発表の機会の増

・共生サポーター養成

県内各方部に一定数のサポー

ター養成

・民間団体への補助
先進事例を参考に、より効果的

な事業を募集

・企業向け理解促進事業
民間義業の合理的配慮義務化

事業

障がい者の社会参加を促進し、
障がい者がいきいきと暮らせる社会

➀障がい者芸術文化活動推進事業
➁障がい者理解促進活動事業
③普及啓発事業
④(新)企業向け理解促進事業

目的

「第５次福島県障がい者計画」に
基づき、障がいや障がい者への理
解を深め差別や偏見をなくすため
の取り組みを、より一層進めてい
く必要がある。
障がいへの理解を深めることで

障がい者が社会参加しやすい機運
の醸成を図るとともに、芸術文化
活動の推進を通して障がい者の活
躍を促進し、障がい者がいきいき
と暮らせる社会の実現を目指す。

背景

重点番号５－③－６
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重点番号 ５－①－４８偶－４６
４-21 （一部新）配偶者暴力相談支援センターネットワーク事業

児童家庭課２０,０７０千円
（R4 16,995千円）

事業イメージ事業内容

市町村

警察

行政
国の機関

関係団体
福祉･医療･
法律等

民間支援
団体

県

配偶者暴力相談支援センター
一時
保護所

移送

女性相談員を配置

２

１

５ 補助金交付

研修の実施４

先進的な取組を支援

福
島
県
ド
メ
ス
テ
ィ
ッ
ク
バ
イ
オ
レ
ン
ス
対
策
連
携
会
議

３

~~~~~~~~
……………
~~~~~~~~
……………

困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
へ
の
支
援
の
た
め
の

基
本
計
画
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ

６

配偶者暴力相談支援センターネットワーク事業 16,407千円
配偶者暴力相談支援センターに指定した保健福祉事務所に、相談対応や関係

機関との連絡調整等の業務を中心に行う女性相談員を配置する。

要保護女子の移送費 55 千円
配偶者暴力相談支援センターの女性相談員等が、一時保護を要する女性等を

一時保護所に移送する。

福島県ＤＶ対策連携会議開催事業 84 千円
深刻で緊急な救済を要するＤＶについて、民間・警察・行政など関係諸機関

が連携して、予防、通報、相談、保護及び自立支援等について総合的な対応を
図るため「福島県ドメスティックバイオレンス対策連携会議」を開催する。

市町村職員等研修事業 25 千円
ＤＶに関する相談に対応する市町村職員等を対象として、ＤＶに関する基礎

知識や初期対応等の研修を実施する。

配偶者暴力被害者等支援調査研究事業 676 千円
ＤＶ被害者等を支援する民間シェルターの先進的な取組を支援するために市

町村が実施する事業に対して補助金を交付する。

困難な問題を抱える女性への支援体制構築事業 1,600 千円
令和６年４月１日に施行される「困難な問題を抱える女性の支援に関する法

律」に基づき、適切な支援を提供するための体制整備（基本計画の策定等）を
行う。

民間団体支援強化・推進事業 1,223 千円
多様な相談への対応や自立に向けた支援を担う民間団体による取組を推進し、

困難な問題を抱える女性への支援を担うことが出来る民間団体を育成する。

１

２

３

４

５

６

７
７
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重点番号 ５－①－５２
児童家庭課９３,６０５千円

（R4 79,319千円）

事業内容

４-22 こどもの見守り・自立応援事業

事業イメージ

子どもを守ろう！見守りサポーター養成事業 ５，９１０千円子どもを守ろう！見守りサポーター養成事業 ５，９１０千円

児童家庭支援センター運営事業 ４４，８５０千円児童家庭支援センター運営事業 ４４，８５０千円

自立援助ホーム体制強化事業 ８，１６０千円自立援助ホーム体制強化事業 ８，１６０千円

こどもの巣立ち見守り事業（生活相談） １３，０２０千円こどもの巣立ち見守り事業（生活相談） １３，０２０千円

児童虐待の予防及び早期発見に向けて、ＳＮＳによる相談対応を行うほか、
里親等から自立する子どもが安心して社会に巣立つことができるよう、相談
体制の充実・強化等を図る。

虐待防止のためのＳＮＳ相談事業 ２１，６６５千円虐待防止のためのＳＮＳ相談事業 ２１，６６５千円

子どもを守ろう！見守
りサポーター養成事業
子どもを守ろう！見守
りサポーター養成事業

虐待防止のためのＳ
ＮＳ相談事業
虐待防止のためのＳ
ＮＳ相談事業

自立援助ホーム
体制強化事業
自立援助ホーム
体制強化事業

こどもの巣立ち見守り
事業（生活相談）
こどもの巣立ち見守り
事業（生活相談）

児童家庭支援
センター運営事業
児童家庭支援
センター運営事業

虐
待
の
リ
ス
ク

低

高

１８９（いちはやく）
児童相談所虐待対応
ダイヤル

支
援
の
手
厚
さ

児
童
虐
待
の
予
防

早
期
把
握
の
体
制
強
化

児
童
の
保
護
・

自
立
支
援
の
体
制
強
化

児
童
相
談
所

大人に対して、体罰によらない子育ての必要性や子どもを日頃の生活の中で見
守る方法を伝え、子どもに対して、自らの権利や周囲の大人に助けを求める方
法を学ぶプログラムを実施する。

早期に相談につなげ、子育てへの不安解消を図り、児童虐待の発生予防や早期
発見につなげるため、コミュニケーションの手段として普及しているＳＮＳに
よる相談を外部機関に委託して実施する。

心理療法を担当する職員等による専門的な相談支援を実施する児童家庭支援セ
ンターを運営する法人に対して補助する。

家庭での養育が困難な子どもが居住し、就労など、自立のための支援を行う自
立援助ホームに対して、安心して子どもが社会に自立していくことができるよ
う、職員体制の強化を図る。

里親や児童養護施設等で生活する子どもたちが、自立後もつながりをもって、
安心して社会的自立を果たすことができるよう、自立に向けた早期の支援や自
立後の相談支援を実施する。
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児童家庭課３０,２１７千円
（R4 29,336千円）

事業内容

４-23 虐待から子どもを守る総合対策推進事業
重点番号５－①－５０

事業イメージ

・機能・体制の
強化

・職員の専門性
の向上

児童
相談所

県
民
へ
の
広
報
（
児
童
虐
待
へ
の
理
解
・
普
及
啓
発
）

児童虐待防止・
対応等への研修

教職員
保育従事
者

要保護児童対策
地域協議会等へ
の支援

市町村

虐
待
か
ら
子
ど
も
を
守
る
連
絡
会
議
（
関
係
機
関
と
連
携
強
化
）

低

高

子どもの
リスク

児
童
相
談
所
の
支
援
の
強
化

（
広
域
的
・
専
門
的
相
談
）

市
町
村
等
の
支
援
の
強
化

（
地
域
の
関
係
機
関
の
連
携
に
よ
る
支
援
）

児
童
虐
待
重
大
事
案
の
検
証

虐待から子どもを守る連絡会議の設置
１３１千円児童虐待ケース対応強化事業 ３，７８８千円

市町村虐待対応強化支援事業 １，６１３千円

児童虐待防止普及啓発事業 ８００千円

学校等との連携強化事業 １１，０７６千円
未成年後見人報酬等補助事業 ３，９４０千円

児童虐待ケース対策研修事業 ２，１４８千円

児童虐待対応相談員配置事業 ５，７９０千円

児童虐待調査委員会 ９３１千円

○親権を行う者がいない児童等について、児童相談
所長が家庭裁判所に対して請求し選任された未成
年後見人に支払う報酬等の全部又は一部を補助す
ることにより、未成年後見人の確保を図る。

○児童相談所職員の児童虐待ケース対策の強化を目的
とした研修の実施
・サインズオブセーフティアプローチ研修
・事例検討研修 等

○職員研修に要する費用の児童福祉施設等への補助

○市町村の虐待対応強化のための支援
・市町村活動支援
・市町村要保護児童対策地域協議会支援講習会
・市町村要保護児童対策調整機関の調整担当者研修
・市町村要保護児童対策地域協議会支援専門員によ
る支援（弁護士、精神科医、大学教授等）

○児童虐待対応専門員の配置（弁護士、精神科医、
大学教授等）

○精神科医によるカウンセリング

○関係機関・団体による情報交換等
○実施回数 年１回
○構成機関 ２６機関・団体

（教育・医療・法律・警察・福祉等）

○司法による介入の観点からの対応のノウハウを有
する警察ＯＢを児童虐待対応相談員として配置す
ることにより、児童虐待対応の体制及び警察との
連携を強化する。

○児童虐待防止推進月間（１１月）を中心とした
オレンジリボン運動の啓発グッズの配布

○教職員・保育従事者等に対する児童虐待防止や
実際の対応等に関する研修の実施

○一時保護所への学習指導協力員の配置

児童虐待の未然防止及び迅速かつ適切な対応に向けて、関係機関の連携強化、児童
相談所の専門性向上、市町村における相談体制強化への支援などを行う。

児
童
相
談
所
の
機
能
強
化
・
職
員
の
専
門
性
の
向
上

関
係
機
関
と
の
連
携

広
報
啓
発

体
制
強
化

市
町
村
支
援

虐
待
検
証

○児童虐待防止法に基づく児童虐待重大事案の検証
のための調査委員会を設置する。
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食品生活衛生課３,２８２千円
（R4 2,829千円）

事業イメージ事業内容

５-１ （一部新）水道事業基盤強化・広域連携推進事業

本県の水道の方向性を示した福島県水道ビジョン、
広域化の推進方針・これに基づく当面の具体的取組を示した
福島県広域化推進プランに基づき、
市町村等の水道事業の支援を行い、
水道事業の基盤強化・広域連携を促進する。

【水道事業技術力確保支援事業】3,051千円(うち国庫支出金1,323千円)
○経験の少ない担当者向け研修会 年２回
○中・上級者向け研修会 年２回
○広域連携に関する研修会 年１回

【（新）水道基盤強化事業】 231千円(うち国庫支出金115千円)
○ 圏域別検討会の設置・運営
〇 圏域別検討会毎に水道広域化推進プランを踏まえた

個別具体的な広域連携方策の検討
○ 広域連携に係る情報の提供及び技術的支援

情報の提供及び技術的支援

広域連携方策の検討

老朽化・耐震性不足 経営環境の悪化 人材減少・高齢化

水道事業の現状・課題

重点番号３－①－25

圏域別検討会の設置・運営

- 106 -



５-２ 水道水質安全確保事業
食品生活衛生課１３,２７８千円

（R4 13,234千円）

事業イメージ事業内容

背景・目的・概要

東日本大震災による原子力災害に伴う本県飲料水への不安を解消す
るため、「福島県飲料水の放射性物質モニタリング検査実施計画」
に基づき、県内の水道水等の検査を実施している。
引き続き、飲料水の安全・安心確保に万全を期するため、モニタリ

ング検査を実施し、検査結果を公表していくとともに、検査精度の
確保に必要な機器の保守点検を行う。

○ゲルマニウム半導体検出装置運営経費 13,278千円(一財)
（１）県検査機関（衛生研究所及び食肉衛生検査所）での検査に係る

経費（消耗品等）

（２）ゲルマニウム半導体検出装置の保守点検経費

・ 県機関 9 台（ 衛生研究所 5 台、食肉衛生検査所 4 台 ）
・ 水道事業体 ８台

・福島地方水道用水供給企業団・郡山市上下水道局
・白河地方広域市町村圏整備組合
・会津若松市上下水道局・会津若松地方広域市町村圏整備組合
・相馬地方広域水道企業団・いわき市水道局・双葉地方水道企業団

方部等 検査頻度

水
道
水

浜通り ３回／週～１回／月

県北・県中 １回／週～１回／月

県南 １回／月

会津・南会津 １回／３月

飲用井戸 関係市町村と協議の上実施

○ 検査状況
水源ごとに、以下の頻度で検査を実施し、結果を県のホームページ等で公表

◇年間検査検体数（R３年度実績)
水道－4,453件 飲用井戸等－205件

○ 配備状況 方部等 台数

・衛生研究所 5 台

・食肉衛生検査所 4 台

水
道
事
業
体

【 中通り 】
・福島地方水道用水供給企業団
・郡山市上下水道局
・白河地方広域市町村圏整備組
合
【 会 津 】
・会津若松市上下水道局
・会津若松地方広域市町村圏整
備組合
【 浜通り 】
・相馬地方広域水道企業団
・いわき市水道局
・双葉地方水道企業団

計8台
各1台

R4.12.31現在

◇H23年3月検査開始以降の延べ検査検体数
（R4年12月末まで)

水道－141,627件 飲用井戸等－17,034件

◎ H23.5.3に１検体から7.0Bq/kgの放射性ｾｼｳﾑ
が検出されて以降、検出限界値未満が継続

重点番号 ３－③－16
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事業イメージ事業内容

（１） ふくしまＨＡＣＣＰ導入推進事業 6,０１７千円
• ふくしまHACCPアプリを活用した導入研修会の開催
• ふくしまHACCPポータルサイトを用いた消費者へのわかりや
すい情報発信

• 国際基準CodexHACCPの導入を支援するための職員養成

（２）【新】食品中の放射性物質に関する情報発信事業
1１,０９２千円

• ふくしまＨＡＣＣＰフェアの開催
放射性物質検査の統計解析結果と県が実施している放射性物質対策の
紹介

• リスクコミュニケーションの開催
県産食品の放射性物質に関する消費者との相互の情報交換

背景・目的

食品関連施設への「ふくしまHACCP」の導入を推進するととも
に、食品中の放射施物質の統計解析結果に関する消費者向け情
報発信を通じて、県産加工食品の風評払拭を図る。

事業概要

重点番号 3-①-５ １７,１０９千円
５ｰ３ （一部新）福島県産加工食品の安全・安心の確保事業 （R４１６,9７６千円）

食品生活衛生課

ふくしま
HACCP 放射性物質管理食品衛生管理

食品衛生法が定めるHACCPの考え方で管理

食品中の放射性物質に関する分かりやすい情報発信

●ふくしまＨＡＣＣＰフェア
県内３カ所、県外2カ所（商業施設等を想定）で消費者を対象としたフェアを開催
統計解析による県産食品の放射性物質の推移とリスク、県が実施する放射性物質対
策を紹介

●リスクコミュニケーション
県内１カ所で消費者100名程度を対象としたリスクコミュニケーションを開催
参集形式とウェビナー形式のハイブリッドを想定

食品事業者への導入推進

・衛生管理の見える化
・県産食品の信頼性↑

●ふくしまHACCPアプリを活用した導入研修会
・各保健所単位の小規模研修会
・業界団体等を対象とした大・中規模研修会
・国際認証基準を熟知した職員の養成とより高度な助言指導

●ふくしまHACCPポータルサイトを用いた情報発信
・ふくしまHACCPの概要と取組施設の一覧紹介

県産加工食品の風評払拭
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事業イメージ事業内容

背景・目的

福島第一原子力発電所事故から１２年が経過し、県産食品に含まれる放射性物質は概ね減少
傾向を示しているが、県産食品に対する国内外からの根強い不安は払拭されていないため、以
下の事業により県産加工食品の信頼性を確保し、風評払拭につなげる。
国内 ； 食品の放射性物質検査を実施することによる消費者への正確な情報発信
国外 ； 原子力災害の影響により減少した県産加工食品の輸出を回復・促進するための支援

（１）食品中の放射性物質検査 ３，784千円
県産加工食品を対象とした放射性物質検査を実施し、その結果を消費者に発信する。
ア 検体数 ： １,000検体
イ 主な対象食品
・乾燥により放射性物質が濃縮される食品（乾燥野菜、凍み餅など）
・山菜・きのこ等を原材料とする食品（乾燥山菜・きのこ、漬物など）

ウ 検査機関 ： 衛生研究所（ゲルマニウム半導体検出器による検査）
エ 検査結果の取扱い ： 毎週、県ホームページで公表
（２）輸出向けHACCP等対応施設整備事業 50,000千円

原子力災害の影響により減少した県産加工食品の輸出を回復・促進するため、輸出に際
して相手国から要求される第三者認証HACCP等への対応に必要な経費（施設整備等）
を補助する。
・補助先 ： 県産加工食品を輸出する県内食品事業者
①中規模施設改修 ３５，０００千円×１件
②小規模施設改修又は機器整備 ５，０００千円×３件
・補助率 ： ½

（３）飲料水・加工食品の放射性物質検査体制の整備 7,824千円
衛生研究所及び食肉衛生検査所における放射性物質検査に必要な以下の人員を確保
し、検査体制を整備する。
・検査補助に必要な人員数 ： ４名（週４日間勤務）
・事務内容 ： 検体受付、測定補助、検体回収等

重点番号 3-③-17 ６１，６０８千円
５-４ 食品中の放射性物質対策事業 （R4年度 54,067千円） 食品生活衛生課

事業概要

（１）国内向け → 食品中の放射性物質検査

飲料水・加工食品の放射性物質検査体制の整備

（２）国外向け → 輸出向けHACCP等対応施設整備事業

輸出を希望する
県内食品事業者

輸出相手先

食品生活衛生課

①輸出に際して障害となるＨＡＣＣＰ等の規格への対応

②ＨＡＣＣＰ
等に対応す
るための施
設整備に係
る補助申請

③補助（補助率1/2）

④申請時の計画に
従った輸出促進

県産加工食品の
輸出量の増加

県産加工食品の安全性のPR

【検査体制の整備】

食肉衛生検査所衛生研究所

保健所・市町村等

加工食品・飲料水 飲料水

【放射性物質検査】

食品生活衛生課

消費者への
正しい情報発信

検査結果の
ホームページ
での公表

結果報告
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事業イメージ事業内容

重点番号 3-①-24 １０６,３２２千円
５－５飲食店等の新型コロナウイルス感染防止対策事業 （R４ 1５８,３７５千円）

「ふくしま感染防止対策認定店制度」を継続的に運用するため、以下の取組みを実施
する。

（１）認定店の受付
・セルフチェックリストの書面審査
・ふくしまHACCPアプリを用いた感染防止対策の導入支援

（２）現地調査
・新規申請店舗を対象とした現地調査と助言（５00件）
・既認定店を対象とした信頼性確保のための現地調査（７，５００件）

（３）消費者に対する認定店制度の情報発信
・認定店一覧のホームページでの公表
・利用者向けの情報発信（マスクの着用などの守るべき対策）

背景・目的

飲食店ではマスクを外す機会が多く、客同士の距離が近いなど感染が成立しやす
く、飲食店での感染を発端とした地域流行が複数報告されるなど、新型コロナウイ
ルス感染症の拡大を防止する上で、飲食店における対策の徹底は重要な課題と
なっている。
令和３年４月から、感染防止対策に係る認定基準の遵守が第三者による現地調査
で確認された店舗を県が認定する「ふくしま感染防止対策認定店制度」を運用し、
令和４年９月末時点で７，３０３店舗が認定店として登録されている。
本制度は、「withコロナ」として県及び各市町村が実施する各種施策の基盤となる
ものであり、検証のための現地調査を実施するなど、本制度の信頼性を確保する
必要がある。

事業概要

食品生活衛生課

（１）（2）認定店の受付と現地調査

（3）消費者に対する感染防止対策実施施設の情報発信

消費者

認定店一覧
（県ホームページ）

飲食店における
感染防止対策の概要
（ポータルサイト）

情報
発信

情報
発信

ふくしま感染防止対策認定店
制度に対する
・消費者の理解
・飲食店のモチベーション

感染防止対策と経済活動との両立

連携

【Step4】
信頼性確保の
ための現地調査

ふくしま感染
防止対策
認定店制度

経済
活性化
事業

各種
補助
事業

県・市町村が
Withコロナとして

実施する
各種施策の基盤

【現地調査件数】 年間 ８,000件
①新規調査分 ５00件
②信頼性確保のための現地調査分 ７,500店舗×１回＝７，５00件
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重点番号 ３－⑥－４

背景・目的・概要

条件（対象者・対象行為・補助率等）

１
年
目

２
年
目

３
年
目

支援体制の確立及びニーズの把握

福島県
老人保健施設協会

福島県
老人福祉施設協議会

福島県
認知症GH協議会

県

補
助

支援体制確立団体の拡大県内の社会福祉施設施設とりまとめ団体が施設間の支援体制を整備する
に当たり要した以下の費用を県が補助する。
１ 専門家を活用し支援体制を整備した際に要する経費の補助（初回のみ）

(1) 専門家派遣に係る謝金、旅費 【補助率10/10 上限200万円】
(2) 専門家へのコンサルティング委託料 等

２ 施設向けの研修会、訓練を実施した際に要する経費の補助
(1) 外部講師派遣に係る謝金、旅費 【補助率10/10 上限100万円】
(2) 会場借り上げ料 等

３ 被災施設への職員派遣に備え、事前に加入する傷害保険料等の補助
【補助率４/５ 上限20万円】

４ 災害時、とりまとめ団体が支援を行うに当たっての事前準備経費の補
助（備蓄物資の事前購入費用等） 【補助率４/５ 上限20万円】

５ 各施設との協定締結に要する各種経費の補助（コピー代、郵送費、会
場借り上げ料等） 【補助率10/10 上限60万円】

６ 支援体制の構築に当たり、とりまとめ団体が実施する各種調査に要す
る費用（各施設へのニーズ調査等） 【委託 200万円】

近年、大規模災害が頻発する中、社会福祉施設については災害発生時に
おいても利用者に必要なサービスを継続的に提供できるよう、被災施設へ
の職員派遣等について定めた施設間の支援体制の整備が重要となっている。

現在、新型コロナウイルス感染症対策として「応援職員派遣支援事業」
をとりまとめ団体に委託し、施設同士の相互扶助の体制を組んでおり、当
該取組を基に、災害時における施設間支援体制整備のための支援を行う。

また、災害発生時に速やかな支援が行えるよう、平時における施設向け
の研修等の開催に係る支援を行う。

県

福島県
認知症GH協議会

福島県
老人保健施設協会

福島県
老人福祉施設協議会

５-６（新）社会福祉施設危機対応強化支援事業
事業イメージ

６,０００千円
（R4 0千円）

高齢福祉課
障がい福祉課

協力体制の整備

団体間の協力体制整備、支援体制の拡大

福島県社会福祉協議会
（障がい児者福祉施設協議会）ニーズの把握

支援体制の確立
（モデル団体）

福島県
老人福祉施設協議会

新

新

補
助

モデル
（規模拡大）

県
補
助

連
携

福島県社会福祉協議会
（障がい児者福祉施設協議会）

新

福島県社会福祉協議会
（障がい児者福祉施設協議会）

連携体制の検討

新
（モデル）

調整委
託
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５-７ 広域災害福祉支援ネットワーク構築支援事業
社会福祉課

事業イメージ事業内容

３,３６２千円
（R4 3,459千円）

背景・目的

概要

事業の実施

重点番号 ３－⑥－１２

東日本大震災では、福祉・介護専門職を被災地に派遣する仕組みがな
く、福祉的な支援体制の確保に時間を要し、効果的に対応することがで
きなかった教訓から、大規模災害発生時において障がい者や高齢者等要
配慮者の二次被害防止や広域的な福祉支援体制を構築することを目的と
している。

福祉関係団体や県で「県広域災害福祉支援ネットワーク協議会」を
設立し、大規模災害発生時に要配慮者の福祉・介護等にニーズ把握や
応急的な支援を担う、「福島県災害派遣福祉チーム」の派遣体制の整
備に取り組んでいる。

県広域災害福祉支援ネットワーク協議会事務局を運営するとともに、
平常時から「福島県災害派遣福祉チーム」の構成員に対する養成研修
やスキルアップ研修等を実施している。

①派遣要請 被災市町村

福島県
（災害対策
本部）

②派遣要請
社会福祉法人､
医療法人､
福祉施設等

③チーム
員の派遣

福島県災害派遣福祉チーム
（県内７方部毎の編成を想定）

○福祉・介護等の専門職員５名前後で構成する専門職チーム。
（社会福祉士、介護福祉士、介護支援専門員、精神保健福祉士、
理学療法士、作業療法士、医療ソーシャルワーカー等）

※県と協定を締結した法人・施設等に所属し、協議会が開催する「養
成研修」を受講した者をチーム員として登録している。

○活動内容
「災害関連死につながる二次被害」の発生を防止するため、
要配慮者のニーズ把握や相談支援、スクリーニング（福祉・介護専
門職の視点によるアセスメント、福祉避難所等への移送判断等）、
避難所の機能支援等を行う。

④派遣

被災地

避難所

福祉避難所
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被災地

（３）災害対応の基礎的研修及び訓練の実施

・関係機関との連絡窓口・調整確認
・各機関の災害対応可能な人材の育成･資質向上
・各機関の体制整備
・DHEAT･健康支援チーム等構成員の人材育成

背景・目的

５-８ 災害時健康危機管理体制整備事業 保健福祉総務課１,７３９千円
（R4 1,698千円）

事業内容

概要

大規模災害時の保健衛生活動に係る調整業務及び具体的活動を
円滑に行うための体制を整備する。

重点番号 3ー⑥ー11

（１）DHEAT構成員人材育成
（２）災害時健康危機管理体制調整会議 4回

(ワーキンググループ2回含む)
（３）災害時健康危機管理研修及び訓練の実施
（４）衛星携帯電話の整備 2か所

東日本大震災や熊本地震では保健所が被災し、保健・医療等
の支援資源の有効活用や適正配分ができず、二次的健康被害が
拡大した教訓から、大規模災害時において、被災地の保健医療
の指揮調整機能を応援し、防ぎ得た死、二次的健康被害の最小
化を図ることを目的とした、災害時健康危機管理支援チーム
（Disaster Health Emergency Assistance Team＝DHEAT）を
設置し、大規模災害時に対応できるよう体制整備・機能強化を
図る。

また、保健医療福祉調整本部の役割を明確化し、災害時の部
内各課及び専門チーム（DHEAT、DMAT、DPAT、福祉チーム、
健康支援チーム）の調整機能を強化すると共に、各圏域での効
果的な災害対応が可能となるために災害を想定した訓練を実施
する。

保健福祉総務課調整
（１）（２）
（３）（４）

各保健福祉事務所実施
（３）

事業イメージ
（１）災害時健康危機管理体制調整会議

福島県が被災した場合の災害対応､受援､他の自治体の応援体制を構築し､県･中核市等の迅速か
つ効果的な連携体制を確立する
＜検討事項＞①大規模災害時のDHEAT等派遣及び受援体制

②大規模災害時健康危機管理対応のための人材育成
③DHEAT構成員等の派遣体制整備及び調整
④その他必要な事項 等

平
時

災
害
時

（２）DHEAT構成員人材育成

養成研修（高度編(指導者向け)）
地域における人材育成リーダーを養成

養成研修企画運営リーダー研修
基礎編及び地域における研修等の企画運営・
実施の実務を担うことのできる人材の育成

養成研修（基礎編(企画運営担当者向け)）
目的・支援・受援に関する基本を理解する

受
講

受
講

受
講

企
画

立
案･

実
施

受
講

一体的
に推進

市町村・関係機関(福祉避難所）等
対象者を拡大しながら

地域全体の災害対応力を高める

保
健
医
療
福
祉

調
整
本
部

部内各課所管の
各チームの活動報告等

保健医療ニーズの情報等の集約

情報の整理・分析・連携、
全体調整

資源の有効活用、適正配分

受講者は構成員として派遣 福島県DHEAT

Dr PHN Log

災害
福島県DMAT

Dr Ns Log

地域
医療課

福島県健康支援ﾁｰﾑ

PHN PHN Log 

健康づくり
推進課

保健福祉
総務課

福島県DPAT

Dr PSW Log

福島県福祉ﾁｰﾑ

CSW CW PT 社会
福祉課

障がい
福祉課

防ぎ得た死、二次的
健康被害の最小化
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